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議会事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 三 上 健 治 君

議 事 課 主 査 青 柳 和 彦 君

同 福 井 宏 次 君

同 甲 斐 友 規 君

同 馬 場 貴 史 君

同 杉 崎 正 君

同 澤 田 真 一 君

午前10時１分開議

○佐藤禎洋委員長 これより本日の会議を開きます。

報告をさせます。

〔青柳主査朗読〕

１．議長及び予算特別委員長から、委員の異動について、水間健太議員の委員辞任を許可し、中

司哲雄議員を委員に補充選任し、第２分科委員に補充指名した旨、通知がありました。

１．本日の会議録署名委員は、

畠 山 みのり 委員

荒 当 聖 吾 委員

であります。

○佐藤禎洋委員長 それでは、議案第１号及び第３号ないし第６号を一括議題といたします。

１．教育委員会所管審査

○佐藤禎洋委員長 これより教育委員会所管部分について審査を行います。

質疑並びに質問の通告がありますので、順次、発言を許します。

黒田栄継君。

○黒田栄継委員 おはようございます。

通告に従いまして、順次質問させていただきます。

学校における教育活動に大きな影響を与えてきた新型コロナウイルス感染症について、５月８

日から感染症法上の位置づけが５類感染症に移行されました。

これまで、約３年余りの間、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中でも、児童生徒の

学びを止めることなく学校教育活動と感染症対策の両立が図られてきましたが、不登校児童生徒

数の増加や児童生徒の体力の低下など、児童生徒の学習や心身に一定の影響が生じているとの指

摘もされています。

そこで、新型コロナウイルス感染症についての現在の状況と今後の対応について数点お伺いい

たします。

まず、５類移行により、現在、学校での感染症対策はどのように講じられているのか、お伺い

いたします。

○佐藤禎洋委員長 健康・体育課長今村隆之君。
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○今村健康・体育課長 学校での感染症対策についてでございますが、５月８日からの新型コロ

ナウイルス感染症の５類への移行に伴い、国の衛生管理マニュアルが改定され、従来のように、

感染症対策を一律に講じるのではなく、時々の感染状況に応じて対策を講じていくことが重要と

示されたところでありまして、各学校では、現在、平時の対策として、家庭との連携による児童

生徒の健康状態の把握、適切な換気の確保、手洗い等の手指衛生やせきエチケットの指導などが

引き続き行われております。

なお、地域や学校において感染が流行する場合などには、活動場面に応じて、近距離、対面、

大声での発声や会話を控える、児童生徒間に触れ合わない程度の身体的距離を確保するなどの感

染症対策を一時的に講じながら、授業や部活動、各種行事等の学校教育活動を継続し、児童生徒

等の学びを保障していくこととしております。

○黒田栄継委員 今後、地域や学校で感染が流行する場合、必要な対策を講ずることとなります

が、感染流行期に入ったかどうかをそれぞれの学校単独で判断するのは難しいと思われます。

道教委としてどのように対応していくのか、お伺いいたします。

○今村健康・体育課長 感染流行時の考え方についてでありますが、国の衛生管理マニュアルで

は、各学校において時々の感染状況に応じた対策を適切に講じるため、学校の設置者が衛生主管

部局と連携して地域の感染状況を把握することが重要とされております。

このため、道教委では、道保健福祉部と連携し、地域において流行期と判断できる情報を得た

場合には、速やかに該当の市町村教育委員会及び学校に対して通知することを想定しており、引

き続き、関係部局と緊密に連携するとともに、臨時休業の実施状況を把握しながら必要な対応を

行ってまいります。

○黒田栄継委員 実際に５類に移行されてから約２か月が経過しました。既に特段の制限がない

中で、多くの学校での運動会、体育祭も開催されているようですが、例えば、函館市では、コロ

ナ見直し後の需要増のため、運転手不足でバスの確保ができずに、水泳授業が中止となったとの

報道もありました。

いわゆる平常時の学校運営に円滑に移行できているのか、移行後の学校の状況についてお伺い

いたします。

○今村健康・体育課長 ５類移行後の学校の状況についてでありますが、道教委では、マスクの

着用を含めた学校の感染症対策の状況等について、学校訪問等の機会を活用しながら実態の把握

に努めてまいりました。その結果、現在、多くの学校において、基本的な感染症対策を行いなが

ら教育活動を行っている、運動会や修学旅行などの学校行事を円滑に実施している、児童生徒の

マスクの着用率が徐々に低くなってきているなどの状況が見られる一方、児童生徒がマスクを外

すことに恥ずかしさを感じているケースもあることから、教員側が、マスクの着脱は自由である

という雰囲気づくりに努めているという状況もございまして、道教委としては、引き続き、各学

校の実情を把握しながら、必要な指導助言に努めてまいります。

○黒田栄継委員 新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中にあっても、各学校では、感染
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対策を講じながら学校行事等の教育活動を実施してきたと承知しています。これまで慣例的に行

われてきた学校での様々な取組を見直す機会にもなっているというふうに承知しております。

今後の学校行事の在り方について、道教委としてはどのように認識しているのか、お伺いいた

します。

○佐藤禎洋委員長 学校教育監山本純史君。

○山本学校教育監 学校行事などの在り方についてでありますが、学校教育は、学校ならではの

児童生徒同士の関わり合いや教師と児童生徒との関わり合いなどを基盤として実施されるもので

あり、児童生徒が多様な他者と交わる活動や多様な体験活動を通じて、人間関係の形成や社会性

の育成など、自己実現に向けた機会を確保することが必要でございます。

このため、道教委といたしましては、単にコロナ禍以前の姿に戻るのではなく、それぞれの教

育的意義を改めて捉え直した上で、児童生徒の資質、能力の育成に真に必要な活動を中心にその

在り方を検討いたしますとともに、ＧＩＧＡスクール構想の下で生み出されてきた多様な教育実

践の工夫を取り入れることにより、言わば新しい学びの在り方へと進化を図っていくことが重要

であると認識しております。

○黒田栄継委員 ＧＩＧＡスクール構想によって１人１台端末の整備が進みました。臨時休業等

に伴うオンラインの学習の実施など、学校においてデジタル化が大変進んでいるという状況にあ

ります。

今後も、情報化社会の進展を踏まえ、さらなる進化を図っていくことが必要と考えますが、道

教委としては、教育環境におけるデジタル化をどのように進めていくのか、お伺いいたします。

○佐藤禎洋委員長 学力向上推進課長兼ＩＣＴ教育推進課長髙橋宏明君。

○髙橋学力向上推進課長兼ＩＣＴ教育推進課長 教育環境のデジタル化についてでありますが、

ＧＩＧＡスクール構想によって１人１台端末の整備が急速に進むなど、児童生徒の教育環境にお

けるデジタル化が大きく進展し、こうしたＩＣＴ環境を積極的に活用して、コロナ禍以前の学校

や教室とは大きく異なる姿で、デジタル技術の良さを生かした多様な教育活動が日々の実践の中

で生み出されております。

道教委では、全ての教員がＩＣＴを取り入れた授業改善により、児童生徒に効果的な指導を行

うことができるよう、道教委のＩＣＴ活用ポータルサイトの情報を随時更新し、コロナ禍におい

て蓄積された学習コンテンツや優れた事例の発信、効果的な活用につながる校内研修の実施など

を促進するとともに、学校における働き方改革にも資するよう、教育環境のデジタル化をより一

層進めてまいります。

○黒田栄継委員 コロナ禍において本道の子どもたちの心身にも様々な影響が指摘されており、

今後新たな変異株が発生した場合など、感染症流行の局面が変わった際も、教育活動が後退する

ことのないよう対応することが重要と考えます。

これまでの新型コロナウイルス感染症への対応について、単にコロナ以前に戻すのではなく、

オンライン学習等のプラスの点も評価しながら振り返り、今後の教育活動に生かしていくことが
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必要であるというふうに考えますが、今後の取組について教育長にお伺いいたします。

○佐藤禎洋委員長 教育長倉本博史君。

○倉本教育長 今後の取組についてでありますが、３年余りにわたりますコロナ禍により、一斉

臨時休業やクラスターによる臨時休業、運動会や修学旅行などの各種行事の延期や中止などによ

りまして子どもたちの教育活動にも大きな影響が生じました。

一方で、休業期間中の学びの保障に向けて、国のＧＩＧＡスクール構想が前倒しをされ、結果

といたしまして、学校のＩＣＴ環境の早期整備が実現をし、オンライン学習の普及拡大などにつ

ながったものと考えております。

道教委といたしましては、今後、この間における新型コロナウイルス感染症対策を振り返りつ

つ、どのような状況においても子どもたちの健康を守り、学びを継続することができるよう、知

事部局と緊密に連携をすることはもとより、医師や大学教授などの有識者をはじめ、市町村教育

委員会や校長会、ＰＴＡなどと連携をし、御意見を伺いながら、今後起こり得る新興感染症等も

含め、感染症対策への備えや学びの保障に向けた取組を進めてまいります。

○黒田栄継委員 ただいま、これまでの蓄積した様々なメリットも今後反映していくということ

ではありますが、オンラインのメリットだけではなくて、子どもたちが生きていく力というもの

を育てるためには、どうしても人とのつながりをしっかりと経験させていかなくてはいけない。

先ほども体験型の取組をしっかりとしていくのだという答弁もありましたが、そういった様々

な経験を子どもたちに与えていけるよう、オンラインのいいところ、また、それで弊害が出ると

ころをしっかりと分析した上で、オンラインだけではなく、体験型の授業等もしっかりと取り入

れながら進んでいっていただきたいということを御指摘申し上げて、次の質問に移りたいと思い

ます。

続いて、いじめの問題の対応についてであります。

いじめ防止対策法が制定されて、先月で10年がたちました。いじめの早期発見、早期対応が進

んだ一方、依然として重大事態は後を絶ちません。

そうした中、道と道教委が３月に改定したいじめ防止基本方針に基づく取組が始まった矢先、

先月９日、道教委が実施しているいじめアンケート調査において、道立学校２校で、アンケート

の回答内容を、一定期間、当該校の在校生や保護者などが閲覧可能となっていた事案が発生した

との報道があったところです。

そこで、いじめ問題の対応について伺います。

まず初めに、道教委が実施しているいじめアンケート調査というものはどのようなものか、ア

ンケートの対象や内容、実施方法についてお伺いいたします。

○佐藤禎洋委員長 生徒指導・学校安全課長大槻直広君。

○大槻生徒指導・学校安全課長 いじめアンケートについてでありますが、各学校におけるいじ

め問題の実態把握やいじめの未然防止、早期発見、早期対応に向けた取組の充実を目的として、

札幌市を除く公立学校の児童生徒を対象に、年２回、アンケート調査を実施しており、今回の調
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査は令和５年度の第１回目で、対象児童生徒はおよそ29万人でありました。

アンケートの内容は、今年４月から今日までに嫌な思いをしたことがあるか、友人が嫌な思い

をしているのを見たり聞いたりしたことがあるかなどの５問の質問と２問の関連質問に加え、様

々な悩みや困り事を訴えることができるよう、自由記述欄を設けております。

また、実施方法は、児童生徒が質問用紙に記入する方法とウェブ上のグーグルフォームに１人

１台端末から入力する方法の２通りがあり、どの方法とするかは学校において選択することにな

っております。

○黒田栄継委員 先ほど申し上げました当該２校での事案について、どのような経緯で発生した

のか、お伺いいたします。また、こうした事案が起きたことに対する道教委の受け止めについ

て、併せてお伺いいたします。

○佐藤禎洋委員長 生徒指導・学校安全担当局長伊藤伸一君。

○伊藤生徒指導・学校安全担当局長 経緯等についてでありますが、今回の事案が発生した２校

のうち、１校は、学校が管理するグーグルフォームにおいて、管理者となっている特定の教員の

みが有する編集権限を、保護者がアクセスできるよう誤って許可設定していたため、当該校の生

徒及び保護者であれば、他の生徒の回答内容を閲覧できる状態になっておりました。

他の１校は、道教委が管理するサンプルのグーグルフォームのアドレスを、生徒に対し、学校

が管理するグーグルフォームの回答用アドレスとして誤って伝えていたため、他校を含む各学校

の管理権限者であれば、生徒の回答内容を閲覧できる状態になっておりました。

いじめアンケートは、自分の回答内容が他人に見られることがないという安心を前提として成

り立っているものでございまして、道教委のマニュアルの記載内容にも改善すべき点があったこ

とを含め、このような事案が発生したことを重く受け止めております。

○黒田栄継委員 いじめに関するアンケートには、児童生徒がいじめを受けて悩んでいることを

先生に伝える場合、また、いじめられている友達を見て、いじめを止めたいとの思いで先生に伝

える場合があると考えます。

今御答弁にもありましたように、やはり、安心してしっかりと答えられる環境は重要であり、

この信頼関係に基づいてこういったことが生きてくるというふうに思います。

このように、児童生徒が自らしっかりとＳＯＳを発信できる、そういった体制をつくっていく

というのは非常に重要なことでありますが、今回のような事態が起きてしまえば、今後、この取

組自体がいろいろ考えさせられる状況になるというふうに思います。

道教委は、今回の事案を受けて、再発防止にどのように取り組んでいくのか、お伺いいたしま

す。

○伊藤生徒指導・学校安全担当局長 再発防止についてでありますが、今回の事案はグーグルフ

ォームを用いる方法において発生いたしましたことから、道教委といたしましては、アンケート

を１人１台端末から回答する方法について、学校での設定を確実に行うための設定マニュアルの

見直し、管理職を含め複数名で設定を確認するチェックリストの整備、学校での運用上の相談に



【第２分科会 ７月11日 第４号】

対応できる窓口の設置など、10月から開始する本年度２回目のアンケート実施に向けまして対策

を講じてまいります。

また、このいじめアンケートは、実施要領上、原則、無記名としていることや、年２回実施す

ることで児童生徒のＳＯＳをキャッチしやすいよう工夫しているところでありますが、こうした

事案が発生したことから、今後は、全ての学校において児童生徒が安心してアンケートに回答で

きるよう、実施方法や回答内容の管理方法などを児童生徒や保護者に丁寧に説明するなど、アン

ケートの実施要領についても見直してまいります。

○黒田栄継委員 やはり、物事に絶対というのはなかなか難しいところではありますが、こうい

うデリケートな部分については絶対であってほしいなというふうに思いますし、そのようにしな

くてはいけないのかなと思います。今後もしっかりと信頼関係の構築に向けて取り組んでいただ

きたいということを御指摘申し上げたいと思います。

それでは、女子中学生に対するいじめの重大事態が発生した旭川市では、再発防止に向けて、

先月末、市独自のいじめ防止対策推進条例を制定したとのことですが、道教委はどのようにこの

ことを受け止めているのか、お伺いいたします。

○山本学校教育監 旭川市のいじめ防止対策推進条例についてでありますが、旭川市において

は、いじめ防止対策推進法に基づく対応を徹底し、これまでの対策を抜本的に改めるため、先

般、新たに条例を制定し、市や市立学校、保護者の責務のほか、いじめを受けた児童生徒等の支

援等や市長による勧告等について示されたものと承知しております。

道教委では、いじめ問題への対応については、教育委員会と首長部局が、いじめ防止対策推進

法はもとより、学校教育法などの関係法令に基づいてそれぞれの役割と法令上の権限について認

識を共有し、緊密な連携の下、適切に対応することが重要と考えており、こうした考え方を踏ま

えて対策を講じていく必要があると受け止めております。

○黒田栄継委員 道と道教委では、いじめ問題の現状と課題を踏まえ、一層の危機感を持ってい

じめ問題に取り組むため、本年３月に、組織的対応の徹底やいじめ見逃しゼロなどを重点とし

て、いじめ防止基本方針を改定したと承知しております。

いじめに対する認識の徹底はもとより、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー

の拡充や緊急支援チームの活用などが求められますが、道教委は、いじめ問題に対してどのよう

に実効性のある取組を進めていくのか、お伺いいたします。

○倉本教育長 いじめ問題への対応についてでありますが、道教委では、本年３月に道のいじめ

防止基本方針を改定いたしまして、それに基づく行動計画として新たに、北海道いじめの防止等

に向けた取組プランを策定した上で、各市町村教育委員会や学校に周知したところであり、この

プランを基に、学校が早期から適切かつ組織的な対応ができるよう、昨年10月に周知いたしまし

たいじめ対応支援ツールを活用した、いじめ見逃しゼロの取組の徹底を指導助言してまいりま

す。

また、学校だけでは解決が困難な事案については、アウトリーチ型の支援として、指導主事と
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弁護士、臨床心理士などで構成する緊急支援チームを学校に派遣するなど、道教委として積極的

に関わり、いじめの未然防止、早期発見、早期対応に向けて実効性ある対策を進めてまいりま

す。

○黒田栄継委員 では、次の質問に移ります。

送迎バスの安全確保についてであります。

昨年、静岡県の認定こども園で、園児が通園バスに置き去りにされたことにより死亡するとい

う痛ましい事故が発生したことを受け、国では、今年４月から施設の設置者に安全装置の設置を

義務づけた上で、１年間の経過措置を導入しております。

この間、国では、昨年10月、「こどものバス送迎・安全徹底プラン」を策定し、令和４年度の

第２次補正で安全装置の装備等の予算が措置され、道においても昨年の第４回定例会で関連予算

が措置されています。

国の調査によると、今年６月末時点で、全国の送迎バスを運行している幼稚園や保育所、認定

こども園、特別支援学校などで安全装置を設置済みの施設、事業所は、完了予定を含めて約55％

で、道内でも約50％にとどまっているとのことです。

道内の公立幼稚園、特別支援学校での送迎バスへの安全装置設置状況はどのようになっている

のか、お伺いいたします。

○大槻生徒指導・学校安全課長 安全装置の装備状況についてでありますが、国では、送迎用バ

スに対する安全装置の装備状況について、各公立幼稚園及び特別支援学校等における本年５月15

日時点の状況の調査、取りまとめを行っており、送迎バスを運行している公立幼稚園及び幼稚園

型認定こども園は９園、運行台数は15台で、そのうち、６月末までに安全装置を装備完了または

装備完了予定と回答した園は４園、６台であります。

また、送迎バスを運行している道立特別支援学校は19校で、運行台数は68台であり、道教委で

は、６月末までに全校で装備完了予定と回答したところでありますが、現在、装備に向けて事業

者等と調整中であります。

○黒田栄継委員 設置の義務づけ対象ではありませんが、公立の小中学校の送迎バスについても

導入に向けた予算措置がされております。

現在の設置状況について、併せて伺います。

○大槻生徒指導・学校安全課長 公立小中学校の状況についてでありますが、令和４年度に、道

の「こどもの安心・安全対策緊急支援事業」を活用し、送迎用バスへの安全装置を装備した市町

村は、本年３月末時点で１町、運行台数は４台であります。

また、本年度、この事業の活用を予定している市町村数、バス台数は、45市町村、250台であ

り、本年度末までに安全装置が装備される予定であります。

○黒田栄継委員 現状をお伺いいたしました。

道内では、未設置の幼稚園や公立小中学校も相当数見られるということでありますが、その要

因について道教委としてはどのように考えているのか、お伺いいたします。
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また、特別支援学校については、６月末までの装備を予定していたものの、現在、未設置とい

うことでありますが、その理由についてもお伺いいたします。

○大槻生徒指導・学校安全課長 安全装置の設置状況についてでありますが、幼稚園について

は、未設置の市町村からは、送迎バスを毎日使用しているため、夏休みに取付けを予定してい

る、安全装置の納品に時間を要しているなどといった理由であると聞いております。

また、小中学校については、装備が義務化されていないことから、各市町村において検討段階

にあるものと考えております。

特別支援学校については、道教委において事業者と契約を行うこととなりますが、各学校では

送迎バスを毎日使用していることから、装置の取付けを行う事業者との調整に時間を要してお

り、夏期休業中には取付けを終える予定としております。

○黒田栄継委員 毎日使うバスですので、そういった調整がなかなか難しいということは理解す

るところでありますが、これから本格的な夏を迎えます。熱中症のリスクも高まることから、早

急な設置が求められるというふうに思います。

今後、送迎バスの安全装置の早期の導入が図られるよう、どのように取り組んでいくのか、お

伺いいたします。

○山本学校教育監 安全装置の導入に向けた取組についてでありますが、道教委では、安全装置

の早期の導入に向け、市町村教育委員会に対し、道のこどもの安心・安全対策緊急支援事業の追

加募集を行っているところでございます。

また、特別支援学校につきましては、可能な限り早期に装備できるよう、契約締結に向けて事

業者との調整を進めてまいります。

安全装置が装備されるまでの間においては、運転席に子どもの見落とし防止チェックシートの

備付けや、車体後方に子どもの所在確認を行ったことを記録する書面を備えるなどの代替措置を

徹底し、子どもの安全確保の対策に万全を期すよう指導助言してまいります。

○黒田栄継委員 今ありましたように、安全装置を早急につけるのが重要ではありますが、様々

な事情によってなかなかすぐにはできないと。大事なのは、その間、どういった対応をするかと

いうことで、今、様々な対応をしていくのだという御答弁であったかなというふうに思います。

今まで道内でこういう事故があったわけではなく、そういうようなことは、きちっと注意さえ

していれば起きないだろうと、そんな認識の人も多いのかなというふうに思います。ただ、事故

というのは、本当にそういったまさかというような状況で起きるということが常であります。も

う少ししっかりとあそこを注意しておけばというようなことを後で後悔しても、事故に遭ってし

まった本人の人生、その家族、また、そういった対応をする関係者全ての人生に関わってくる大

きな出来事になってしまいます。

まさかというようなことにもこういった予算措置がされているという現実も踏まえて、しっか

りと今後も対応していっていただきたいということを御指摘申し上げまして、次の質問に移りた

いと思います。
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先月の文教委員会に報告されました、仮称・北海道学校教育情報化推進計画についてでありま

す。

本計画は、学校教育の情報化の推進に関する法律に基づいて文部科学大臣が定める学校教育情

報化推進計画を基本に、本道における学校教育の情報化の推進に関する施策について定めるもの

でありますが、本道の子どもたちがＩＣＴ環境を 大限に活用して、学習指導要領が求める情報

活用能力の育成や主体的、対話的で深い学びを実現させる上で大変重要なものであると考えま

す。

本計画の策定の考え方などについて、数点お伺いいたします。

初めに、道教委といたしましては、今後の学校教育の情報化推進の方向性を示す本計画をどの

ような考え方で策定していくのか、お伺いいたします。

○髙橋学力向上推進課長兼ＩＣＴ教育推進課長 策定の考え方についてでありますが、令和元年

６月施行の学校教育の情報化の推進に関する法律では、国が別に示す学校教育情報化推進計画を

基本に、都道府県において計画を定めることが努力規定として盛り込まれており、昨年12月に国

の計画が示されたところでございます。

これを受け、本道における学校教育の情報化に関する施策を推進し、子どもたちの個別 適な

学びと協働的な学びを一体的に充実させ、主体的、対話的で深い学びの実現を図るため、計画を

策定することといたしました。

○黒田栄継委員 計画素案には、国の計画を基本に、具体的な指標やその目標値が設定されてい

ます。

計画を推進する上で目標を明示することは重要だと考えますが、この指標や目標値はどのよう

な考え方で設定したのか、お伺いいたします。

○髙橋学力向上推進課長兼ＩＣＴ教育推進課長 指標等の考え方についてでありますが、計画素

案では、ＩＣＴを活用して自分に合った学習ができる高校生の割合、１人１台端末を活用した授

業がほぼ毎日行われた学校の割合、ＩＣＴを活用した校務効率化に取り組む学校の割合など、14

の指標を設け、それぞれに目標値を設定しております。

都道府県の計画は、法律上、国の学校教育情報化推進計画を基本として策定することとされて

いることから、国の計画において設定された指標と同様のものを用い、目標値は本道の状況を踏

まえて設定したほか、本年３月に策定した北海道教育推進計画の学校教育の情報化に関する指標

も全て取り入れることとし、目標を設定したところでございます。

○黒田栄継委員 素案では、北海道が重点的に推進する方針として、小学校から高等学校までの

12年間を見通した児童生徒の学習の基盤となる資質、能力の育成が掲げられています。

学習指導要領でも、ＩＣＴを活用して情報活用能力を育成することが求められていますが、児

童生徒の資質、能力の育成のため、道教委としてはどのような考え方で、どのように取り組んで

いくのか、お伺いいたします。

ＩＣＴの活用に当たっては、情報化社会の危険性と対処法など、情報モラルについても子ども
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自身と保護者が正しく理解することが必要です。このことについてもどのように取り組んでいく

のか、併せて伺います。

○佐藤禎洋委員長 ＩＣＴ教育推進局長相川芳久君。

○相川ＩＣＴ教育推進局長 児童生徒の資質、能力の育成についてでありますが、教科指導等に

おいて、ＩＣＴを適切に活用し、学習への興味、関心を高めることや、障がいのある子どもなど

の特性に合わせた支援を行うなどして、ＩＣＴをこれまでの実践と組み合せて有効に活用しなが

ら教育の質を向上させることが必要です。

このため、各学校種段階において身につけさせるべき情報活用能力の一覧を各学校に示し、効

果的なＩＣＴの活用を指導計画に位置づけるよう促すとともに、小中、中高の学校種間で円滑な

接続を図り、小学校から高等学校までの12年間を見通した情報活用能力の育成を図ることとして

います。

また、情報化社会の危険性とその対処法など、情報技術等の特性の理解に基づく情報モラルを

子どもたち自身と保護者などが正しく認識し、子どもたちにＩＣＴ端末の適切な扱い方や使用の

ルールを指導するとともに、保護者等とも共通理解を図る必要があることから、児童生徒や保護

者等を対象とした情報モラルに関する指導資料の作成、周知や、国のｅ－ネットキャラバンの活

用を促進するなどして、情報モラル教育の充実を図ってまいります。

○黒田栄継委員 先ほどの答弁にもありました個別 適な学びと協働的な学び、一見すると相反

するような内容をしっかりと結びつけながら、子どもたちの生きる力に結びついていく取組にな

っていくことを強く望みたいというふうに思います。

教員の指導能力についても、ＩＣＴに関しては課題も非常に多いのかなというふうに思いま

す。

情報活用能力を育成するためには、指導に当たる教員のＩＣＴ活用指導力の一層の向上が欠か

せませんが、地域や学校によって、また、学校の内部によっても差があるというような指摘もあ

ります。

教員のＩＣＴ活用指導力の向上については素案の中でも位置づけられておりますが、今後、道

教委ではどのような目標を設定し、その達成に向けてどのような取組を行っていくのか、伺いま

す。

○相川ＩＣＴ教育推進局長 教員のＩＣＴ活用指導力の向上についてでありますが、学習指導要

領が求める主体的、対話的で深い学びの実現に向け、教科等の指導において効果的にＩＣＴを活

用することができるよう、教員のＩＣＴ活用指導力の一層の向上が求められております。

本道におけるＩＣＴを活用して指導することができる教員の割合は、令和３年度時点で、全国

上位10県の平均を100％とした場合、91.1％であるため、令和９年度までに100％とすることを目

標値として設定したところです。

道教委としては、目標の達成に向け、各種研究会や学校訪問等における指導助言の充実や教員

のニーズに応じたＩＣＴ活用研修の実施、校内研修等で活用できる動画資料の提供などの取組を
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推進し、教員のＩＣＴ活用指導力の向上を図ってまいります。

○黒田栄継委員 現場の教員の皆さんも非常に大変な思いをされているということもあるのかな

というふうに思います。しっかりと現場の声も聞きながら、そういった取組を進めていただきた

いという中で、教員がＩＣＴ活用指導力を向上させ、児童生徒の学びの質を高める授業を進める

上で、ＩＣＴ活用や管理に関する日常的なサポートや児童生徒への技術的なアドバイスを行う外

部人材であるＩＣＴ支援員を効果的に配置し、教員の負担軽減を図る必要があるというふうに考

えます。

先月の文教委員会では、我が会派の同僚議員の質問に対して、道立学校のＩＣＴ支援員は配置

できていない状況であり、支援の在り方を検討するとの答弁がありましたが、積極的に検討を進

め、速やかに改善すべきだというふうに考えます。

ＩＣＴ支援員配置に向け、道教委はどのように対応していくのか、お伺いいたします。

○山本学校教育監 ＩＣＴ支援員についてでございますが、各学校においてＩＣＴを活用しなが

ら児童生徒の学びの質を高める授業を行うためには、ＩＣＴ活用や管理などの日常的なサポート

を担うＩＣＴ支援員の効果的な活用を通じ、教員の負担軽減を図る必要がございます。

一方で、道立学校においては、本道の広域性を踏まえ、ヘルプデスクを設置して支援を行うと

ともに、道教委職員が直接学校に出向いて問題解決を図っているところでございます。

各学校からは、ＩＣＴ活用に関する専門的スキルを有する人材の配置について要望があります

ことから、道教委では、今後も、国に対し、ＩＣＴ支援員の配置に関する財政措置のさらなる充

実について、全国都道府県教育委員会連合会とも連携して強く要望いたしますとともに、学校訪

問等を通じて、ＩＣＴ活用の現状や課題等を確認した上で、ＩＣＴの技能や知見を有する外部人

材による道立学校への支援について検討してまいります。

○黒田栄継委員 続いて、生成ＡＩについての質問をさせていただきます。

７月４日付で、文科省から各都道府県等に対して、学校における生成ＡＩの活用に関するガイ

ドラインが通知されたと聞いております。

その主な内容はどのようになっているのか、お伺いいたします。

○佐藤禎洋委員長 義務教育課長兼幼児教育推進センター長遠藤直俊君。

○遠藤義務教育課長兼幼児教育推進センター長 生成ＡＩの活用に関するガイドラインについて

でありますが、文部科学省では、先般、対話型の文章生成ＡＩについて、学校関係者が現時点で

の活用の適否を判断する際の参考資料として、「初等中等教育段階における生成ＡＩの利用に関

する暫定的なガイドライン」を公表しました。

ガイドラインの内容は、生成ＡＩの教育利用の方向性として、生成ＡＩの活用の適否に関する

暫定的な考え方や情報活用能力の育成強化など、その他の重要な留意点として、個人情報、プラ

イバシーに関する情報の保護や著作権保護など、さらに、各学校で生成ＡＩを利用する際のチェ

ックリストなどで構成されております。

また、ガイドラインの位置づけとして、学校における生成ＡＩの活用について、一律に禁止や
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義務づけを行う性質のものではないとも示されております。

○黒田栄継委員 さきの代表質問において、生成ＡＩの利活用について、それぞれの教員が生成

ＡＩの特性について理解を深め、適切に教育活動に生かすことができるよう指導助言してまいる

との答弁をいただきましたが、国からのガイドラインが示されたことを踏まえ、教員の理解の促

進に向け、道教委ではどのような取組を行うのか、お伺いいたします。

○佐藤禎洋委員長 学校教育局長川端香代子君。

○川端学校教育局長 今後の対応についてでありますが、ガイドラインにおいては、生成ＡＩの

教育利用に当たっては、学校が子どもの発達の段階や実態を踏まえ、教育活動の目的を達成する

観点で効果的か否かを判断すべきであり、こうした判断を適切に行うためには、生成ＡＩの性質

や、メリット、デメリットを含め、教員の側にも一定のＡＩリテラシーが必要とされておりま

す。

このため、道教委では、長期休業中の課題等に係る考え方も示されたガイドラインを各学校に

周知したほか、今般公表されたガイドラインの作成に関わった有識者を講師に招き、道教委や市

町村の指導主事を対象とした研修会を開催し、生成ＡＩを含めたＩＣＴの学校での利活用に関す

る助言を得ることとしておりまして、それを踏まえて、学校訪問や研修等で情報提供や助言を行

うとともに、今後、国が事例を提供するとしておりますことから、そうした情報を含めて、教員

が生成ＡＩの特性等について理解を深め、適切に教育活動に生かすことができるよう指導助言し

てまいります。

○黒田栄継委員 しっかりとこの点について各教員が共有できるように取り組んでいただきたい

というふうに思います。

北海道学校教育情報化推進計画についてお伺いしてまいりました。本道の子どもたちが未来に

おいて様々な困難を乗り越え、豊かな人生を切り開いていくため、この計画に掲げる政策を積極

的に推進し、本道の子どもたちの資質、能力の育成を一層進めることが求められます。

今後、本道の学校教育の情報化の推進に向け、道教委としてどのように取り組んでいくのか、

お伺いいたします。

○倉本教育長 学校教育の情報化の推進に関しまして、今後の取組についてでありますが、人口

減少社会やＳｏｃｉｅｔｙ5.0の到来など、社会が大きく変化をする中、子どもたちが様々な困

難を乗り越え、多様な人々と協働しながら持続可能な社会の創り手として成長していくことがで

きるよう、教育環境の充実に努めることが重要でございます。

そのため、道教委では、小学校から高等学校までの12年間を見通した児童生徒の学習の基盤と

なる情報活用能力の育成を図るとともに、広域分散型の本道の特徴を踏まえまして、これからの

学校教育を支える基盤的ツールであるＩＣＴをより一層活用し、どの地域に住んでいても質の高

い教育を受けることができるよう、学校や保護者の皆様、地域、企業等との連携の下、学校教育

情報化推進計画に掲げる施策を積極的に進めることにより、教員のＩＣＴ活用指導力の向上とＩ

ＣＴを活用するための環境整備を進め、子どもたちの多様な学びを支える教育環境の充実に努め
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てまいります。

○黒田栄継委員 子どもたちの多様な学びを支える教育環境の充実の実現にも非常に有効な取組

になるというふうに私自身も思っておりますので、この部分について、計画を含めてしっかりと

取り組んでいただきたいということを御指摘させていただきまして、次の質問に移ります。

教員の確保の問題についてであります。

昨今、教師不足が全国的に課題となっています。本道でも、多くの学校で欠員が生じていると

聞いております。道教委では、これまで様々な取組を行ってきていると承知しておりますが、欠

員の現状や教員確保に向けた取組について、数点お伺いいたします。

昨年度及び本年度当初の道内の公立学校における教員の欠員状況はどのようになっているの

か、直近の状況と併せてお伺いいたします。

○佐藤禎洋委員長 教職員課長立花博史君。

○立花教職員課長 欠員の状況についてでございますが、道内の札幌市を除く公立学校における

教員の欠員数は、昨年４月当初は、小学校31人、中学校16人、高等学校６人、特別支援学校７人

で、合計60人となっております。

また、本年４月当初は、小学校46人、中学校23人、高等学校17人、特別支援学校９人で、合計

95人でありまして、６月時点では、小学校36人、中学校21人、高等学校16人、特別支援学校７人

で、合計80人となっております。

○黒田栄継委員 かなりの数の欠員があるということです。少し改善はしてきていますが、やは

り、まだまだ多いという中で、５月には、町村教育委員会連合会から教育長に対して、教員確保

に向けた緊急要望が行われたと聞いております。

こうした欠員が生じている原因についてはどのように考えているのか、また、現時点でも相当

数の欠員が生じているこの状況をどのように認識しているのか、お伺いいたします。

年度当初の大切な時期に欠員が生じていることによって、教育活動への影響が懸念されます。

各学校ではどのように対応しているのか、今後の解消に向けた取組と併せてお伺いいたします。

○佐藤禎洋委員長 教職員局長谷垣朗君。

○谷垣教職員局長 欠員の原因などについてでございますが、近年、教員志願者の減少が続いて

おりまして、休職や産休、育休などに伴う代替教員の配置など、教員の補充が必要であるにもか

かわらず、その確保ができないことで欠員が生じております。

欠員は、他の教員の業務負担の増につながるものであり、また、子どもと向き合う時間が減少

するなど、教育活動への影響も及ぼしかねない、早急に改善すべき課題であると認識しておりま

す。

欠員が生じている学校におきましては、教育活動に支障が生じないよう、他の教職員が分担し

ながら、授業や校務分掌などの業務を補完しているところでございますが、道教委といたしまし

ては、これまで、ホームページのほか、就職情報誌や求人情報サイトへの掲載などによる教員募

集の周知のほか、市町村や大学等の協力も得ながら、潜在的な人材発掘の取組を進めてきており
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まして、引き続き、様々な媒体の活用や関係機関などとの連携を図りながら、欠員の解消に努め

てまいります。

○黒田栄継委員 しっかりとその辺りのことは取り組んでいらっしゃるという中で、今後、まだ

まだその取組を充実させていただきたいというふうに思います。

欠員を生じさせないためには、教員採用選考検査で必要な登録者を確保していくということが

大切だと思いますが、教員採用選考検査の受検者数、登録者数、さらに登録辞退者について、過

去３年間の推移を伺います。

○立花教職員課長 教員採用選考検査の実施状況についてでございますが、直近３年間におきま

しては、各学校種を合わせまして、令和２年度は、受検者3226名に対し、登録者は1099名、辞退

者は257名、３年度は、受検者2926名に対し、登録者は1092名、辞退者は238名、４年度は、受検

者2708名に対し、登録者は1300名、辞退者は339名となっております。

○黒田栄継委員 登録を辞退される方が相当数に上っているというような答弁がありました。そ

の主な理由と道教委の対応についてお伺いいたします。

○立花教職員課長 採用辞退者についてでございますが、道教委が採用登録となった者に対して

行っている採用に向けての意向調査によりますと、他都府県の教員となることや道内の自治体職

員となることなどを理由に、本道の教員となることを辞退する者が多くなっております。

道教委では、できる限り辞退者が生じないよう、これまで、登録者の業務に対する不安や懸念

を払拭するため、教員の仕事の流れや採用前までに準備しておくべきことなどを伝えるオンデマ

ンド形式の採用前ガイダンスを実施しております。

また、登録者から採用前に寄せられた質問などをＱ＆Ａとしてまとめまして、ホームページに

掲載しているほか、全ての登録者に対し、教育長からのメッセージを伝えるなど、本道の教員と

なる意欲を高めるための取組を進めてきております。

○黒田栄継委員 辞退者の減少に向けての取組ということも理解いたしました。

受検者自体が減少してきている中で、道教委は、これまで受検者増や登録者の確保に向け、ど

のような取組をしてきたのか、お伺いいたします。

○立花教職員課長 教員の人材確保に向けた取組についてでございますが、教員採用選考検査の

受検者が減少している中、優秀な教員を安定的に確保していくためにも、受検者の確保は喫緊の

課題でありますことから、道教委では、早い段階から、本道の教職の魅力を伝え、教員志願者の

裾野を広げるため、道教育大や市町村などと連携し、高校生を対象とした教員養成セミナーや小

中学校におけるインターンシップ、大学生を対象とした道内の僻地小規模校における草の根教育

実習などを行ってきているところでございます。

また、道外も含めた検査会場の増設や第１次検査が免除となる特別選考の対象者の拡大、さら

には、登録者の発表日を早める取組など、教員志願者にとってより受検しやすいものとなるよ

う、教員採用選考検査について見直しを重ね、受検者確保に向けた様々な取組を進めてきており

ます。



【第２分科会 ７月11日 第４号】

○黒田栄継委員 様々な取組をされているということを理解いたしました。

道教委では、教員を目指す高校生を対象に、教員の仕事への理解や意欲を高める取組として、

教育大学と連携した「みらいの教員育成プログラム」の導入を始めているということです。

昨年度の実績と今年度の取組についてお伺いいたします。

○佐藤禎洋委員長 高校教育課長相馬利幸君。

○相馬高校教育課長 教員育成のプログラムについてでありますが、道教委では、北海道教育大

学と連携し、将来、教員になることを希望する生徒が、高校生段階から教員の仕事を理解し、教

員になるための素養や意欲を高めることを目的として、昨年度から「みらいの教員育成プログラ

ム」を開始いたしました。

昨年度は、このプログラムで道央圏の拠点校と位置づけた札幌北陵高校の２年生を対象に、学

校設定教科「教員基礎」を設置し、小学校での実習や大学教員による講義などを実施したところ

であり、参加した生徒31名へのアンケートでは、教員が考えたり行動したりしていることを深く

知ることができた、自分の理想の教員像を考えることができた、教職をより身近に感じることが

でき、教員になりたいと思ったなどの意見が寄せられ、教職への意識づけに効果があったものと

受け止めております。

本年度は、プログラムの実施校を道央圏で１校から６校に拡大するとともに、道北圏では旭川

北高校を、道東圏では釧路江南高校を拠点校として位置づけ、事業規模を拡充して実施すること

としております。

○黒田栄継委員 本年度は実施を拡大していくということです。

各産業においても本当に人材不足という中で、こういった取組が非常に充実し、教員の確保に

向けた取組が積極的に進んでいくということは非常によいことだと思いますので、こういったも

のに今後もぜひ積極的に取り組んでいただきたいと思います。

さきに、文部科学省は、教員の確保に向けた採用選考試験の在り方について、教育関係者によ

る協議会の議論を踏まえ、早期化、複数回実施などについて方向性の提示を出しています。

この中では、令和６年度の採用選考に向けて、実施時期の前倒しや複数回実施の検討を求めて

いますが、道教委としてはどのように対応するお考えなのか、お伺いいたします。

○谷垣教職員局長 選考検査の前倒しなどについてでございますが、全国的に教員採用選考検査

の受検者が減少する中、文部科学省の主催により、各都道府県、指定都市教育委員会や教員養成

大学などの関係者による会議が設置され、教員志願者の増に向けた教員採用選考の改善について

議論が行われてきたところでございまして、このたび、文部科学省からは、来年度の第１次選考

の実施日について、６月16日を目安として、できるだけ前倒しを検討することや、複数回実施に

ついても取組を進めるべきといった方向性が提示されました。

道教委といたしましては、今回の提示内容も踏まえまして、選考検査を共通で実施しておりま

す札幌市教育委員会とも協議いたしますとともに、教員養成大学との意見交換などを通じて、教

員志願者のニーズや実情を把握しながら、教員採用選考検査のさらなる改善を検討するなど、受
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検者の一層の確保に努めてまいります。

○黒田栄継委員 今お話しいただいたことは、教員確保に向けて非常に有効に働く可能性もある

部分ですので、しっかりとした検討を続けていただきたいというふうに思います。

教員志望者の減少の背景には、教員の長時間にわたる時間外勤務など、勤務環境などが大きな

要因になっているというふうに言われており、先ほどの文部科学省の方向性の提示の中でも触れ

られています。こうした状況を改善していくためにも、学校における働き方改革の促進がますま

す重要と考えております。

我が会派の代表質問では、教育長から、働き方改革などを通じ、子どもと向き合う時間、校務

の時間の確保などの環境整備を進めるとの答弁がありましたが、道内の公立学校における働き方

改革の進捗状況はどのようになっているのか、お伺いいたします。

○佐藤禎洋委員長 働き方改革担当課長中嶋英樹君。

○中嶋働き方改革担当課長 学校における働き方改革についてでありますが、道教委では、働き

方改革「北海道アクション・プラン」に沿って具体的な取組を進めてきており、今年度までを取

り組み期間とする第２期アクション・プランでは、在校等時間の客観的な計測記録と公表やＩＣ

Ｔを積極的に活用した業務等の推進、部活動休養日等の設定などを重点的な取組に位置づけ、各

学校での実施を促してきました。

昨年度までに、在校等時間の計測記録や部活動休養日等の設定は全ての学校で実施されるな

ど、各種の取組が着実に定着してきている一方で、昨年度、道立高校では、勤務時間を超えて教

育活動に関する業務を行った時間、いわゆる時間外在校等時間が、目標とする月45時間を超える

教員の割合が５割近くに達する月もあるなど、依然として長時間勤務の教員も多く、さらに取組

を推進していく必要があると考えています。

○黒田栄継委員 今年度は、これまでの取組の成果と課題を踏まえ、どのような考え方で重点的

に取組を進めていくお考えなのか、お伺いいたします。

○佐藤禎洋委員長 教育部長北村英則君。

○北村教育部長 働き方改革に関する今後の取組についてでありますが、これまで、学校現場か

らは、行事の見直しなど様々な取組が業務の負担軽減につながったなどの報告がある一方で、教

頭や各校務分掌の主任など、一部の職員に業務が偏っているといった声も聞かれるほか、学校に

よって長時間勤務となっている職員の割合に大きな差も見られるところであります。

近年、教員の確保が課題となる中、長時間勤務の状況を改善し、その意欲と能力を 大限に発

揮できる職場環境を整備していくことは、将来にわたって安心して教員を確保していくためにも

ますます重要でありまして、道教委といたしましては、今後、働き方改革の推進指定校などにお

ける実践的、効果的な取組を各学校に広く普及させるとともに、教員の勤務の実態を改めて把握

した上で、これまでの取組の効果や課題について分析し、業務のさらなる精選など、より実効の

ある取組を進め、学校における働き方改革を推進してまいります。

○黒田栄継委員 教員の確保に向けた様々な取組の成果を検証し、さらに改善、充実していくこ
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とが必要であります。

質の高い教員を確保し、欠員を生じさせることのないよう、道教委としては今後どのように取

り組んでいくのか、改めてお伺いいたします。

○倉本教育長 教員の確保に向けた今後の取組についてでありますが、子どもたちの豊かな学び

を保障していく上で、その直接の担い手となる優秀な教員を確保することは何よりも重要であり

ます。

道教委では、これまで、市町村や大学などの協力も得ながら、欠員の解消と教員志願者の確保

に向け、様々な手だてを講じてまいりました。

これまでの取組により、教員採用選考検査においては、道外からの受検者に増加傾向が見られ

る一方で、本道の教員になることを辞退する方が増加するなど、新たな課題も生じてきておりま

す。

道教委といたしましては、こうしたこれまでの取組の効果や課題などを検証しながら、新たな

対策の検討など、実効性ある取組の推進に努めるとともに、教員を志す者にとって、学校がより

魅力のある職場となるよう、働き方改革の取組をさらに加速するなど、教員の確保に全力で取り

組んでまいります。

○黒田栄継委員 学校の教員というのは、非常に魅力的な仕事だというふうに思っています。

私も、実は、教員に憧れて教育学部を出ています。自分のたくさんの仲間も教員を続けて充実

した毎日を送っています。

多くの課題があるというのが現実ではあると思うのですが、現場の魅力というものもしっかり

と伝えながら、多くの人が教員を改めて目指せるような環境、現場でしっかりと教員が確保され

ている環境、これが子どもたちの教育の充実につながっていくのだろうなというふうに思ってお

りますので、改めて、教員の確保というところに、今、非常に危機的な状況の中で御苦労されて

いることは承知の上ではありますが、この部分については、今後、重点課題としてしっかりと取

り組んでいただきますよう御指摘申し上げたいと思います。

それでは、 後に、空調などの学校施設について伺います。

これまでの検討についてお伺いいたします。

近年、気温が非常に高くなっております。温暖化の影響なのか、北海道でも30度、35度を超え

るというような状況も続いています。道立学校施設でも、空調設備の整備が必要なのではないか

という声も出ております。

こういった声も非常に大きくなってきている中、昨年の第３回定例会予算特別委員会でも同僚

議員から質問があり、道教委から、手稲養護学校の普通教室全室に空調設備を整備するというこ

ととし、それをその一つのモデルとして検証する旨の答弁がございました。

その後の検討状況をお伺いいたします。

○佐藤禎洋委員長 施設課長金田敦史君。

○金田施設課長 空調設備の整備の検討状況についてでありますが、昨年度、特別支援学校に在
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籍する児童生徒の対応として、病院併設型の手稲養護学校の普通教室全室に空調設備を整備して

おり、今後、夏季を含めた電力使用量、稼働日数及び室温状況など、各種データの検証をする予

定でございます。

○黒田栄継委員 理解いたしました。

しっかりとした検証をして、次の取組につながるようにしていただきたいというふうに思いま

す。

道教委といたしましては、今後、道立学校施設の空調設備の整備について、先ほど申しました

ように、今、温暖化が進む中、非常に暑い中で授業を受ける、そんな状況が続いていますけれど

も、どのような取組を行っていくのか、お伺いいたします。

○佐藤禎洋委員長 総務政策局長伊賀治康君。

○伊賀総務政策局長 今後の対応についてでございますが、学校は、児童生徒が一日の大半を過

ごす学習の場であることから、熱中症の防止はもとより、安全、安心で快適な教育環境の整備は

重要であると考えております。

空調設備の整備につきましては、建設費の高騰や人手不足、学校運営に支障のない工事期間の

十分な確保などの課題もございますが、今後も、各学校の状況を十分把握しながら、児童生徒の

健康や安全、安心が確保されるよう、国の支援策を活用しながら可能な限り設置できるよう検討

を進めるとともに、空調設備設置の財政支援の拡充につきまして、北海道公立学校文教施設整備

期成会とも連携して、引き続き、国に対し強く要望してまいります。

○黒田栄継委員 今、今後も国に対しての要望も含めてしっかりと取り組んでいくという旨の答

弁がありました。

快適に勉強できれば、それにこうしたことはないのですが、そこまでいかなくても、本当に今

の状況というのは命に関わるぐらい暑かったり、熱中症によっての搬送というものも多々報道さ

れている中であります。 低限の環境をしっかりと構築していくということは重要なことなのか

なというふうに思いますし、こういった内容の要望というのはこれまでも多々あったかなという

ふうに思います。

今後も、子どもたちの学習環境をしっかりと整えて、学力の向上、体力の向上、様々な課題が

ありますが、しっかりと道として一丸となって取り組んでいけるように改めて御要望、御指摘申

し上げまして、私の質問を終わります。

○佐藤禎洋委員長 黒田委員の質疑並びに質問は終了いたしました。

議事進行の都合により、このまま暫時休憩いたします。

午前11時14分休憩

午前11時15分開議

○佐藤禎洋委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。

教育委員会所管に関わる質疑並びに質問の続行であります。
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鈴木一磨君。

○鈴木一磨委員 それでは、通告に従い、順次質問してまいります。

まず、部活動の地域移行についてです。

部活動の地域移行に関し、部活動指導員等の外部指導者の不足に悩む地域での制度設計や実効

性が不明瞭です。

外部指導者がおらず、民間市場化も図られない僻地地域はどうすべきか、都市部へのタクシー

送迎による部活動一元化も試行されておりますが、そうした各地のアイデアや試行、地方独自の

方策などについてどのように認識し、財政的な支援などをどのように考えているのか、所見を伺

います。

また、総合型地域スポーツクラブは目指す姿なのか、どの程度推奨し、どう位置づけるのか、

併せてお伺いします。

○佐藤禎洋委員長 部活動改革推進課長田口範人君。

○田口部活動改革推進課長 部活動の地域移行についてでありますが、国のガイドラインでは、

部活動の地域移行に当たっては、当該地域の実情等に照らし、各地域における関係者間で丁寧に

調整をした上で方針を決定することと示されております。

道内の市町村においては、拠点校方式による合同部活動を導入し、段階的に体制を整備するな

ど、各地域で検討が進められており、道教委では、各地域での取組が円滑に進むよう、先進地域

の事例提供や財源確保の助言などを行うほか、指導者の配置や生徒が活動場所に移動する手段に

係る財政措置について、全国都道府県教育委員会連合会と連携して国に要望してきました。

また、部活動を地域移行する際の運営団体については、国のガイドラインにおいて、総合型地

域スポーツクラブやスポーツ少年団などが示されておりますが、その整備に当たっては、地域の

実情に合わせて当該地域に適したものを選択したり、複数の手法を組み合わせるなどしながら検

討を進める必要があると考えております。

○鈴木一磨委員 僻地地域等においては、子どもたちが自分たちで交通費等の費用負担をしなが

ら対応している自治体もありますので、ぜひ、そういった財政的な支援も含めて考えていただき

たいと思います。

次に、平日の指導を教職員が担い、土日、祝祭日の大会や練習などを外部指導者に負託する例

があります。しかし、現実的に、大会や練習の様子確認など、活動場所に顔を出さないわけにも

いかず、教職員の方が平日以外にも一切関知しないということにはならない実態があります。

そうした教職員の負担軽減のための地域移行であるはずなのですが、教職員や関係者の方々か

ら意見集約や課題把握をどのように行い、その解決や現場フォローをどのように行っているの

か、状況をお伺いします。

○田口部活動改革推進課長 課題の把握等についてでありますが、道教委では、これまで、中学

校長会や中学校体育連盟、市町村教育委員会などの代表者で構成する部活動関係者会議の開催を

通じて、部活動の地域移行に向けた意見や課題を把握し、本年３月に策定した「北海道部活動の
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地域移行に関する推進計画」に反映いたしました。

また、課題に対しては、各教育局にサポートチームを設置し、地域の状況などをきめ細かく把

握し、必要な情報を市町村に提供するほか、地域スポーツの実践研究者や大学教授を希望する市

町村に派遣する、部活動の在り方検討支援アドバイザー派遣事業の実施等を通じて、地域の実情

に応じた提案や助言を行うなど、各市町村や学校の取組を支援しております。

○鈴木一磨委員 一方で、実は熱意を持って部活動指導に当たりたい教職員の方々もいます。そ

うした教職員の方は、勤務時間外でも手弁当で部活動指導に当たり、交通費や必要な備品などを

自費対応していると聞きます。

教職員が地域クラブ活動に従事する場合、兼業の許可を受けることやその場合に報酬を受ける

ことが可能か、改めてお伺いします。

○佐藤禎洋委員長 働き方改革担当課長中嶋英樹君。

○中嶋働き方改革担当課長 教員の兼業等についてでありますが、教員が地域クラブ活動の指導

者となることを希望する場合は、地方公務員法や教育公務員特例法の規定に基づき、服務を監督

する教育委員会の許可を得た上で、報酬を受け、兼職兼業することが可能となっています。

こうした取扱いについて、道教委では、本年２月に文部科学省などが作成した「地域クラブ活

動に従事する場合の兼職兼業に関する手引き」により、市町村教育委員会や学校に周知していま

す。

○鈴木一磨委員 でも、実態が伴っていない場合があります。部活動の地域移行後も子どもたち

の部活動に関わる教職員の方は多くて、完全に部活動から手が離れることもなく、現場対応して

いる実態があります。課題の収集や制度の周知など、フォローアップをしっかりと行うよう指摘

いたします。

次に、教育費の無償化等についてお伺いします。

まず、給食費の無償化についてです。

近年、子どもの貧困対策が社会的な問題となっています。孤独にさせることなく、発育期や成

長期の健康維持のためにも栄養価のある食事を取ることが重要であり、地域住民や自治体が主体

となって無料または低価格帯で子どもたちに食事を提供する、いわゆる子ども食堂の開設も増え

ています。

一方、政府が公表した、こども未来戦略方針の素案によりますと、小中学校での給食の実施状

況や地方自治体による無償化の状況について全国規模の実態調査を速やかに行い、１年以内にそ

の結果を公表することとしていますが、年間約5000億円の公費負担と併せて、給食未提供の自治

体との不公平感などの課題もあり、いまだ先行きが不透明です。

子どもたちの成長を見守り、誰もが気兼ねなく安心、安全な給食をいただく環境とするために

も、給食費無償化は重要政策の一つと考えますが、道教委の見解を伺います。

○佐藤禎洋委員長 健康・体育課長今村隆之君。

○今村健康・体育課長 学校給食についてでありますが、現行の学校給食法では、給食費は保護
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者が負担するものと規定されておりますが、先般、国が策定した、こども未来戦略方針におきま

して、学校給食費の無償化の実現に向け、自治体における給食実施状況や法制面も含めた課題の

整理や検討を行うことが示されたと承知してございます。

道教委といたしましては、保護者負担の軽減を図るためにも、過日、学校給食費無償化の具体

化に向けた検討を早急に進めるよう国に要望したところでございまして、今後も、国の検討状況

や他都府県の動向を注視しつつ、様々な情報を各市町村教育委員会と共有するとともに、知事部

局とも連携し、学校給食に係る補助制度の充実について、引き続き、国に強く要望するなど、保

護者負担の軽減に向け、取り組んでまいります。

○鈴木一磨委員 続いて、関連して、学校給食の地産地消についてもお伺いします。

子どもたちの健康を守るとともに、食の教育の観点で、安心、安全な学校給食の提供を考えた

際に、地産地消を推進すべきと考えます。しかし、道内各地では、財政難により、自校方式から

センター方式へ、直営方式から委託化へと切替えが進む中、一定の給食費収入の中で材料費の高

騰などに対応しなければならず、採算性重視に伴い、トレーサビリティーが軽視される懸念が生

じています。

子どもたちにとって食の安全や地域農業との関わりなども重要な教育テーマと考えますが、輸

送負荷軽減など、ゼロカーボンにもつながる地産地消を推進するに当たり、どのようにチェック

し、指導しているのか、お伺いします。

○今村健康・体育課長 学校給食における地産地消についてでありますが、学校給食に地場産物

を取り入れ、食に関する指導の生きた教材として活用することは、子どもたちに地域の自然や文

化、産業等に関する理解を深め、郷土を愛する心や食への感謝の念を育むとともに、新鮮で安全

な食材を確保できるなど、食育の推進や安全、安心な学校給食を提供する上で意義あるものと考

えてございます。

道教委が隔年で実施をしている、学校給食における地場産物の使用状況に関する調査では、献

立に使用した食品数に占める地場産物の割合は、平成29年度は45.1％、令和元年度は48.7％、令

和３年度は48.2％となっており、さらなる活用の促進が必要と考えております。

このため、道教委では、引き続き、各市町村教育委員会や学校に対し、地場産物の積極的な活

用を働きかけますとともに、地域の食材を活用した特色ある献立や調理の事例をはじめ、生産者

等と連携協力しながら活用促進に取り組む実践事例等を広く周知するなどして、学校給食におけ

る地場産物の活用や地産地消の推進に努めてまいります。

○鈴木一磨委員 給食予算が限られている中、食材や食料品の価格高騰が続くと、今後、安価な

食材を選択せざるを得ない状況となる懸念が拭えません。ただ、給食は、学校給食法に基づく食

育を支える大切な時間であり、栄養価だけでなく、地産地消を守る視点からも今後もしっかりと

取り組んでいただきたいことを指摘いたします。

次に、卒業アルバム代の援助について伺います。

学校給食同様、卒業アルバムなど子どもたちの記録も大切な成長の糧です。卒業アルバムも保
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護者負担による希望者への有償配付の学校が多いと思われますが、家庭の経済状況に左右される

ことなく、子どもたちにアルバムが提供される必要があると考えます。

就学援助制度において、卒業アルバム代等が対象費目となっておりますが、地域によっては、

要保護児童生徒だけに援助が行われ、市町村が認定を行う準要保護児童生徒には、対象費目とな

っておらず、援助が行われていないという対応の差が生じている状況が見られます。

道内において、就学援助で卒業アルバム代を費目に設定している市町村は何か所あるのか、ま

た、援助の対象となる児童生徒全員が制度を受けられるよう、道教委ではどのような対応をして

いるのか、お伺いします。

○佐藤禎洋委員長 義務教育課長兼幼児教育推進センター長遠藤直俊君。

○遠藤義務教育課長兼幼児教育推進センター長 卒業アルバム代の援助の状況等についてであり

ますが、道内において、準要保護児童生徒への就学援助対象費目に卒業アルバム代等を設定して

いる市町村は、令和４年度の時点で129市町村でございます。

道教委では、毎年２回、市町村教育委員会に対して通知を発出し、就学援助制度の趣旨を踏ま

え、対象費目の拡大や必要な予算の確保などに努めるよう継続的に働きかけているほか、市町村

が十分な就学援助を行えるよう、財源措置の拡充に加え、各市町村における支援内容等が統一さ

れるようなガイドラインを設定するよう国に要望しております。

○鈴木一磨委員 通学する市町村によって就学援助の内容や対象が異なるのはどうかと思いま

す。やはり、援助すべき児童生徒全員に十分な就学援助が及ぶように、道教委としてもしっかり

と引き続き取り組むように指摘をいたします。

次に、高校配置計画等についてお伺いします。

私の出身の北見市には、地域や学校の努力により入学希望者が増えてきた留辺蘂高校の存続問

題がのしかかっており、一方で、地域校でもある常呂高校も生徒数が減少している実態にありま

す。

学校や病院は地域存続の要であり、子どもの数の減少と募集停止、廃校を直接的に結びつける

判断基準は、地域まちづくりの未来を閉ざすことにつながります。

定住自立圏構想などと連動した高校配置計画であるべきと考えますが、所見をお伺いします。

○佐藤禎洋委員長 道立学校配置・制度担当課長手塚和貴君。

○手塚道立学校配置・制度担当課長 高校配置計画についてでありますが、道教委では、高校の

再編整備等につきまして、これまで、主に同一市町村内に所在する高校の規模や学科などを勘案

し、地域の御理解をいただくよう努めながら実施してきましたが、中学校卒業者数の減少により

高校の小規模化が進み、高校が１校しかない市町村が増加する中、市町村の枠を超えた一定の圏

域という視点で高校配置を検討することが必要と考えております。

このため、このたび改定した「これからの高校づくりに関する指針」におきまして、関係市町

村の参画を得ながら、圏域内の高校が担うべき役割や高校の魅力化、高校配置の在り方などにつ

きまして協議を行い、その結果を配置計画に生かすこととしたところでありまして、具体的な圏
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域につきましては、圏域全体として必要な生活機能等を確保するといった定住自立圏の枠組みを

はじめ、学区内の市町村と御相談しながら設定してまいります。

○鈴木一磨委員 やはり、まちの将来と連動して、しっかりと地域の思いにも寄り添った、生活

の実態に寄り添った丁寧な対応、高校配置の考え方をこれからも進めていただきたいと強く指摘

いたします。

続いて、特別支援学校の校舎整備についてお伺いします。

障がいのある児童生徒の増加に伴い、近年、知的障がいの特別支援学校のニーズも増えていま

す。しかし、保護者や地域の方々からは、子どもたちが増えて校舎内の狭隘化が進んでいるの

に、教室の増改築などが認められないといった声も聞こえてきます。

特別支援学校における在籍者数が増えてきているにもかかわらず、校舎の整備が進んでいない

状況であり、障がいのある子どもたちへの心理的、身体的な負担を考えると、速やかに対策を講

じる必要があると考えますが、今後どのように特別支援学校の狭隘化対策を進めていくのか、お

伺いいたします。

○佐藤禎洋委員長 道立学校配置・制度担当局長齊藤順二君。

○齊藤道立学校配置・制度担当局長 特別支援学校の教室不足についてでございますが、道教委

では、これまで、教室不足への対応として、校舎の増築や既存施設を活用した学校の新設、通学

区域の見直しなどにより、必要となる普通教室は確保できておりますが、一部の学校において、

そうした対応を上回るペースで児童生徒数が増加し、依然として教室不足が続いている状況にあ

り、早急に対応しなければならない課題と考えております。

このため、道教委では、今後の児童生徒数の推移を見極めた上で、緊急度の高い学校を優先

し、整備を検討することとしており、子どもたちが安全、安心に学校生活を送り、必要な指導や

支援を受けることのできる適切な教育環境を確保できるよう、教室不足の解消に取り組んでまい

ります。

○鈴木一磨委員 ただいまの答弁の中で、依然として教室不足が続いている状況だという認識が

あるとのことでした。その間、子どもたちは心理的、身体的な負担を相当抱えている状況になっ

ています。やはり、整備の早期計画性と十分な予算の確保が重要だと私は思いますので、教育環

境のしっかりとした整備に向けて鋭意取り組んでいただくことを指摘いたします。

続いて、不登校児童生徒への対応についてお伺いします。

昨年の第２回定例会における私の一般質問でも、教育長から、道内の令和２年度不登校児童生

徒数は、小・中・高校を合わせて約9700人であり、いまだに増加傾向が見られるなど、憂慮すべ

き状況にあること、そして、不登校特例校に限らず、教育支援センター、フリースクール等の民

間団体など、多様な場における支援が必要との答弁がありました。

スクールカウンセラーの学校派遣やオンライン相談、教育支援センターのＩＣＴ活用の取組な

ど、対応策も述べられましたが、現実的に、例えば、社会性や協調性が育まれるのか、懸念もあ

ります。
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不登校特例校も、道内には札幌星槎もみじ中学校の１校があるのみであり、各児童相談所も地

域の学校も多忙を極める中、家庭事情も含めて、本当に不登校児童生徒一人一人にきめ細やかな

対応ができているのか、懸念も感じます。

現場任せにすることなく、実効性ある対処方策がないのか、不登校児童生徒支援連絡協議会の

取組実績などについて併せてお伺いいたします。

○佐藤禎洋委員長 生徒指導・学校安全課長大槻直広君。

○大槻生徒指導・学校安全課長 不登校児童生徒への対応についてでありますが、道教委といた

しましては、空き教室を活用した校内教育支援センターの開設や、１人１台端末を活用し、家庭

と学校等を結ぶオンライン学習の促進など、児童生徒個々のニーズに応じた対策の推進について

市町村教育委員会に継続して働きかけ、児童生徒が学びたいと思った際に、多様な学びにつなが

ることができるよう努めてまいります。

また、不登校児童生徒支援連絡協議会は、不登校児童生徒への効果的な支援等について理解を

深めることを目的に毎年度２回実施しており、令和４年度は、377校、106市町村、17のフリース

クール等の参加を得て、市町村の教育支援センター等の実践や全国の不登校特例校の教育課程等

に関する調査研究を基にした、自己肯定感の向上への効果的な実践について理解を深めるなど、

不登校児童生徒への支援の充実に向けた検討を行ってまいりました。

○鈴木一磨委員 手段としてはいろいろとありまして、通信やオンライン学習などの方法もある

と思うのですが、私は、やはり、社会性とか道徳性、協調性など、大人になって生きていく上で

必要な自律的思考やコミュニティー観念をいかに育んでいくかが重要だと思っています。孤立さ

せることなく、子どもたちの将来を後押しする温かい行政対応を進めるように指摘をいたしま

す。

次に、学校環境及び学習環境の整備についてお伺いいたします。

まず、洋式トイレの整備についてです。

道立学校の校舎に関し、洋式トイレの整備率について伺うとともに、今後の整備計画について

お伺いいたします。

○佐藤禎洋委員長 施設課長金田敦史君。

○金田施設課長 洋式トイレの整備についてでありますが、学校トイレの洋式化については、利

用しやすさから整備する必要があるとの意見がある一方で、人の座った便座の使用に抵抗を感じ

るとの声もあることから、学校の実情等に応じて整備を進めていくことが大切であると考えてお

ります。このため、令和３年度までに高等学校について80％以上となるよう整備を進めたところ

でございます。

道教委といたしましては、今後も、大規模改造工事などの際に、学校の実情等を考慮しながら

学校トイレの洋式化に取り組んでまいります。

○鈴木一磨委員 次に、校舎のバリアフリー化についてお伺いします。

道立学校の障がい者用トイレの導入状況について伺います。あわせて、道立学校において、例
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えば、スロープや点字ブロック、ユニバーサルデザインへの配慮など、障がいのある子どもたち

が快適に学校で生活できるよう、どのように取り組まれているのか、お伺いいたします。

○金田施設課長 道立学校のバリアフリー化についてでありますが、道教委では、国の学校施設

バリアフリー化推進指針や北海道福祉のまちづくり条例の趣旨を踏まえ、校舎のバリアフリー化

を進めております。

身障者用トイレについては、施設上の制約があり設置が困難な１校を除く255校に整備し、玄

関スロープ等による段差の解消は全ての学校で対応を完了しているほか、屋外点字ブロックにつ

いても約９割の学校に設置しております。

道教委といたしましては、今後においても、児童生徒の実情に応じて必要な改修を行うなど、

全ての方が安心して利用できる施設整備に努めてまいります。

○鈴木一磨委員 次に、空調設備等についてお伺いいたします。

近年は、地球温暖化の影響のせいか、全国にたがわず、北海道も夏は高温になる日が多く、熱

中症になる子どもたちも増えていると聞きます。子どもたちが屋外などで体調が悪くなって運ば

れたり休憩する保健室には、少なくともエアコンなどの空調設備があってもよいと考えます。

道立学校の保健室の空調設備の整備率は100％であるものの、小中学校の保健室の空調設備の

整備率は、自治体によって差があるものと聞いていますが、今後、道として市町村をどのように

支援していく考えなのか、お伺いいたします。

○佐藤禎洋委員長 総務政策局長伊賀治康君。

○伊賀総務政策局長 道としての市町村への支援についてでございますが、冷涼とされてきた道

内におきましても、近年、特に厳しい暑さが続く地域もあり、暑さ等により学校内で体調を崩さ

れた方への対応をする保健室の環境を向上させることが重要なことから、道教委では、令和２年

度に、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、全ての道立学校の保健室に換気機能つきの

空調設備を設置したところでございます。

安全、安心な教育環境を提供するためには、保健室などへの空調の設備について検討が必要と

考えておりまして、市町村も含めた学校における空調設備への財政支援につきまして、道内全て

の市町村で構成する北海道公立学校文教施設整備期成会とも連携をして、引き続き、国に対し強

く要望してまいります。

○鈴木一磨委員 関連して、保健室の衛生管理についてお伺いします。

保健室には横臥するベッドが置かれておりますけれども、学校によっては、布団やシーツのク

リーニングの予算が年１回分しかなく、職員が家に持ち帰って手洗いしている実態があると聞き

ます。

少なくとも、夏はシーツに汗が染み込み、ダニやカビの発生源にもなるため、十分な衛生予算

の確保なども含めて、どのような対策を講じるべきか、所見を伺います。

また、アレルギー体質の児童生徒も増えており、体の抵抗力などを考え合わせると、皮膚炎な

どの衛生医療問題につながる懸念も生じます。
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児童生徒の健康を保持、増進し、健康で快適な学習環境を維持するためにも、学校環境衛生の

管理がどうあるべきか、併せて所見を伺います。

○今村健康・体育課長 保健室の衛生管理についてでございますが、学校におきましては、学校

保健安全法及び同施行規則に基づき、児童生徒等の心身の健康の保持、増進を図るため、換気や

採光、照明、保温などについて、毎年度、定期に検査を行うほか、日常的な点検により、環境衛

生の維持改善を図る必要がございます。

また、保健室につきましては、学校環境衛生管理マニュアルにおきまして、寝具は定期的に乾

燥を行うことや、布団カバーやシーツをかけ、使用頻度等を考慮し、適切に交換することとされ

ております。

道教委といたしましては、引き続き、学校や市町村教育委員会に対し、会議や学校訪問等の機

会を通じて、保健室等における適切な環境衛生の維持改善を図るよう指導してまいります。

○鈴木一磨委員 実は、道立学校でも、保健室の布団については学期ごとに１回のクリーニング

の予算しかないのですよ。それで、シーツ類についても担当教諭が、適宜、洗濯機で洗っている

実態があるとのことです。当然、担当教諭が多忙な時期は、洗濯の頻度も下がってしまうので

す。

新型コロナ感染対策での校内消毒もそうですが、学校衛生の対策と予算をしっかりと確保し

て、快適な学習環境と安全性の維持向上に真摯に努めるよう指摘いたします。

次に、ゼロカーボン北海道の取組についてお伺いします。

道立学校施設の照明のＬＥＤ化が進んでいると聞きますが、ＬＥＤ照明への切替え進捗率につ

いてお伺いします。

また、例えば、暖房や空調設備更新時の省エネ機器導入や、ごみ排出量、水使用量の削減な

ど、ゼロカーボン北海道の実現に向けた施設管理をどのように行っているのか、お伺いします。

あわせて、ゼロカーボン北海道は、道民や事業者の意識啓発が重要ですが、学校生活や授業の

中でどのように取り入れて普及啓発に努めているのか、お伺いします。

○佐藤禎洋委員長 教育部長北村英則君。

○北村教育部長 ゼロカーボン実現に向けた取組についてでありますが、これまで、脱炭素社会

の実現に貢献する持続可能な教育環境等の実現に向けて、大規模改造、長寿命化改修等を通じ、

道立学校施設の照明ＬＥＤ化を進めており、令和４年６月時点で、道立学校の照明器具数に占め

るＬＥＤの割合は21.6％となっております。

また、道立学校では、空調設備の更新時に省エネ機器の導入について配慮しているほか、必要

な箇所のみの照明、両面コピーの徹底、資料の簡素化、共有化など、学校の実情に応じ、様々な

取組を実施しています。

道教委といたしましては、子どもたちが地球環境について理解を深め、環境を守るための行動

を取ることができるよう、よりよい環境づくりを目指す態度を育んでいくことが重要と考えてお

り、各学校に対し、関係機関と連携して、資源の有効利用や自然環境の保全、科学技術の利用の
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在り方などについて学ぶことができる学習プログラムを提供するとともに、ＳＤＧｓの17の目標

と関連づけて編成しました教育課程の成果普及の取組を進めるなど、ゼロカーボン北海道の実現

に貢献してまいります。

○鈴木一磨委員 次に、学習環境の整備についてお伺いします。

学習用タブレットについて、小中学校では児童生徒全てに無償貸与されておりますが、道内の

公立高校は、原則、自費購入です。高校入学時は、教科書や学用品、制服などの出費に重ねて、

タブレット端末やカバー、充電器などの指定周辺機器、そして、家庭内Ｗｉ－Ｆｉ環境など、相

当の負担額となります。

保護者負担を軽減するため、高校の学習用タブレットの無償貸与などをさらに検討すべきと考

えますが、所見をお伺いします。

○佐藤禎洋委員長 ＩＣＴ教育推進局長相川芳久君。

○相川ＩＣＴ教育推進局長 高校の学習用端末についてでありますが、道教委では、個人が所有

し使用する教科書や電子辞書等の教材に係る経費は、これまでも保護者の方々の御理解を得なが

ら私費負担としてきており、端末についてもこれらの教材と同様に私費負担を基本としておりま

すが、端末の購入に当たり、様々な事情により、その用意が困難な生徒に対し、本年度は、５月

１日現在で約2100台を貸与するなど、きめ細かな対応を行っています。

道教委としては、端末の準備に当たっては、引き続き、保護者の方々に対して丁寧に対応する

とともに、生徒が端末を活用した個別 適な学びや協働的な学びを継続することができるよう、

国に対し、端末整備を含めたＩＣＴ環境に必要な恒久的な財源措置を今後も強く求めてまいりま

す。

○鈴木一磨委員 あわせて、学習用タブレット搭載ソフトの更新についてもお伺いします。

自費購入したタブレットに搭載されているシステムソフトや教材ソフトも定期的に更新や入替

えが必要ですが、保護者や通学者に自己負担を多く生じさせないよう学校側でも支援すべきと考

えます。

ソフト更新に必要な財源確保などについて検討すべきと考えますが、所見をお伺いします。

○佐藤禎洋委員長 学力向上推進課長兼ＩＣＴ教育推進課長髙橋宏明君。

○髙橋学力向上推進課長兼ＩＣＴ教育推進課長 ソフトウエアの更新についてでありますが、学

校の教育活動において生徒が使用するアプリケーションソフトウエアを含めた教材等について

は、各学校において、保護者の負担を考慮した上で選定しており、自己負担を基本としておりま

す。

一方、道教委では、全ての学校で無償で活用できる情報セキュリティーが確保された教育用ソ

フトウエアのアカウントを全生徒に配付し、各学校に活用を促しているところであり、今後も、

国に対し、ソフトウエアの更新を含むＩＣＴ環境整備に必要な財源措置を講じるよう要望するほ

か、国の事業を活用し、費用負担の生じない汎用的なソフトウエアを用いた効果的な事例を普及

するなどして、引き続き、保護者の負担軽減に努めてまいります。
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○鈴木一磨委員 ソフトウエアに関しては、やはり、併せてセキュリティー管理もしっかりと行

う配慮をお願いいたしたいと思います。

続いて、予備時数のことについてお伺いします。

国は、標準授業時数を定め、それを下回らないよう指導しています。例えば、中学校では、週

29時間に35週を掛けた1015時間が標準時数ですが、各学校長が、市町村教育委員会の了承の下、

例えば、吹雪や疫病などでの臨時休校分をあらかじめ想定して、予備時数として授業時数を加え

ることができる仕組みになっています。

しかし、新型コロナが感染拡大した際に、感染蔓延による臨時休校時数分を学校長が事前に多

く想定して授業日数を増やしたにもかかわらず、コロナ明け後に授業数を減らすこともなく、教

職員の負担が大きいまま年度が過ぎた実態もあると聞きます。学校長裁量とはいえ、適正な予備

時数でなければ、教職員も児童生徒も、過度な授業数で振り回されてしまいます。

道教委から、市町村教委を通じて、例えば、各学校長への啓発と事例指導が必要と考えます

が、所見をお伺いします。

○遠藤義務教育課長兼幼児教育推進センター長 教育課程の編成についてでありますが、道教委

では、これまでも、各教科等の標準授業時数を形式的に確保するのではなく、児童生徒の負担が

過重にならないよう配慮しながら、学習指導要領に示された各教科等の内容を確実に身につける

よう指導してまいりました。

また、本年５月には、市町村教育委員会や学校に対し、児童生徒の実態を踏まえつつ、各学校

の指導体制に見合った授業時数を設定する必要があること、災害や流行性疾患による学級閉鎖等

の不測の事態に備えることのみを過剰に認識して標準授業時数を大幅に上回って教育課程を編成

する必要はないこと、学校における働き方改革にも配慮した対応を検討することなどの留意事項

や、授業時数の配当や運用の工夫例について通知してきたところでございます。

道教委といたしましては、今後も、義務教育指導監や指導主事による学校訪問等を通じて、各

学校の教育課程の編成、実施が適切に行われるよう、指導助言に努めてまいります。

○鈴木一磨委員 今、学校長裁量によって予備時数の授業時間数が多過ぎてしまう場合があると

いう問題がございまして、それだけ教職員の負担も大きくなります。適切な授業時数となるよう

に指導に努めていただくことを強く指摘いたします。

続いて、教職員の欠員補充についてであります。

各学校配置の教職員数が欠員のまま補充されず、業務負荷が続いている実態にあります。道内

各地で人口減少や少子・高齢化が進み、教職員採用募集に対する応募も減少しており、若年層の

成り手不足が大きな課題の根底にありますが、特に、病気や産休、育休による長期休職者の代替

未配置が深刻であります。

また、小規模校では、美術や家庭科、技術、養護など、複数科目を兼任する教員の方もいて、

休暇が取得できない実態もあります。教員業務支援員や学習指導員などの制度も、業務負担軽減

の一時的な効果策ではありますが、任用期間もあり、抜本的解決には至っていない状況です。
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学校現場へ実際に人を配置するため、人材バンクとのタイアップなど、実効ある人員補充策を

早急に進める必要があります。学校教育を支えているのは人であり、教職員の欠員補充の戦略な

ども含めて、教育長の所見をお伺いします。

○佐藤禎洋委員長 教育長倉本博史君。

○倉本教育長 教員の欠員についてでございますが、子どもたちの豊かな学びを保障する上で、

その直接の担い手である教員の確保は何よりも重要であり、欠員の解消は 優先で取り組まなけ

ればならない課題と認識をいたしております。

道教委では、これまで、ホームページをはじめ、就職情報誌、求人情報サイトへの掲載など、

様々な媒体による人材の募集に加え、ハローワークを通じた募集のほか、市町村教育委員会や大

学などの協力による潜在的な人材の発掘などにより、欠員の補充に努めるとともに、将来にわた

って安定的に人材を確保することができるよう、教員の魅力を広く伝える取組や教員採用選考検

査の改善など、教員志願者の確保に向けた取組を進めてまいりました。

道教委といたしましては、引き続き、関係機関などと連携を進め、これまでの取組の成果や課

題などを検証しながら、新たな対策の検討など、より実効性ある取組を推進し、教員の確保に全

力で取り組んでまいります。

○鈴木一磨委員 少子・高齢化や人口減少の影響で、当然、地方では多くの職種で成り手不足の

課題がありますが、特に学校の先生は、子どもたちの育みにおいて大切な存在であります。

教員の仕事のやりがいや魅力のＰＲ強化、また、労働環境や処遇の改善など、様々な手を尽く

して、教員を目指す、特に若年層の方が増えるよう、戦略を持って採用対策を講じるよう強く指

摘いたします。

以上で私の質問を終了いたします。

○佐藤禎洋委員長 鈴木(一)委員の質疑並びに質問は終了いたしました。

議事進行の都合により、暫時休憩いたします。

午前11時58分休憩

午後 １ 時 開議

○鈴木一磨副委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。

教育委員会所管に関わる質疑並びに質問の続行であります。

檜垣尚子君。

○檜垣尚子委員 よろしくお願いいたします。

初めに、部活動の地域移行についてであります。

道教委では、昨年12月に国が策定した「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関

する総合的なガイドライン」に基づき、本年３月に、北海道部活動の地域移行に関する推進計画

を策定し、今年度から令和７年までの３年間、公立中学校の休日における部活動の地域連携や地

域クラブ活動への移行の取組を重点的に行い、地域の実態等に応じて可能な限り早期の移行を目
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指していると承知しています。

現在、各市町村においては、この計画を参考に具体的な検討や取組が行われていると思います

が、道教委におけるこれまでの取組や今後の対応などについて、以下、数点伺います。

まず、部活動の地域移行に関する道教委の取組についてであります。

昨年度、道内では、スポーツ庁の事業を活用した複数自治体による広域連携の取組が行われた

と承知していますが、取組の成果と課題について伺うとともに、どのように全道に波及させてい

くのか、併せて伺います。

○鈴木一磨副委員長 部活動改革推進課長田口範人君。

○田口部活動改革推進課長 部活動の地域移行に関する自治体連携の取組についてであります

が、道教委では、昨年度、国の事業を活用し、道が実施自治体、名寄市、鷹栖町、比布町が実証

自治体となり、地域スポーツ連携・協働再構築推進プロジェクトを実施いたしました。

この事業では、コンサドーレ札幌のバドミントンチームやバレーボールチームのヴォレアス北

海道などのプロスポーツチーム、民間事業者の協力を得て、各市町の子どもたちが交流しながら

様々なスポーツを体験するイベント等を実施し、各市町からは、地元のプロチームと子どもたち

とのつながりや関係者間のネットワークが構築された、自治体間での連携の在り方についての検

討が必要といった声が寄せられました。

道教委では、この事業の実績報告書をホームページに掲載するとともに、各種会議や研修会等

の様々な機会で紹介するほか、昨年度と同様の枠組みで市町と共に事業を実施し、自治体間の連

携の仕組みづくりを進めてまいります。

○檜垣尚子委員 道教委では、課題とされている地域の指導者確保に向けて、本年３月に指導者

人材バンクを立ち上げています。

現在の登録者数と、管内別、種目別の状況について伺うとともに、今後、登録者拡大に向けて

どう取り組むのか、併せて伺います。

○田口部活動改革推進課長 指導者人材バンクについてでありますが、道教委では、部活動を指

導できる人材を候補者として登録し、市町村教育委員会などに情報提供することを目的として、

本年３月に「ほっかいどう部活動・地域クラブ活動サポーターバンク」を設置し、６月末現在、

延べ358名の方に登録いただいております。

管内別の状況としては、石狩管内が97名、渡島管内が41名のほか、４管内が20名台、５管内が

10名台、３管内が10名未満となっております。

また、種目別では、吹奏楽が78名、野球が42名、サッカーが21名、合唱が20名であり、その他

の42種目については20名未満の登録となっております。

道教委では、ウェブページを通じた広報に引き続き取り組むとともに、民間企業等を対象とし

たイベントにおける周知や、家庭教育サポート企業等との連携したＰＲ活動など、様々な機会を

通じ、登録者の拡大に向け取り組んでまいります。

○檜垣尚子委員 道教委では、昨年度から、地域の検討会議などに専門家を派遣する事業を行っ
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ていますが、その成果と今後の取組について伺います。

○田口部活動改革推進課長 アドバイザーの派遣についてでありますが、道教委では、地域にお

ける望ましい部活動の在り方や地域移行の取組を支援することを目的として、地域スポーツの実

践経験者や大学教授等を希望する市町村に派遣する、部活動の在り方検討支援アドバイザー派遣

事業を実施しており、昨年度は19市町に派遣いたしました。

本事業の活用後において市町村を対象に実施したアンケートでは、部活動の地域移行への理解

が深まったという回答が９割を超えるなど、一定の成果があったと認識しており、本年度は、ア

ドバイザーを増員して助言体制の強化を図るとともに、アドバイザー同士の定期的な協議により

地域の実情を把握した上で、市町村への情報提供を行うなど、より一層、地域のニーズを踏まえ

た支援となるよう取り組んでまいります。

○檜垣尚子委員 各市町村では、部活動の地域移行に向けた取組が始まっていると考えますが、

今年度の取組状況はどのようになっているのか、伺います。

○田口部活動改革推進課長 市町村の取組状況についてでありますが、本年６月現在、８割を超

える市町村が内部検討を終了または取り組み中であり、このうち、55市町村が国の「部活動の地

域移行等に向けた実証事業」等を活用し、部活動の地域移行に向けた運営団体の体制整備や学校

との連絡調整を担うコーディネーターの配置、地域住民を対象にした説明会の開催などの取組を

進めております。

また、登別市では、市と中学校が連携し、生徒がスポーツや文化芸術活動に親しむ場を提供す

る新たな地域主体のクラブを立ち上げる取組や、小樽市では、拠点校方式による合同部活動を導

入しながら段階的に体制を整備する取組など、各市町村において、地域の特色を生かし、独自の

取組が進められていると承知しております。

○檜垣尚子委員 道教委では、先月、組織機構改正を行い、新たに部活動改革推進課を設置しま

したが、どのような役割を果たしていくのか、伺います。

○鈴木一磨副委員長 学校教育局長川端香代子君。

○川端学校教育局長 部活動改革推進課の役割についてでありますが、道教委では、本年３月に

策定した、北海道部活動の地域移行に関する推進計画に基づき、各地域において部活動の地域移

行が円滑に進められるよう、新たに部活動改革推進課を設置いたしました。

部活動改革推進課は、市町村における取組状況を踏まえながら、運営団体、実施主体の整備に

向けた事例の提供や助言のほか、指導者確保のための人材バンクの整備、部活動の位置づけにつ

いての理解の促進など、地域移行に向けた課題解決に取り組むこととしております。

○檜垣尚子委員 推進計画を効果的かつ着実に実施するためには、各市町村はもとより、道教委

の関係課や各教育局のサポートチームのほか、知事部局との連携が不可欠であると考えます。

道教委は、関係部署との連携体制をどのように構築するのか、伺います。

○川端学校教育局長 連携体制の構築についてでありますが、道教委では、本庁関係課や教育局

が横断的に連携しながら、部活動の地域移行に関する推進計画に基づく施策を推進するため、本
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年３月に、教育庁内の学校教育、社会教育、部活動を担当する幹部職員で構成する部活動改革推

進本部を設置したほか、本年４月には、部活動の地域移行に関する管内市町村への支援などを行

うため、各教育局に、部活動の地域移行に係る市町村サポートチームを設置いたしました。

今後は、部活動改革推進本部会議を来月までに開催し、庁内の連携体制の下、各市町村の進捗

状況の把握や対策の検討を行うとともに、知事部局のスポーツ文化担当部署とも連携するなどし

て、市町村の取組を支える体制の充実を図ってまいります。

○檜垣尚子委員 状況や課題は様々であると考えますが、地域によって格差が生じ、子どもたち

に不平等があってはなりません。必要な財源の確保についてはしっかりと国に要望することも不

可欠です。

今後、推進計画に基づき、地域の実情に応じて部活動の地域移行が円滑に行われるよう、道教

委としてどのように取り組んでいくのか、伺います。

○鈴木一磨副委員長 学校教育監山本純史君。

○山本学校教育監 今後の取組についてでありますが、中学校における部活動の地域移行は、地

域の子どもたちは、学校を含めた地域で育てるという考え方の下、生徒の望ましい成長を保障で

きるよう、地域の持続可能で多様な環境の一体的な整備により、地域の実情に応じ、スポーツ・

文化芸術活動の 適化を図り、体験格差を解消することを目指すものであります。

道教委といたしましては、部活動の地域移行に関する推進計画に基づく取組を着実に進めるた

め、各市町村の取組状況や課題などをきめ細かく把握し、実情に応じた提案や助言を行うととも

に、全国都道府県教育委員会連合会と連携して、必要な財源措置などを国に引き続き要望するな

どしながら、全ての市町村において地域移行が円滑に進むよう、関係者が一体となって取組を進

めてまいります。

○檜垣尚子委員 各自治体はもちろん、民間事業者、学校など、たくさんの部署と連携を図って

いかなければなりません。各教育委員会が中心となってイニシアチブを取り、進めていく必要が

あります。たくさんの意見や意向を反映させながらの動きになると思いますが、部活動の地域移

行が速やかにスムーズに進んでいけるようお願いいたします。

次に、産業人材の育成についてです。

技術革新、産業構造の変化、グローバル化など、社会の急激な変化に伴って、専門高校で学ぶ

生徒に習得が期待される資質、能力が変化しており、地域の持続的な成長を支える 先端の職業

人を育成していくためには、加速的な変化の 前線にある地域の産業界で直接学ぶことが求めら

れています。

そうした中、道立の専門高校２校では、産業界などと学校が一体となって職業人材育成システ

ムを構築するマイスター・ハイスクール事業を実施していると承知しています。

地域の持続的な成長を牽引するための人材育成に向けた、マイスター・ハイスクール事業の具

体的な取組の状況等について、以下、伺います。

初めに、マイスター・ハイスクール事業は、専門高校等と産業界、地方公共団体が一体となっ
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て 先端の職業人材育成システムを構築することを目的としていると聞いていますが、どのよう

な仕組みで行われているのか、伺います。

○鈴木一磨副委員長 高校教育課長相馬利幸君。

○相馬高校教育課長 マイスター・ハイスクール事業についてでありますが、この事業は、専門

高校等と産業界、地方公共団体が一体となって 先端の職業人材育成システムを構築するととも

に、専門高校等の職業人材育成に係る教育課程等の改善に資する実証的資料を得るための研究開

発を行うものであります。

この事業の運営に関する意思決定や評価などは、道教委、産業界、自治体の３者で構成する管

理機関が設置したマイスター・ハイスクール運営委員会で行っており、指定校には、高等教育機

関や産業界と連携し、取組を総括するマイスター・ハイスクールＣＥＯや産業界の 先端の知識

や技術等を生徒に指導する産業実務家教員をそれぞれ学校外から人材を得て配置しております。

○檜垣尚子委員 次に、マイスター・ハイスクール事業の指定校の取組について伺います。

まず、令和３年度から指定校となった静内農業高校では、持続可能な日高農業の担い手の育成

を目指して取組が行われていると聞いていますが、これまでどのような取組が行われ、今年度は

どのような取組を行うこととしているのか、伺います。

○相馬高校教育課長 静内農業高校の取組についてでありますが、本道において、 初の指定校

である静内農業高校では、これまで、獣医師を講師とした馬の繁殖や獣医療に関する学習、農業

改良普及センターと連携した日高農業に関する学習、ＪＡしずないと連携した新規就農に関する

学習、道総研と連携した鐙の製作、札幌や地元の企業と連携した商品開発やどさんこプラザでの

販売などに取り組んできました。

本年度は、昨年度までの取組を継続するとともに、新たに、採草地や放牧地の土壌や飼料に関

する学習や、開発した商品の内部品質の分析方法に関する学習を行うほか、科目「課題研究」

で、３年生が１人１テーマで、地域農業や地域社会の発展につながる研究に取り組むなど、教育

課程のさらなる改善充実を図ることとしております。

○檜垣尚子委員 次に、昨年度から指定校となった厚岸翔洋高校では、地域の未来を創るマリ

ン・イノベーターの育成を目指して取組が行われていると聞いていますが、これまでの取組内容

と今年度の取組について伺います。

○相馬高校教育課長 厚岸翔洋高校の取組についてでありますが、本道において２校目の指定校

である厚岸翔洋高校では、昨年度、釧路水産試験場や厚岸漁協と連携したアサリ漁業における機

械化、スマート化に関する学習、はこだて未来大学と連携したスマートブイの設置や厚岸港内外

の水温や塩分などのモニタリングに関する学習、地域の水産製造業者等と連携した、未利用・低

利用魚の活用による商品開発に関する学習などに取り組んできました。

本年度は、昨年度の取組を継続するとともに、ドローンの活用による漁場管理のスマート化や

地域と連携した未利用・低利用魚の有効利用による商品化に加え、９月に厚岸町で開催される全

国豊かな海づくり大会において公式弁当のメニューの一部を生徒が考案するなど、地域との協働
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を通して、持続可能な未来を担う人材の育成に取り組むこととしております。

○檜垣尚子委員 両校のこれまでの取組によって、生徒や学校にどのような変化や成果が見られ

たのか、また、地域と学校との関係でどのような変化が見られたのか、伺います。

また、今後に向けての課題についても併せて伺います。

○鈴木一磨副委員長 指導担当局長山城宏一君。

○山城指導担当局長 取組の成果と課題についてでありますが、指定校２校が実施したアンケー

トの結果によると、事業の成果として、生徒の地域産業への理解が深まり、地域のために貢献し

たいと考え行動できた生徒や地域の産業に就職しようと考える生徒の割合が増えております。

また、指定校では、馬産業やスマート水産業の分野で活躍する 先端の専門的知識や技術を有

する職業人と連携するなど、これまで以上に人的ネットワークが広がり、高度化する専門的な知

識や技術に対応した学びの提供を通じて、 先端の職業教育の充実を図ることができたところで

す。

一方、課題としては、この事業が、静内農業高校では本年度、厚岸翔洋高校では来年度に終了

となることから、これまでの取組を各高校が継続していく仕組みづくりの検討や、他の専門高校

に広げていくための方策の検討が必要となっております。

○檜垣尚子委員 地域では人材不足が大きな課題となっており、産業界等と専門高校の連携が一

層求められております。

道教委としては、これまでの成果や課題を踏まえ、今後、どのように道内の専門高校に職業人

材育成の取組を普及、定着させていくのか、伺います。

○山本学校教育監 今後の取組についてでありますが、事業の実施を通じて得られた生徒の意識

の変化や学習意欲の向上、学校と地域との望ましい関係の構築など、マイスター・ハイスクール

事業の優れた成果を取りまとめ、静内農業高校では本年12月に、厚岸翔洋高校では来年度に実施

いたします成果発表会や、事業に関する成果報告書や研究実施報告書の配付を通じて、全道の専

門高校に本事業で構築した 先端の職業人材育成システムを普及啓発するなど、地域の産業界と

高校が一体となって行う持続可能なカリキュラム開発を推進してまいります。

○檜垣尚子委員 マイスター・ハイスクール事業については、生徒たちからもアンケートの中で

とても前向きな感想が聞こえてきていました。特に、学校という限られた人間関係の中で人的ネ

ットワークの広がりを実感できていたようで、とても有意義な取組だったと思います。こちらの

事業は終了しますが、ぜひ、生徒たちの世界観を広げるためにも、学校と産業界をつなげてくれ

るようなコーディネーターの役割を果たす方を確保して、この取組を継続していっていただきた

いと思います。

次に、地域医療を支える人づくりプロジェクト事業についてです。

本道においては、人口減少や少子・高齢化の進行に伴い、労働力人口が年々減少する中で、中

長期的な視点で医療人材を継続的に確保していくため、将来の医療を担う人材の確保に取り組む

ことが喫緊の課題となっています。
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道では、令和６年４月から始まる次期医療計画策定に向け、医師確保対策の検討などを進めて

いるところですが、将来を見据えた医師確保の一つとして、医学部への進学を検討する高校生へ

の取組を推進することも重要と考えます。

こうした中、道教委では、平成20年度から、地域医療を支える人づくりプロジェクト事業を実

施していると承知していますが、本事業について何点か伺います。

初めに、本事業の狙いや具体的取組などの概要について伺います。

○相馬高校教育課長 地域医療を支える人づくりプロジェクト事業についてでありますが、将来

における本道の地域医療を支える人材を育成するため、医学部への進学を目指す地方の道立高等

学校の生徒に対し、地域医療を担う使命感を育成するとともに、道内医育大学や保健福祉部等の

関係機関と連携して進路希望の実現に向けた効果的な学習支援を行うものであります。

具体的な取組としましては、道立高校９校を指定校とし、医学部医学科への進学を目指す生徒

に対し、きめ細かな学習支援を行うため、数学、理科、外国語等の授業で少人数指導を行う医進

類型を設置するほか、医療に関する興味、関心を高めるための高校生メディカル講座や地域医療

に対する理解を深めさせる地域医療体験事業、医学部進学を目指す全道の高校生が参加するメデ

ィカル・キャンプ・セミナーなど、地域医療の現状や医師という職業への理解を深める機会を提

供してきたところでございます。

○檜垣尚子委員 指定校から医学部に進学する生徒数の推移はどのようになっているのか、ま

た、本事業の成果について、道教委としてどのように受け止めているのか、併せて伺います。

○山城指導担当局長 成果についてでありますが、指定校９校における医学部医学科への進学者

数は、本事業を開始した平成20年４月の60名に対し、本年４月は58名であり、事業実施前の４年

間と事業開始後の15年間を年平均で比較すると、51.0人から59.4人に増加しております。

また、メディカル・キャンプ・セミナーにおけるアンケート調査では、参加生徒の約９割が、

進路実現に向けた意欲や学力向上を図る上で大いにためになったと回答したほか、講師の先生の

話を伺い、患者さんから信頼される医者になりたいと強く思うようになった、道内各地の高校生

が参加していたので、グループワークなどで刺激を受けることが多く、勉強になったなどの感想

があり、医師としての強い使命感や志を持つ高校生の育成に一定の成果があったと認識しており

ます。

○檜垣尚子委員 指定を受けた医進類型指定校においては、第２学年及び第３学年の数学、理

科、外国語などの授業で少人数指導を実施するため、教員を配置していると承知しています。

過去５年間の指定校への配置数の推移を伺います。

本事業を効果的に継続していくためには、少なくとも現在の教員の加配数を維持することが必

要と考えますが、道教委の考え方を伺います。

○鈴木一磨副委員長 総務政策局長伊賀治康君。

○伊賀総務政策局長 教員の配置についてでございますが、道教委では、国の加配定数を活用

し、数学、英語等の授業における少人数指導など、きめ細かな学習支援を行う学校に対し、国か
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ら措置される加配数の範囲内で、加配による効果が期待できる学校に配置しており、医進類型指

定校９校に対し、令和元年度から３年度は14名、昨年度は12名、本年度は11名の加配措置を行っ

ているところでございます。

道教委といたしましては、今後の具体的な配置については、その時々の状況を踏まえ、他への

加配も含め、本道の教育環境を充実させるよう、毎年度検討することとなりますが、医学部への

進学を目指す生徒の進路実現を図るため、今後も様々な支援を行うことが重要と認識しておりま

す。

このため、引き続き、医進類型指定校に必要な加配措置が行えるよう、国に対して加配措置の

継続について要望してまいります。

○檜垣尚子委員 本事業を含め、地域医療を支える人材の育成は本道教育にとって重要な課題の

一つと考えます。

道教委として、今後どのように取り組んでいくのか、 後に教育長に伺います。

○鈴木一磨副委員長 教育長倉本博史君。

○倉本教育長 今後の取組についてでありますが、本道各地域における深刻な医師不足の改善を

図るためには、中長期的な視点に立ち、地域医療を支える人材を育成することが重要であり、地

域医療の現状に対する理解の促進や使命感の育成など、医学部への進学を目指す生徒の進路実現

に向けた効果的な学習支援が必要です。

道教委では、今後、メディカル・キャンプ・セミナーにおいて、これまで、道立高校のみとし

ていた参加対象を市町村立高校や私立学校まで拡大し、道内の幅広い生徒の参加を促すなど、事

業の充実を図ることとしており、全道の医学部進学を目指す生徒の夢が実現し、将来の本道の医

療を担う医師が１人でも多く育つよう取り組んでまいります。

○檜垣尚子委員 少子化の中、安定した医大進学生徒数を保っているにもかかわらず、教員の加

配が減ってしまうということでは、今まで頑張ってきた指定校各校の士気も高まりません。地域

医療を維持していくということは、このような地道な取組から始まっていくものと思います。そ

れをしぼませることのないよう強くお願いいたします。

次に、幼児教育と小学校教育の連携についてです。

子どもの成長にとって、幼児期に生涯にわたる学びや生活の基盤となる資質、能力を育み、そ

の上で、小学校以降の教育活動につなげていくことが大変重要です。そのためには、幼児期の教

育を質的に向上させるとともに、発達段階を見通した一貫性のある教育内容について、小学校と

の円滑な接続を図っていくことが大切であると考えます。

本年３月に改定された北海道幼児教育振興基本方針の中でも、幼児教育施設と小学校との連携

接続の推進が主要施策の一つに位置づけられており、道教委では、６月の組織機構改正で、小学

校教育を所掌する義務教育課内に幼児教育推進センターを配置し、幼小の継続的、計画的な連携

接続の取組の充実を図ることとしていると伺っています。

道内市町村における幼小連携接続の状況や道教委の取組などについて、以下、伺います。
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道内市町村の幼小連携接続の取組状況はどのようになっているのか、また、道教委では、現状

をどのように認識しているのか、併せて伺います。

○鈴木一磨副委員長 義務教育課長兼幼児教育推進センター長遠藤直俊君。

○遠藤義務教育課長兼幼児教育推進センター長 幼小連携の状況についてでありますが、令和４

年度に実施した幼児教育実態調査では、各市町村からの回答として、幼小の接続を見通した教育

課程の編成、実施を行っているとした割合は、令和２年度の21.4％と比較し、16.3ポイント増加

して37.7％でありました。また、予定や計画がない、または、検討中とした割合は、令和２年度

の30.4％と比較し、15.3ポイント減少して15.1％となっており、これらのことから取組が一定程

度進んだものと考えております。

一方で、年数回の授業、行事、研究会などの交流はあるものの、幼小の接続を見通した教育課

程の編成、実施を行っていないとした割合は47.2％であり、令和２年度の48.3％と比較し、変化

が見られないことから、教育課程の接続など、幼小連携を一層促進させる必要があると考えてお

ります。

○檜垣尚子委員 道教委では、幼小連携接続に向けて、これまでどのような取組を進めてきたの

か、伺います。

○遠藤義務教育課長兼幼児教育推進センター長 幼小連携の取組についてでありますが、道教委

では、これまで、全ての管内において、振興局、教育局、及び市町村の首長部局、教育委員会な

どで構成する管内幼児教育振興ネットワーク会議や、市町村の首長部局や教育委員会の職員、保

育者、小学校教員等を対象とした研修会を実施し、幼小連携に向けた課題等の共有に努めるとと

もに、連携接続のポイントや実践事例等をまとめた「幼小連携・接続ハンドブック」を作成、配

付し、広く全道に周知してきたところであります。

また、国の事業を活用し、義務教育開始前後の５歳児から小学校第１学年の２年間のかけ橋期

のカリキュラム開発に向けた実践、検証を行う北海道版幼児教育スタートプログラム事業を令和

４年度からえりも町で、令和５年度からは佐呂間町において実施しているところであります。

○檜垣尚子委員 接続を見通した教育課程の編成、実施をしていない市町村が半数近いなど、連

携接続の取組がいまだに十分とは言えません。

こうした現状やこれまでの取組などを踏まえ、幼小連携接続に向けた課題についてどのように

考えているのか、伺います。

○遠藤義務教育課長兼幼児教育推進センター長 幼小連携に向けた課題についてでありますが、

幼小連携の取組に遅れが見られる市町村では、幼児期から児童期までの一貫した教育の在り方に

ついて協議する機会や、公立、私立の別や施設種を超えて相互の教育活動を理解し、幼小連携接

続の利点や効果を実感する機会が確保されていないことが課題となっております。

また、年に数回の交流にとどまっている市町村では、幼小連携接続の趣旨の理解や、各地域で

目指す方向性の協議や共有が十分になされていないなどの状況が見られることなどから、幼児教

育施設と小学校の連携接続を推進することができる人材の育成を含めた組織的な体制づくりと、
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幼小双方のカリキュラムを接続する具体的な方法などについて実践成果を蓄積し、普及する必要

があると考えております。

○檜垣尚子委員 幼少連携接続には、幼児教育施設と小学校がお互いの教育内容や指導方法の理

解を深めることが大切であり、こうした取組を進めていくためには、幼児教育施設、小学校、市

町村の関係部局等が組織的に連携協働することが必要であると考えます。

道教委では、幼小連携接続の推進に向けて、今後どのように取組を行っていくのか、伺いま

す。

○川端学校教育局長 幼小連携に向けた今後の取組についてでありますが、道教委では、幼児教

育施設と小学校が、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を共有した上で、小学校以降の学びに

幼児教育施設の意見を取り入れたスタートカリキュラムが作成、実施されるよう、市町村の取組

状況や課題をきめ細かく把握し、実情に応じた事例の提供や助言に努めるとともに、小学校の管

理職の幼小連携の意義への理解を深める機会や、保育者や教員、市町村職員等への研修の充実に

努めてまいります。

また、北海道版幼児教育スタートプログラム事業による実践研究を着実に積み重ね、モデル地

域等における実践事例など、連携接続の手順や留意点などを広く全道に周知し、各地域において

幼小連携接続が一層推進されるよう取り組んでまいります。

○檜垣尚子委員 幼小連携については私も以前に質問させていただき、その後どうなったかと気

になっていたところでした。少しずつ連携する地域も増えてきているようですが、もう一押し、

各部署への周知や理解をしていただかなくてはならないと考えます。こうしている間にも、子ど

もたちの成長が止まることはありませんので、引き続き、理解を深めるような取組をお願いいた

します。

次に、共生社会の実現に向けた特別支援教育の充実についてです。

私は、学校生活で困難さを持つ子どもの保護者から、子どもの就学や将来についての悩みを聞

く機会があり、相談を受けるたびに、保護者の悩みや不安を軽減する取組が必要だと考えていま

す。

以下、数点伺います。

初めに、今年度から５年間を取組期間とした、特別支援教育に関する基本方針を着実に推進す

るために、まずは、より多くの関係者が施策の方向性を共有することや、本年２月の一般質問に

おいて答弁いただいたように、保護者の方々や校長会、市町村教育委員会で構成する検討会議を

実施し、様々な立場の方からの意見を収集する中で、具体的な取組を進めていくことが重要であ

ると考えます。

そこで、検討会議の進捗状況について伺います。

○鈴木一磨副委員長 特別支援教育課長大畑明美君。

○大畑特別支援教育課長 検討会議についてでありますが、道教委では、特別支援教育に関する

基本方針に掲げた施策の具現化に向け、本年４月、学識経験者や保護者、教育や福祉の関係者等
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を構成員とした、今後の特別支援教育の在り方検討会議を設置しました。

この検討会議では、校内支援体制の充実と教員の専門性向上を協議する広域特別支援連携協議

会と、早期からの教育相談、支援体制の充実等を協議する北海道教育支援委員会と連携し、「よ

りインクルーシブな社会の実現に向けて ～ 北海道らしい特別支援教育の創造 ～ 」をテーマに検

討を行うこととしており、５月に開催した第１回目の会議を含め、本年度に３回開催し、基本方

針に掲げた施策の具体的な取組などを協議していく考えです。

○檜垣尚子委員 この後、夏頃からは次年度に小学校に就学する子どもの手続も本格化すると承

知しています。コミュニケーションや集団行動など、学校生活で困難を示すかもしれない子ども

を持つ保護者は、自分の子どもが通常の学級でやっていけるのだろうか、通級による指導や特別

支援学級のほうがいいのだろうかといろいろ考える時期であると推測します。

こうした保護者の就学についての不安を少しでも和らげるためには、保護者の気持ちに寄り添

いながら、就学の仕組みについて丁寧に説明するなど、保護者と直接やり取りする市町村教育委

員会において就学に関わる事務を行う担当者の役割が重要になると考えています。

市町村教育委員会で就学に関わる事務担当者の専門性を高めるために、どのように取り組んで

いくのか、伺います。

○大畑特別支援教育課長 就学事務担当者の専門性向上についてでありますが、子どもの障がい

の状態や子どもと保護者の教育的ニーズを踏まえた適切な就学先を決定するためには、市町村の

就学事務担当者の役割が重要であり、道教委では、毎年度、就学事務に関する手続や早期からの

教育相談の重要性などの理解を深めるため、担当者を対象とした研修会を全14管内で実施してい

ます。

また、本年度からは、研修会の参加対象に幼児教育施設や福祉事業所の職員を加えることとし

ており、役割や立場が異なる参加者同士の協議やネットワークづくりなど、研修内容の充実を図

ることを通じ、子どもの就学に関する専門性の向上に努めてまいります。

○檜垣尚子委員 ここまで小学校に就学するときのことを中心に伺ってまいりましたが、小学生

の子どもを持つ保護者であれば、中学生になったらどうなるのかや高等支援学校を卒業したら働

くことができるのかなど、子どもの少し先を見据えて心配な気持ちになる保護者もいて、それは

親としてある意味で当然のことであると考えています。

教職員や保護者の多くは、高校への進学であれば学校生活へのある程度のイメージを持ててい

ると思いますが、高等支援学校に進学するとなれば、学校の雰囲気もよく分からないまま、進路

選択に至ることになる人も少なからずいると思います。

進路選択に当たっては、生徒とその保護者が、学ぶ内容や高校卒業後の進路をイメージしなが

ら決定することが重要と考えますが、今後どのように取り組んでいくのか、伺います。

○鈴木一磨副委員長 特別支援教育担当局長堀籠康行君。

○堀籠特別支援教育担当局長 子どもの進路を見通した取組についてでありますが、子どもと保

護者が、高校や高等支援学校の学習内容等について理解を深めることができるよう、道教委で
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は、毎年度、全14教育局において、保護者と教職員を参加対象として、適切な進路選択につなげ

るための研修会を実施し、昨年度は約600名の保護者が参加しました。

また、高等支援学校への進学を検討している子どもと保護者に対し、適切な進路選択につなが

る教育相談を行うため、担当教諭を対象とした研修会を毎年度実施しております。

今後は、より多くの関係者が研修会に参加できるよう、障がい者団体を通じて依頼するなど、

周知方法を工夫し、子どもと保護者が将来を見通した進路選択ができるよう、取組の一層の充実

に努めてまいります。

○檜垣尚子委員 現行の就学の仕組みで言うと、例えば、特別支援学級において、子どもの発達

の状態や、得意、不得意などに対応した丁寧な教育を受ける中で、成長したお子さんについては

通常の学級に在籍を変更することも可能であると承知しています。保護者の中には、こうした就

学の仕組みを知らず、就学のときに決定する学びの場が固定的なものであると思い、不安を抱え

ているケースも少なくないと思います。

就学に関する正しい情報を提供し、保護者の不安や悩みを軽減することが必要と考えますが、

今後どのように取り組んでいくのか、伺います。

○山本学校教育監 学びの場についてでありますが、就学時に、小学校段階６年間、中学校段階

３年間の学校や学びの場を固定するものではなく、就学後の学びの場をスタートにして、可能な

範囲で学校卒業までの子どもの育ちを見通しながら、就学先となる学校や学びの場を柔軟に見直

すことをできるようにすることが必要であります。

このため、道教委では、就学事務担当者や教育支援委員会等の関係者はもとより、特別な教育

的支援を必要とする子どもの保護者に、こうした就学の仕組みの理解を促進することが必要であ

ると考えておりまして、通常の学級、通級指導教室、特別支援学級、特別支援学校といった多様

な学びの場ごとの教育課程の特徴や、受けられる指導や支援の内容をまとめた資料を新たに作成

するなど、保護者の理解促進に向けた取組を検討してまいります。

○檜垣尚子委員 障がいのある子どもと障がいのない子どもが共に学ぶ共生社会の実現に向けて

は、子どもを育てる保護者が子どもの障がいを個性として捉えるなど、多様性を認め合う雰囲気

を醸成していくことが重要であると考えます。そういった観点で考えると、障がいのある子ども

を持つ保護者が、自分の子どもの就学について正しい知識を持っておくことは大変重要なことだ

と思います。

もう少し幅広く考えたときには、こうした教育制度の仕組みを全ての保護者が知っておくこと

で、特別支援学級や特別支援学校で頑張って学んでいる子どもたちにも今まで以上に温かい目が

向けられたり、中学校卒業後に子どもたちの進路が高校と高等支援学校に進路が分かれても、地

域の子どもであるという意識の中で関わりが継続することが重要と考えます。

道教委では、共生社会の実現に向け、どのように考えているのか、教育長に伺います。

○倉本教育長 支え合う社会の実現に向けた取組についてでありますが、共生社会の形成に向け

ては、誰もが相互に人格と個性を尊重し、支え合い、人々の多様な在り方を相互に認め合える全
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員参加型の社会を目指すことが重要であり、学校教育は、障がいのある子どもの自立と社会参加

を目指した取組を含めて、共生社会の形成に向け、重要な役割を担っております。

道教委といたしましては、障がいのある子どもと障がいのない子どもができるだけ同じ場で共

に学ぶことを目指すべきであり、その場合には、それぞれの子どもが授業内容が分かり、学習活

動に参加している実感、達成感を持ちながら充実した時間を過ごしつつ、生きる力を身につけて

いけるかどうか、このことを本質的な視点とした共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育シ

ステム構築のための特別支援教育の推進についての基本的な考え方を、学校教育関係者をはじ

め、全ての子どもたちと保護者の皆様が共有することができるよう取組を推進してまいります。

○檜垣尚子委員 いろいろ答弁をお聞きしていますと、たくさんの場面で、たくさんの方が前向

きに共生社会、そして多様性を受け入れる流れになってきているように感じます。これからさら

にもっと自然な形での共生社会をつくっていけるよう、教育の場からのこのような取組に大変期

待しております。よろしくお願いいたします。

以上で私の質問を終わります。

○鈴木一磨副委員長 檜垣委員の質疑並びに質問は終了いたしました。

渕上綾子君。

○渕上綾子委員 通告に従い、順次質問してまいります。

初めに、さわやか相談員についてです。

子どもの身近な相談役として、仙台市、さいたま市では、さわやか相談員が導入されていま

す。さわやか相談員について道の認識を伺います。

○鈴木一磨副委員長 生徒指導・学校安全課長大槻直広君。

○大槻生徒指導・学校安全課長 仙台市とさいたま市の相談員についてでありますが、仙台市の

さわやか相談員は、児童生徒が抱える不安や悩み、ストレスの緩和のため、学校に配置され、児

童生徒の話し相手や遊び相手となることを業務とし、国の補助事業を活用して配置されておりま

す。

また、さいたま市のさわやか相談員は、児童生徒や保護者の相談に、より専門的な見地から対

応するため、市内の中学校等に相談室を設けて配置され、市の単費で措置されております。

○渕上綾子委員 スクールカウンセラーとどう違うのか、伺います。

○大槻生徒指導・学校安全課長 スクールカウンセラーとの相違点についてでありますが、スク

ールカウンセラーは、公認心理師や臨床心理士、児童生徒の心理に関して高度に専門的な知識及

び経験を有する者や、それに準ずる知識及び経験を有すると認められる者の中から、各自治体で

配置しており、児童生徒へのカウンセリングやカウンセリング等に関する教職員や保護者等に対

する助言を行っております。

一方、仙台市やさいたま市に配置されているさわやか相談員は、臨床心理士等の資格を必要と

せず、主に児童生徒や保護者の相談に対応することを業務としております。

○渕上綾子委員 学校は人手不足で、スクールカウンセラーは常設ではありません。人材確保な
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どの課題をクリアできれば、道でも導入する意義があると思います。所見を伺います。

○鈴木一磨副委員長 生徒指導・学校安全担当局長伊藤伸一君。

○伊藤生徒指導・学校安全担当局長 相談しやすい環境づくりについてでありますが、学校生活

などに関し、様々な不安や悩みを抱えている児童生徒や保護者にとっては、定期的に学校を巡回

しカウンセリングを行うスクールカウンセラーに加え、日常的に相談できる人材や相談窓口は、

相談しやすい環境が身近にあるという点で意義のあることと考えております。

道教委といたしましては、今後、児童生徒や保護者がいつでも気兼ねなく相談することができ

るよう、子ども相談支援センターによる24時間対応の電話・メール相談や来所相談、ＳＮＳを活

用した相談体制のほか、昨年度開設した１人１台端末を活用して相談できる「おなやみポス

ト」、さらには、道関係部局が開設している「親子のための相談窓口」などを周知し、児童生徒

や保護者が相談しやすい環境づくりを進めてまいります。

○渕上綾子委員 資格が不要なので、人材確保のハードルが低く、多くの業務を抱える先生方の

負担を減らすことにもなると思います。まずは調査研究を深めていただくことを求め、指摘とい

たします。

次に、性的マイノリティーに関する諸課題についてです。

ＬＧＢＴ理解増進法の制定に際し、ネットでは当事者への誹謗中傷にあふれています。フィル

タリングできないため、子どもたちに直接降り注ぎ、深く傷ついています。

中傷する人のほうが不適切だと子どもたちに明確に示すべきと考えます。所見を伺います。

○大槻生徒指導・学校安全課長 誹謗中傷対策についてでありますが、いわゆるＬＧＢＴ理解増

進法は、性的指向及びジェンダーアイデンティティーの多様性に関する国民の理解が必ずしも十

分でない現状に鑑み、国民の理解の増進と多様性を受け入れる精神を涵養し、多様性に寛容な社

会の実現に資することを目的にしていると承知しております。

学校においては、性的マイノリティーに関して、性的指向などを理由とする差別的扱いが不当

であると人権教育等を通して指導するとともに、教育活動においても、関連する法律などの理解

及び人権に配慮した丁寧な関わりや、児童生徒が多様性を認め、自分と他人を尊重することがで

き、安心して過ごせる環境を整備することが重要と認識しております。

○渕上綾子委員 想像してみてください。

教室で生徒の誰かがタブレットでＬＧＢＴのことを検索、ニュースでのコメントなどにあふれ

るトランス女性を犯罪と結びつける恐怖をあおる投稿、教室全体がざわめきます。その中に、家

族にも先生にもカミングアウトしていない当事者がいる。そうなってくると、不登校、自殺につ

ながりますよね。

悠長な話ではなく、ホームルームや校長先生の講話、保健室、あらゆる機会を使って、繰り返

し、学校や先生の態度を明確にしていただきたい。このような中傷やデマは絶対に許されないも

のと伝えていただきたいと思います。

次に、ＬＧＢＴ理解増進法によって、むしろ理解増進が妨げられるとの懸念もありますが、道
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内の教育の場でどう解釈し、どう活用するかの裁量は道教委にも委ねられます。道教委はどのよ

うにお考えか、伺います。

また、傷ついた子どもたちにどう対応していくのか、教育の場でどのように啓発していくの

か、併せて伺います。

○伊藤生徒指導・学校安全担当局長 ＬＧＢＴに関する理解についてでありますが、道教委で

は、性的マイノリティーに関する理解促進に向け、教職員研修資料の作成、配付や指導助言を行

うほか、本年２月には、市町村教育委員会職員や道立学校長等を対象に専門家の講演などによる

研修会を実施したところであり、今後も、適切な支援策に関する教職員研修の一層の充実を図

り、校内に支援チームをつくり、ケース会議を開催するなどして、児童生徒が安心して学校生活

を送ることができるよう努めてまいります。

また、昨年12月に改定されました国の生徒指導の基本書である生徒指導提要に、性的マイノリ

ティーに関する理解と対応が示されたことから、道教委では、ＳＮＳ相談等での性的マイノリテ

ィーの相談対応を行うとともに、学校におきましては、教職員が、いかなる理由でもいじめや差

別を許さない適切な生徒指導、人権教育等を推進することはもとより、悩みや不安を抱える児童

生徒のよき理解者となるよう努めることについて、引き続き、市町村教育委員会と連携し、指導

助言してまいります。

○渕上綾子委員 支援チーム、ケース会議との答弁がありました。

これも想像してみてください。

女子生徒の保護者が、身体男性を女子トイレに入れるな、これは差別でない、区別だと強く主

張してきた場合とか、男性に対してトラウマを抱えている女子生徒から、男子が女子トイレに入

ってくるのは怖い、トランスが入らないようにしてほしいと言ってきた場合にどう対応します

か。

私は、女性の安心、安全とトランス女性が自認する性で生きることは対立するものではなく、

対話で解決する課題だと考えております。支援チーム、ケース会議が、どのような考えでの構成

メンバーで、どのような会議の方向となるのか、皆さん次第ということになります。

理解増進法が理解抑制や差別増進につながらないよう、あらかじめの対策が必要と思います。

教育長の見解を伺いたいと言いたいところではありますが、今回は指摘とします。私の意を酌み

取ってどうか適切に対策していただきたいというふうに思います。

次に、農業に関することについてです。

先日、北海道国営農地再編整備事業推進連絡協議会の皆様と意見交換をした中で、道内の小学

校において、農業科という名称で農業に関する学習を行っている例について説明いただき、意義

を共有したところです。

道内の小学校で、どのような農業に対する学習が行われているのかについて伺います。

○鈴木一磨副委員長 義務教育課長兼幼児教育推進センター長遠藤直俊君。

○遠藤義務教育課長兼幼児教育推進センター長 農業に関する学習についてでありますが、農業
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については、学習指導要領において、小学校第５学年の社会科で、我が国の食料生産は自然条件

を生かして営まれていることや、国民の食料を確保する重要な役割を果たしていることなどにつ

いて理解することとなっております。

また、こうした学習に加え、各学校が目標や内容を定めることとなっている総合的な学習の時

間において、農業を学習課題に設定して調査や体験活動を行っている学校もあり、美唄市内の小

学校では、生きる力やふるさとを愛する心を育むことを目的として、田植や生育観察、稲刈りな

どの農業体験などを行っていると承知しております。

このほか、道内では、当麻町において、米や地域の特産物の栽培活動や農舎を活用した農業の

歴史学習を行う「田んぼの学校」、壮瞥町において、地域の農業に携わる方の協力を得た果物栽

培や収穫、調理を行う体験活動など、地元の産業に関わる多様な学習が行われております。

○渕上綾子委員 食料基地・北海道において、農業を次世代に引き継ぐことは重要です。教職員

の働き方改革の件はあると思いますが、子どもたちが農業に触れる機会をつくろうとする取組は

大限応援すべきと考えます。所見を伺います。

○鈴木一磨副委員長 教育長倉本博史君。

○倉本教育長 農業に関する学習などに関し、今後の取組についてでありますが、子どもたちが

身近な地域の自然環境や文化、産業などについて、地域の施設や人材等を効果的に活用した体験

的な学習などを通して理解を深めることは、子どもたちが地域の魅力や課題などを知り、地域の

構成員の一人としての意識や北海道に対する愛着や誇りを育む上で重要です。

このため、道教委といたしましては、今後も、北海道の豊かな自然や文化、農業や観光をはじ

めとする産業などの教育資源を活用した体験活動などに取り組んでいる学校の実践や指導のポイ

ントを全道の学校に紹介し、地域の環境を生かした学習活動が一層充実するよう取り組んでまい

ります。

○鈴木一磨副委員長 渕上委員の質疑並びに質問は終了いたしました。

議事進行の都合により、このまま暫時休憩いたします。

午後２時３分休憩

午後２時５分開議

○鈴木一磨副委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。

教育委員会所管に関わる質疑並びに質問の続行であります。

白川祥二君。

○白川祥二委員 通告に従い、順次質問してまいります。

初めに、公立高校配置計画案について伺います。

少子化に伴い、公立高校の統廃合が加速しています。道教委が示した公立高校配置計画案は、

３年連続で１年生が20人未満だった奈井江商業高校を2026年度に募集停止にするなどとしていま

す。閉校すれば、人口流出を招くとして、地元自治体は危機感を強め、生徒確保策を講じていま
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すが、限界もあります。生徒が減ったから閉校するという従来の手法のままでは、将来、地方か

ら高校が消滅しかねない状況にあります。

そこで、以下、伺います。

初めに、今春の中学卒業者数について、ピーク時と比較してお示し願います。

○鈴木一磨副委員長 道立学校配置・制度担当課長手塚和貴君。

○手塚道立学校配置・制度担当課長 中学校卒業者数についてでありますが、本道における本年

３月の中学校卒業者数は４万1176人であり、昭和60年以降 多であった昭和63年３月の９万2222

人と比較し、５万1046人、55％減少しております。

○白川祥二委員 次に、全日制の公立高校数について、過去20年間の減少数とともにお示し願い

ます。あわせて、１学年１学級の高校数もお示し願います。

○手塚道立学校配置・制度担当課長 学校数等についてでありますが、本道の本年４月における

全日制の公立高校は210校であり、20年前の平成15年４月における269校と比較して、59校、22％

減少しております。

また、本年度、第１学年１学級の高校は62校であり、20年前の35校と比較して、27校、44％増

加しております。

○白川祥二委員 次に、公立高校の設置指針について伺います。

中学卒業者数の減少に伴い、高校数も減少する中、道教委は、今春、高校を取り巻く環境の変

化に対応し、教育機能を維持するため、公立高校の設置指針を５年ぶりに改定していますが、そ

の概要について簡潔に説明願います。

○手塚道立学校配置・制度担当課長 指針の概要についてでありますが、改定前の「これからの

高校づくりに関する指針」では、社会の変化や時代の要請に応える高校づくりを進めることや、

中高一貫教育校や単位制高校といった特色ある学校の導入、１学年４学級から８学級の望ましい

学校規模を維持するための再編整備、地域連携特例校などの小規模校に関する再編整備やその留

保についての取扱いなどを定めておりました。

改定した指針では、新たに、地学協働の推進など、地域における教育機能の維持向上、普通科

新学科の設置など、生徒のニーズや社会の変化に対応できる活力と魅力のある高校づくりなどの

考え方を示したほか、一定の圏域内で高校が担う役割や配置の在り方などについて協議を行う仕

組みの導入、地域連携校などに対して、道教委と地域が連携して、高校の特色化、魅力化に取り

組む集中取組期間の設定などを盛り込んだところでございます。

○白川祥二委員 再編対象の高校の基準を緩和した、再編対象の高校も圏域全体の調整次第で存

続を図ることも選択肢となると明記するなど、指針上、小規模校について存続の余地を残したと

いうことは分かりました。

次に、小規模校の持つ可能性について伺います。

小規模校は、集団活動は難しいものの、きめ細やかな指導が可能です。都市部の大規模校など

で不登校となった生徒を受け入れるなど、公教育の重要な役割を果たしている面もあります。数
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の論理だけで、なくすべきではないと考えますが、所見を伺います。

○鈴木一磨副委員長 道立学校配置・制度担当局長齊藤順二君。

○齊藤道立学校配置・制度担当局長 小規模校についてでございますが、高等学校において生徒

一人一人がその可能性や能力を 大限に伸ばしていくためには、互いに学び合い、切磋琢磨でき

る環境が大切であり、小規模化が進んだ場合は再編整備について検討することが必要と考えてお

ります。

しかしながら、地域創生における高校の役割なども踏まえ、一律に再編整備を進めるのではな

く、地域連携校のほか、農業、水産、看護、福祉に関する学科を置く高校については、在籍者が

20人未満となった場合であっても、一定の期間、再編整備を留保し、道教委が地域と一体となっ

て特色化や魅力化に取り組み、入学者確保を図ることとしており、小規模校においても教育環境

の充実を図り、地域とつながる活力と魅力のある高校づくりを進める考えでございます。

○白川祥二委員 次に、小規模校を支える仕組みづくりについて伺います。

通学圏内にある複数の市町村、道教委、民間が、それぞれ維持すべき高校の数や各校の規模、

役割を徹底的に議論し、小規模校でも可能な限り連携して支える、そんな仕組みを整えるべきだ

と考えますが、所見を伺います。

○鈴木一磨副委員長 学校教育監山本純史君。

○山本学校教育監 小規模校の在り方についてでありますが、本道においては、高校の小規模化

が進む中、学校と地域が連携協働し、生徒に選ばれる魅力ある高校づくりを推進していくことが

求められておりますことから、このたび改定した指針において、通学区域などの一定の圏域単位

で、関係市町村の参画を得ながら、将来を見据えた高校づくりを地域とともに考える仕組みを示

したところでございます。

道教委といたしましては、圏域での協議において、圏域内の高校が担うべき役割や高校の魅力

化、多様な学習ニーズに応える高校配置の在り方などについて協議を行い、その結果を配置計画

に生かすことで、圏域における高校の教育機能の維持向上を図ってまいります。

○白川祥二委員 生徒が減った道立高校の中には、市町村立化し、地域色豊かな教育を推進して

存続を図る事例もあります。

例えば、三笠高校は、食物調理科を設け、生徒が地場産品を使ったレストランを運営、奥尻高

校は、スキューバダイビングや防災の授業を展開し、生徒を全国から募集しています。さらに

は、高校は地域活性化の役割も担っています。

本道教育の中枢を担う道教委として、自治体がこうした取組を円滑に進められるよう、知事部

局と連携を図りながら、国などに対して積極的に働きかけを行っていただくよう強く申し上げて

おきたいと思います。

次に、教員の働き方改革について伺います。

教員の長時間労働が常態化しており、抜本的な業務削減が急務となっています。

文部科学省が昨年度実施した勤務実態調査によりますと、公立の中学校で77％、小学校で65％
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の教員が、国の指針で残業時間の上限とされる月45時間以上働いていました。また、残業が月80

時間の過労死ラインに達した教員は、６年前の前回調査より減ったものの、中学校で37％に上

り、小学校でも14％でした。

そこで、以下、伺います。

初めに、教員の成り手不足についてでありますが、文科省は、働き方改革を掲げ、仕事のスリ

ム化を図ってきましたが、労働環境の改善には程遠い状況です。学校現場では、長時間労働の悪

影響が目立っており、若手を中心にメンタル面の不調による休職者が増え、教員の成り手不足も

深刻化しています。

こうした事態について、道教委としてどのように受け止め、どのような対策を講じてきたの

か、伺います。

○鈴木一磨副委員長 働き方改革担当課長中嶋英樹君。

○中嶋働き方改革担当課長 学校における働き方改革などについてでありますが、教員が健康で

やりがいを持って働くことができる職場環境は、子どもたちの学びの充実はもとより、優秀な教

員を安定的に確保していく上でも極めて重要です。

そのため、道教委では、これまで、教員の業務軽減に向けて、学校行事の精選などの促進や学

校に関わる施策の見直し、教員業務支援員などの支援スタッフの活用などにより、学校における

働き方改革を進めてきたほか、研修やセミナーなどを通じた心の健康への意識づけ、家族、同僚

なども含めた誰もが気軽に相談できる心の健康相談室などの相談体制の充実などにより、教員の

メンタルヘルス不調の未然防止、早期対応に努めてきました。

しかしながら、依然として長時間勤務の教員が多いことから、教員が生き生きと誇りを持って

働くことができる魅力ある職場となるよう、働き方改革の取組をさらに加速させるとともに、地

域や大学、関係機関との連携を一層深め、教員の確保に取り組んでまいります。

○白川祥二委員 次に、教職員給与等特別措置法の見直しについて伺います。

1971年に制定された教育職員給与等特別措置法、いわゆる給特法の見直しも重要な課題です。

この法律に基づき、公立校の教員には基本給の４％が教職調整額として支給される代わりに、

残業代は、原則、支払われていません。このため、管理職による勤務時間の管理が甘くなり、長

時間勤務が増える一因と指摘されてきています。

この問題に対する道教委の認識と今後の対応について伺います。

○鈴木一磨副委員長 教職員局長谷垣朗君。

○谷垣教職員局長 給特法についてでございますが、給特法は、教員の職務と勤務態様の特殊性

に基づき制定されたものでございますが、管理職の時間外勤務命令に基づく業務を、災害時の対

応など超勤４項目のみとする現行の規定は、教員の時間外勤務を抑制する動機づけを奪っている

といった指摘がございまして、こうした観点から、給特法の見直しなどに向けた検討が必要と考

えております。

現在、国におきましては、教員確保のための環境整備に向けた方策の検討を進める中で、教職
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調整額や超勤４項目の在り方も含めた、教員の処遇改善について議論が行われておりまして、道

教委といたしましては、こうした国の動向を注視いたしますとともに、引き続き、教員の勤務実

態を踏まえた給特法の見直しなどの検討について国に要望してまいります。

○白川祥二委員 ただいま御答弁いただきましたけれども、課題の抜本的な解消に向けて業務の

削減につなげるための議論を進めることはもとより、教員の定数を見直し、人員を手厚く配置す

ることが も有効と考えます。国への積極的な働きかけなど、より一層の尽力をお願いしておき

たいと思います。

次に、生成ＡＩについて伺います。

現在、学校現場においては、チャットＧＰＴなどの生成ＡＩ、いわゆる人工知能の取扱いをめ

ぐり、戸惑いが広がっています。ＡＩがインターネット上の情報を集めて即座に文章をつくるこ

とができるため、本人が書いたものなのか、ＡＩによるものなのかを見分けるのは難しいとされ

ております。

そこで、問題点などについて具体的に伺います。

まず、思考力や表現力についてでありますが、作文などの学習で重要なのは、自分で主張や構

成を考えたり、言いたいことが伝わるように文章を推敲したりする過程です。それを省略した場

合、思考力や表現力が身につかないおそれがあります。

こうしたことに対する道教委としてのお考えをお聞かせ願います。

○鈴木一磨副委員長 義務教育課長兼幼児教育推進センター長遠藤直俊君。

○遠藤義務教育課長兼幼児教育推進センター長 思考力等の重要性についてでありますが、生成

ＡＩを使いこなしていくためには、各教科等で学ぶ知識や文章を読み解く力、物事を批判的に考

察する力、問題意識を常に持ち、問いを立て続けることや、学びに向かう力、人間性等の涵養が

これまで以上に重要になると認識しております。

そのため、体験活動の充実をはじめ、教育活動におけるデジタルとリアルのバランスや調和に

一層留意する必要があると考えております。

○白川祥二委員 次に、知的な成長の妨げについて伺います。

誤った情報を基に、ＡＩが間違った答えを出す場合もあります。不適切な使用が広がれば、知

的な成長を妨げるおそれもあります。これについての所見を伺います。

○遠藤義務教育課長兼幼児教育推進センター長 生成ＡＩの教育利用についてでありますが、教

育現場では、例えば、生成ＡＩが宿題に使われ適切な評価が損なわれる、作文やレポートに生成

ＡＩを使うことで児童生徒の創造性等が低下する懸念があるなどの喫緊の問題があると承知して

おります。

一方で、生徒の理解度に合わせて教え方を調整する、評価テストを簡易に生成し、学習効果を

きめ細かく確認する、ＡＩとの対話的な教育方法を導入するなど、生成ＡＩをうまく活用した教

育を進めていくことで、ＡＩの利用により教育効果が上がり、教員の負担も軽減できる可能性が

あることから、各学校においては、こうした生成ＡＩの性質や教育活動で利用する際のメリッ
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ト、デメリットを踏まえる必要があると考えております。

○白川祥二委員 次に、学習の活性化について伺います。

ＡＩが提示する様々な見解は、議論のたたき台となり、大きな可能性を秘めており、使い方次

第では学習の活性化に大いに役立つとの声もあります。

このことに対する道教委の認識と今後の対応について伺います。

○鈴木一磨副委員長 学校教育局長川端香代子君。

○川端学校教育局長 今後の対応等についてでありますが、学習指導要領では、情報活用能力を

学習の基盤となる資質、能力と位置づけ、情報技術を学習や日常生活に活用できるようにするこ

との重要性を示しており、児童生徒に対し、新たな情報技術であり、多くの人が活用する生成Ａ

Ｉがどのような仕組みで動いているかという理解や、どのように学びに生かしていくかという視

点を意識的に育てていく姿勢が重要であります。

また、国のガイドラインでは、教育活動や学習評価の目的を達成する上で、生成ＡＩの利用が

効果的か否かで判断することを基本とすると示されており、各学校において、こうした点を十分

踏まえた上で利用の可否について判断する必要があると考えております。

道教委としては、国のガイドラインを参考に、各学校が生成ＡＩの特性等について理解を深

め、適切な利用がなされるよう指導助言してまいります。

○白川祥二委員 今の時代、もちろん、メリット、デメリットを踏まえた上でのことですが、子

どもたちにＡＩリテラシー教育を施すことは欠かせないことだと思います。

いずれにしても、子どもたちの主体的な学びをＡＩが健全にサポートできる仕組みづくりを早

急に築けるよう、新しい技術の可能性とリスクをしっかりと見極めていく必要があるということ

を強く申し上げておきたいと思います。

次に、次世代半導体開発・製造のラピダスの千歳進出を受け、苫小牧市内の理系の高校や高専

が、生徒の将来の有望な就職先として期待を寄せています。半導体の基礎を教える授業を始める

学校もあり、地理的に近い苫小牧の生徒にとって進路の選択肢が増えそうです。

これまでのところ、同社の小池淳義社長は、千歳の半導体工場の雇用規模について、技術者は

500人から600人で、その他の従業員を含め、全体で1000人規模との見通しを明らかにしており、

政府も、ラピダスを次世代品量産の重要拠点と位置づけ、知事や道内経済界も協力姿勢を示す

中、道教委として、今後、人材教育にどのように取り組んでいくのか、ビジョンがあればお聞か

せ願います。

○鈴木一磨副委員長 指導担当局長山城宏一君。

○山城指導担当局長 人材育成についてでありますが、道教委では、これまで、各教科での学習

を実社会での問題発見・解決に生かしていくための教科等横断的な教育を推進するＳ－ＴＥＡＭ

教育推進事業において、高校生のＩＴ、データサイエンスに関するリテラシーの向上や、言語能

力や情報活用能力、問題発見・解決能力の育成に取り組んできたところです。

今後は、この事業において、大学や研究機関等との連携を一層深めることや、道外の生徒との
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探究活動を通じた交流機会を確保することなどにより、生徒の探究活動への参加意欲や実社会で

必要とされる資質、能力のさらなる向上を図るほか、産業界、教育機関、行政機関などで構成す

る北海道半導体人材育成等推進協議会と連携し、半導体産業の魅力発信として小・中・高校生向

けＰＲなどに取り組むとともに、ＩＴ企業などの技術者を講師に招く道立高校での出前講座の機

会を拡充するなどして、半導体関連産業を含めた次世代の産業を担う人材の育成に努めてまいり

ます。

○白川祥二委員 次に、学校と警察との連携について伺います。

いじめ防止対策推進法が成立してから10年が経過しましたが、状況は一向に改善されていませ

ん。法律施行後、いじめの認知件数は３倍以上に増加、重大事態の発生件数も増加傾向にありま

す。

こうした中、文科省は、こども家庭庁の発足を前に、各地の教育委員会に対し、児童や生徒に

重大な被害が生じるおそれのあるいじめが起きた場合、警察にすぐ相談、通報するよう通知を発

出しています。

無理やりズボンを脱がせる、下着姿の動画を送らせるといった例を挙げ、警察に相談、通報す

べき行為を示していますが、一方で、犯罪者扱いするのかといった関係する児童生徒や保護者の

態度を硬化させるなどのリスクもあります。

そこで、何点か伺います。

まず、事前の検討について伺います。

学校や教育委員会は、問題が起きる前の平時において、子どもにとって 善の対応は何か、ど

こまで自力で解決し、どうなったら警察と連携するのかといったことなどについて事前にしっか

りと検討しておく必要があると思いますが、所見を伺います。

○鈴木一磨副委員長 生徒指導・学校安全課長大槻直広君。

○大槻生徒指導・学校安全課長 学校と警察との連携についてでありますが、各学校において

は、いじめ事案が発生した際、警察に相談、通報すべきかを的確に判断する必要があることか

ら、道教委では、北海道いじめ防止基本方針において、警察への相談、通報に係る基本的な考え

方や、学校において生じる可能性がある犯罪行為等として、暴行や傷害、強制わいせつなど、い

じめの対応に応じた刑罰法規や具体例を示し、各学校や市町村教育委員会が適切に対応できるよ

う指導助言してまいりました。

また、本年２月に、いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携等の徹底について通知を

発出し、その中で、学校・警察連絡員の指定の徹底や学校警察連絡協議会等の活用について指導

助言したところであります。

○白川祥二委員 次に、保護者への事前説明について伺います。

学校は、保護者に対して、あらぬ誤解を招くことのないよう、事前に十分に説明しておく必要

があると思いますが、所見を伺います。

○大槻生徒指導・学校安全課長 保護者への説明についてでありますが、道教委では、本年３月
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に、保護者向け資料「警察と連携した「 いじめ問題 」への対応」を作成し、学校で、いじめ行為

のうち、犯罪行為として取り扱われるべき行為が発生した際には、被害を受けた児童生徒の命や

安全を守ることを 優先に対応するため、直ちに警察に相談、通報し、連携して対処することを

示した上で、こうした内容を入学式、始業式や保護者会等の様々な機会を捉えて全ての児童生徒

と保護者に周知するよう、学校及び市町村教育委員会に指導助言してまいりました。

○白川祥二委員 次に、専門家の活用について伺いますけれども、学校や教育委員会が主体的に

問題の解決を目指すのが基本ですが、社会が複雑化する中、自治体の福祉担当者やスクールロイ

ヤーといった専門家の力を活用することが求められていますが、こうした専門家の活用状況につ

いてお聞かせ願います。

○鈴木一磨副委員長 生徒指導・学校安全担当局長伊藤伸一君。

○伊藤生徒指導・学校安全担当局長 専門家の活用についてでありますが、道教委では、昨年10

月に、学校や教育委員会だけでは解決が困難な事案に対して、指導主事と弁護士や臨床心理士な

どの専門家から成る支援チームの体制を整備したところであり、その後、学校の初期対応により

生じた保護者間のトラブル対処への法律上の助言や、被害者及び加害者への指導、援助に関する

心理面での助言などの対応を行ってきたところでございます。

学校からは、専門的見地からの助言を受け、組織的かつ多角的に対応でき、複雑化、深刻化し

た事案の解決に向けて道筋を整理できたなどの声がありました。

道教委といたしましては、今後も、いじめが複雑化するなどの事案に即して、専門家の知見を

活用する実効性あるいじめ対策を講じるなど、一層の危機感を持って取り組んでまいります。

○白川祥二委員 教育現場がいじめに適切に対応するためには、やはり、先ほどの質問でも触れ

ましたが、何といっても教員の働き方改革は欠かせません。しっかりと取り組んでいただきたい

と思います。

後に、学校図書館について伺います。

学校図書館法は、図書施設の設置を義務づけ、整備や充実を図るよう求めていますが、資料の

整備も不十分な学校が複数存在していることがメディアで報道されています。さらには、学校や

地域による充実度の格差もあり、子どもが主体的に学ぶ権利を保障する学習権が侵害されている

おそれがあると指摘する専門家もいます。

そこで伺います。

学校や地域による学校図書館の充実度の格差について、道教委としてどのように認識し、その

解消に向け、どのように対応していくのか、伺います。

○鈴木一磨副委員長 社会教育課長伊藤直人君。

○伊藤社会教育課長 学校図書館についてでありますが、国の学校図書館の現状に関する調査で

は、学校図書館における図書や資料の整備状況、新聞の配備状況等について市町村間で差が見ら

れることから、学校等における読書活動を充実させる意義や重要性について理解を深めていただ

くことが必要であります。
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このため、道教委では、これまで、学校図書館の読書環境の整備があまり進んでいない市町村

を訪問し、環境整備に係る地方財源措置などについて説明を行い、積極的な取組を促してきてい

るほか、各市町村教育委員会に対し、学校図書館に関する様々な事例の情報提供や助言を行って

まいりました。

こうした取組に加え、今年度は、図書や新聞等の蔵書の整備の流れや図書整備に従事する司書

教諭や学校司書等の具体的な役割を示したリーフレットを作成、配付するなど、市町村教育委員

会や学校等に一層の働きかけを行い、児童生徒の学びを支える学校図書館の資料等が充実するよ

う取り組んでまいります。

○白川祥二委員 学校図書館がより一層利活用しやすくなるように、その環境の整備充実に向

け、今後どのように対応していくのか、伺います。

○鈴木一磨副委員長 生涯学習推進局長村上由佳君。

○村上生涯学習推進局長 今後の対応についてでありますが、近年、情報化の進展やメディアの

発達、普及などを背景として、児童生徒の読書離れが指摘されているとともに、感染症拡大の影

響による学校図書館の利用制限や新しい生活様式の確立などにより、子どもの読書環境が急激に

変化をする中、学校図書館においては、授業や様々な学習活動を通して計画的に利活用し、主体

的、対話的で深い学びの実現や、児童生徒の情報活用能力の育成を図ることが期待されておりま

す。

このため、道教委では、本年３月に策定しました北海道子どもの読書活動推進計画第５次計画

において、学校図書館の利活用の支援に従事する学校司書の配置促進や担当職員等を対象とする

研修会の実施、１人１台端末との連携などＩＣＴ化の環境整備、保護者やボランティア、公立図

書館、民間団体等との連携などを今後５か年の重点的な取組として位置づけたところであり、児

童生徒が様々な本にアクセスしやすい環境整備が進み、各学校で積極的に学校図書館の利活用が

図られるよう働きかけてまいります。

○白川祥二委員 次に、司書教諭有資格者の採用状況などについて伺います。

令和３年第３回定例会における私の一般質問で、学校図書館について、道内では、学校図書館

の根本的な課題として、図書館に司書ら専門知識を持つ担当者を配置している学校が少ないこと

から、学校図書館における専門的知識を持つ担当者の配置の考えやＩＣＴの積極的活用について

の所見を求めたのに対し、教育長は、司書教諭については、有資格者を積極的に採用するほか、

定期人事異動において、学校図書館法などで定める基準該当校に有資格者を優先的に配置する、

また、ＩＣＴを活用した学校図書館運営の効果的な事例を示し、学校での実践を促している旨、

答弁されましたが、その後の司書教諭有資格者の採用状況やＩＣＴを活用した学校図書館の運営

状況についてお聞かせ願います。

○伊藤社会教育課長 司書教諭有資格者の採用状況等についてでありますが、道教委では、司書

教諭の有資格者を積極的に採用しており、毎年、定期人事異動において、司書教諭を置かなけれ

ばならない学校には優先的に有資格者を配置しております。
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また、ＩＣＴを活用した学校図書館の運営状況について、令和４年度の道教委の調査では、蔵

書をデータベース化している学校の割合が全校種で80.2％、蔵書をデータベース化し、かつ、図

書貸出し等を電子管理している学校の割合が全校種で69.3％であり、先進的な学校の取組とし

て、町立図書館と学校図書館の電子管理システムをつなぎ、双方で図書の貸出し、返却を確認で

きるよう整備している事例や、市内全校で児童生徒の１人１台端末を用いて市立図書館の電子図

書を利用できるよう整備している事例がございます。

○白川祥二委員 後に、学習権の侵害について伺います。

学校現場ではデジタル教材が普及しつつありますが、情報活用能力を育む図書室の役割は増し

ています。図書室の設置や整備が不十分なケースは特別支援学校でもあり、一部の専門家から

は、貧富の差や障がいの有無にかかわらず、全ての子どもに自発的に学ぶ権利があり、その中心

となるのが学校の図書室で、格差を漫然と放置している現状は学習権の侵害に当たるといった指

摘の声も出ています。こうした指摘に対する教育長の所見を伺います。

○鈴木一磨副委員長 教育長倉本博史君。

○倉本教育長 学びを支える学校図書館についてでありますが、学校図書館は、児童生徒の読書

活動、読書指導を支える場であるとともに、学習活動を支援する学習センターとしての機能や、

情報収集・選択・活用能力を育成する情報センターとしての機能を有しており、学校教育におい

て欠くことのできない基礎的な設備であることから、道内全ての学校において、それらの機能を

十分に発揮し、児童生徒の学びを支えることが重要です。

このため、道教委では、今後５か年の重点的な取組として、新たに、読書環境の整備を担う学

校司書の配置や運営体制の整備、蔵書のデータベース化の導入や電子書籍の導入の検討、障がい

の有無にかかわらず、誰でも利用しやすい書籍や設備の整備などを位置づけるとともに、取組の

進捗状況を確認できる目標指標を設定し、本道の全ての児童生徒が、いつでもどこに住んでいて

も豊かな感性や表現力、創造力を伸ばし、健やかに成長していける学習環境の整備が図られるよ

う取り組んでまいります。

○白川祥二委員 一部の学者から、学習権の侵害ですよと、そんなことを言われないように、よ

ろしくお願い申し上げ、私の質問を終わります。

○鈴木一磨副委員長 白川委員の質疑並びに質問は終了いたしました。

荒当聖吾君。

○荒当聖吾委員 それでは、通告に従いまして、以下、教育庁所管事項について伺ってまいりま

す。よろしくお願いいたします。

まず、北海道における夜間中学の在り方についてでございます。

2016年に教育機会確保法が施行され、国においては、全ての都道府県、指定都市に少なくとも

一つの夜間中学が設置をされるよう取組が行われており、現在は17都道府県に44校あるものと承

知をしております。

北海道においては、昨年、札幌市立星友館中学校が開校し、札幌市近郊に居住されている方も
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通学できるということで一定の評価をしているところでありますが、この広い本道においては、

星友館中学校に通いたくても、遠方のため、通学できない方も当然いらっしゃるものと思われま

す。

私ごとで恐縮ですが、私は夜間定時制高校に勤務した経験がございます。定時制高校は多様な

生徒さんを受け入れることができる学校であり、例えば、本道に設置されている各市町の定時制

高校の施設を活用して全道各地の定時制高校内に夜間中学の機能を置き、その役割を担わせるこ

とができないものかと考えております。また、その実現に時間がかかるのであれば、オンデマン

ドのオンライン授業を展開するべきだと考えますが、いかがでしょうか。

いずれにしても、道教委は、様々な事情により、学齢期に学びたくとも十分学べなかった方々

への教育機会の確保についてどのように取り組まれてきたのか、伺います。

○鈴木一磨副委員長 義務教育課長兼幼児教育推進センター長遠藤直俊君。

○遠藤義務教育課長兼幼児教育推進センター長 夜間中学についてでありますが、広域分散型の

本道において、学齢期に様々な理由で学校に通えなかった方など、義務教育段階の学びを求める

方々に学習機会を保障するためには、地域の実情とニーズに応じた検討を進めていくことが大切

であります。

道教委といたしましては、学識経験者や市町村教育委員会、自主夜間中学等で構成する、夜間

中学等に関する協議会において、公立夜間中学である星友館中学校における取組の成果をはじ

め、道内の自主夜間中学の実践や教育委員会との連携の在り方などについて情報交換を行ってま

いりました。

また、令和３年度からは、夜間中学等に関する協議会ワーキンググループを設置し、本道の広

域性を踏まえた学習機会の確保に向けて、主に遠隔教育を議題として検討を行い、昨年11月に、

学び直しを希望する方々へのＩＣＴを活用した授業の有効性を検証する目的で、星友館中学校や

自主夜間中学の協力によりオンライン授業を試行実施いたしました。

○荒当聖吾委員 次に、今後の取組についてであります。

本道には、公立夜間中学の星友館中学校のほか、学び直しの場として、民間の自主夜間中学等

が、札幌市のほか、比較的規模の大きな地域に４か所あるものと承知をしております。

広域な本道において、義務教育段階の学び直しを希望する方々がこうした学校等に通学するこ

とは難しい状況にあるものと考えます。しかし、学校は、クラスメート、学友、同窓の友など、

人と人との温かみのある学校生活やその思い出なども必要かと思われます。

その上で、広大な北海道で通学に課題があるのであれば、さきに申したオンライン授業をより

よいものにしていく必要があると考えます。

道教委として、今後どのように取り組まれるのか、伺います。

○鈴木一磨副委員長 学校教育局長川端香代子君。

○川端学校教育局長 今後の取組についてでありますが、道教委では、試行的に実施したオンラ

イン授業について、受講者へのアンケートや実施に関わった方々と意見交換を行いましたとこ
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ろ、配信の授業でもある程度理解できた、楽しく参加できたなどの効果が見られた一方、声が聞

き取りにくかった、習熟の程度など生徒の多様性に対応する手だてが必要といった改善を要する

意見なども寄せられました。

道教委といたしましては、こうしたオンライン授業の可能性や課題を踏まえ、広域な本道にお

いて生涯にわたる学びの機会を提供する観点から、オンラインによる学習プログラムや夜間中学

の学習内容を配信することについて、試行実施する地域や方法を検討してまいります。

○荒当聖吾委員 定時制、定時制と言っているのですが、採用していただけないので、３度目を

申し上げますが、私は、定時制高校内に夜間中学の機能を置くべきだと申し上げております。し

かし、今日明日にそれが可能ではないということもよく承知をしております。今では、グループ

ＬＩＮＥなどのＳＮＳも発達しており、クラスメートとコミュニケーションを取りながら切磋琢

磨することも可能だと思います。オンラインによる学習プログラムの充実をよろしくお願いした

いと思います。

次に、道教委の障がい者雇用について伺います。

道教委では、障害者の雇用の促進等に関する法律を受け、令和２年４月に北海道教育委員会障

がい者活躍推進計画を策定し、障がい者の雇用や障がい者が働きやすい職場環境づくりに取り組

んでいるものと承知をしております。あわせて、道庁や企業も、同じく、障がい者雇用について

取り組まれているものと承知をしております。

障がいをお持ちの方の就労は、本人の自立と社会参加の重要な柱でありますとともに、誰もが

その能力を存分に発揮して活躍できる共生社会の実現に欠かせないものと考えます。

そこで、以下、伺ってまいります。

まず、障がい者雇用の現状についてであります。

道教委の推進計画では、障がいのある職員の雇用率を法定雇用率とする数値目標が掲げられて

おりますが、直近と５年前において、障がいのある職員の数、また、法定雇用率に対して実雇用

率がどのようになっているのか、伺います。

○鈴木一磨副委員長 総務課長岡内誠君。

○岡内総務課長 障がいのある職員の雇用率などについてでございますが、平成29年度におきま

して、学校の教職員を含め、道教委が任用しております職員のうち、障がいのある職員数は637

名、法定雇用率2.2％に対して実雇用率が2.11％であったところ、直近の令和４年度におきまし

ては、障がいのある職員数734名、法定雇用率2.5％に対しまして実雇用率が2.41％となっている

ところでございます。

○荒当聖吾委員 次に、これまでの取組についてであります。

道教委における対象職員数のほとんどが教員という状況の中、障害者手帳を持ち、かつ、教員

免許を保有している障がいのある方が潤沢にいらっしゃるとは考えにくいと承知しております。

こうしたことから、道教委では、相当な御努力をされてこられたのではないかと容易に想像で

きますが、これまでどのような取組を行ってこられたのか、伺います。



【第２分科会 ７月11日 第４号】

○鈴木一磨副委員長 総務政策局長伊賀治康君。

○伊賀総務政策局長 これまでの障がい者雇用の取組についてでございますが、道教委では、事

務職員の採用選考や教員採用選考検査において、障がいの種類や程度に応じた選考方法による特

別選考を実施するほか、実習助手や寄宿舎指導員、非常勤職員に採用職種を拡大するとともに、

教員養成大学に対して入試における配慮について協力要請を行うなど、法定雇用率の達成に向け

て取り組んでまいりました。

また、本庁及び各教育局に障害者職業生活相談員を配置し、外部機関と連携をしながら人間関

係や職場環境の整備などに係る相談に応じるとともに、各職場においては、直属の上司が個別に

面談を行い、職業生活に関する相談や日常的なサポートに当たるなど、障がいのある職員が安心

して働ける職場づくりに取り組んでまいりました。

○荒当聖吾委員 現状と取組について伺いました。

雇用されている職員数も増え続けている、実雇用率も法定雇用率に近づいてきているようです

が、あと僅かです。令和８年度には法定雇用率が2.9％になるとも伺っております。このまま継

続していただきますようによろしくお願いをいたします。

また、当然、障がいの度合いにもよりますが、障がいを持っていらっしゃる方が、文字どお

り、人一倍努力され、一人前の仕事をしようと御奮闘いただいているときに、気を遣い、ここで

はあえてちょっとこの単語を使いますが、余計なサポートをしてしまうことで、自分の能力を低

く評価された、かえって不当な扱いではないのかなどの御相談もありました。

御答弁にもありましたが、個別に面談を行い、どなたが何についてどれだけサポートが必要な

のか、個別具体のサポートのリクエストに対応できるようにお願いをいたします。

次に、今後の取組などについて伺います。

令和４年時点の厚生労働省の調査によりますと、都道府県の知事部局は46機関が法定雇用率を

達成する一方、都道府県教育委員会で達成しているのは26機関にとどまり、少々酷かもしれませ

んが、比較すると雇用が進んでいない状況にあるものと言わざるを得ません。殊さら非難はいた

しません。

学校現場では、本人と児童生徒や保護者等とのコミュニケーションが必要となる場面もありま

して、雇用に当たっては配慮や対応が難しい部分があるのかもしれませんが、身近なところで障

がいを持たれる方が働く環境を整えることは、教育上の効果も期待でき、また、今、インクルー

シブ教育という言葉もよく聞かれておりますが、積極的に取り組むべきではないでしょうか。

道教委として、障がい者雇用の意義についてどう認識をされ、今後どのように対応していかれ

るのか、伺います。

○鈴木一磨副委員長 教育部長北村英則君。

○北村教育部長 今後の取組などについてでありますが、障がいのある方の雇用は、障がいのあ

るなしにかかわらず、誰もがその能力と適性に応じた雇用の場に就き、地域で自立した生活を送

ることができるような社会の実現に寄与するほか、学校において児童生徒が障がいのある方と触
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れ合うことは、積極的な支援などの行動や人々の多様な在り方を理解し、共に支え合う意識の醸

成につながるものと認識をしております。

このため、道教委といたしましては、引き続き、令和２年４月に策定いたしました障がい者活

躍推進計画に掲げている取組により、障がいのある方が働きやすい職場づくりに努めるととも

に、事務職員の採用選考や教員採用選考検査などに当たり、道内各地で活躍する障がいのある教

員からのメッセージを紹介し、障がいのある方々の教員志望への意識を喚起するなど、法定雇用

率の達成に向けて取り組んでまいります。

○荒当聖吾委員 障がいを持つ方を雇用されるに当たり、上司や同僚教職員の相談体制を構築さ

れていること、また、外部団体とも相談できる体制が整っているとさきの答弁で伺って、ひとま

ずは安心をしております。しかし、何よりも障がいを持つ方が不安なく就労される、その環境づ

くりが大切であると考えております。

実際、ただでさえ忙しい学校現場におきまして、管理職をはじめ、さらに相談、援助の業務も

増加が見込まれるなど、よりお世話になるものと考えられますが、何より、障がい者の皆さんの

就労は御本人の自立と社会参加の重要な柱でもございます。

全ての方がその能力に応じて安心して働くことができる社会構築こそ、ノーマライゼーショ

ン、また、インクルーシブな社会にとって大切と考えます。お世話になりますが、どうぞよろし

くお願いをいたします。

さて、ここからは児童生徒さんの命に直接関わることでございます。さらにしっかりと議論を

させていただきます。

自殺予防の取組についてであります。

厚生労働省と警察庁の発表によりますと、2022年における小・中・高生の自殺者数は514名で

あり、1980年に統計を開始してから初めて500人を超え、過去 高となりました。

令和元年― 2019年、15歳から19歳で亡くなった人のうち、死因が自殺だった割合は47.8

％、２番目に多かった不慮の事故の17.3％を大きく上回っております。この数は、１日に１人以

上の子どもが自ら命を絶っているということであり、この現状は普通とは到底言えず、あっては

ならないことであるものと考えます。

政府は、2021年、自殺対策白書で、若い世代の自殺は深刻な状況にあると記しております。ま

た、10代の死因の第１位が自殺となっているのは先進７か国の中で日本のみでありまして、その

死亡率も他国に比べ高いものになっております。このようなことからも、10代の自殺予防の取組

については極めて重要な施策であります。

このような中、平成28年に改正をされました自殺対策基本法では、学校は心の健康の保持に係

る教育または啓発等を行うよう努めるとされたものと承知しております。学校現場では、熱心に

働かれる先生方、教職員が多忙を極める中、様々な場面で子どもたちの心に寄り添ってくださっ

ていることと考えますが、学校の先生が一人一人の子どもの自殺のリスクを見つけることは容易

ではありません。子どもたちの命、心を守るためには、生活時間の大半を過ごす場所である学校
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で子どもたちの心の悩みを酌み取ることが重要であると考えます。

そこで、以下、伺います。

まず、学校は子どもたちの心の状態をどのような方法で把握しているのか、伺います。

○鈴木一磨副委員長 生徒指導・学校安全課長大槻直広君。

○大槻生徒指導・学校安全課長 児童生徒の状態の把握についてでありますが、学校において

は、教職員が各教科の授業、朝や帰りの学級活動、休み時間など、様々な場面において児童生徒

の様子を観察することを通じて心の状態を把握しております。

また、道教委が北海道医療大学と連携して開発した児童生徒理解に関する子ども理解支援ツー

ルを活用することや、道教委が実施しているいじめの把握のためのアンケート調査の結果を確認

するなどして、児童生徒一人一人の心の状態をきめ細かに把握するよう努めております。

○荒当聖吾委員 支援ツールを活用していただくことは本当にありがたいと思っておりますが、

教職員が多忙を極める中、先生方が一人一人の子どもの自殺のリスクを見つけるのは容易ではあ

りません。私は、子どもたちの心の状態をどのような方法で把握していらっしゃるのかというふ

うに伺っているのです。それに対して、教職員が児童生徒の様子を観察して把握という御答弁を

いただいております。やっぱり、忙しくても忙しくても、先生方が見抜いていかなければいけな

いのかということであります。

残念ながら、これが現実なのかもしれませんが、どこまでも先生方を頼りとし、すがるという

言い方はおかしいですが、先生方に見抜いていただかなければ仕方がない、学校現場の現状であ

るというところであります。

だからこそ働き方改革を何としてもなし遂げていただいて、児童生徒の前にゆとりある気持ち

で立てる教育者環境の改善の必要があると思います。先生方に頼らざるを得ない状況であること

を御理解いただいて、働き方改革のほうも進めていただければと思います。

次に、心のケアについてであります。

学校教育においても、新型コロナウイルス感染症の影響は非常に大きいものであり、社会生活

の変化は子どもたちの心にも大きな影響を及ぼしており、鬱症状を抱えていたり、自殺や自傷行

為について考えたりする子どももいることと承知をしております。

本道において、こうした心の危機にある子どもたちに対し、きめ細やかな心のケアにどのよう

に取り組んでいかれるのか、伺います。

○鈴木一磨副委員長 生徒指導・学校安全担当局長伊藤伸一君。

○伊藤生徒指導・学校安全担当局長 児童生徒の心のケアについてでありますが、児童生徒が強

い孤立感や絶望的な感情などを持ち、危機的な心理状況に陥らないようにするためには、不安や

悩みなどを抱えたときに周りの大人にＳＯＳを出し、相談できるようにすることが重要であり、

道教委では、24時間受付の電話やメールのほか、気軽に相談できるＳＮＳによる相談窓口の開設

や、１人１台端末からいつでもアクセスできる「おなやみポスト」の全ての市町村における活用

など、児童生徒が相談しやすい環境を整備してきたところでございます。
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また、緊急に心のケアが必要な児童生徒を把握した際には、児童生徒への専門的な心理的支援

とその家庭を支援するため、学校にスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを緊急

派遣するとともに、学校と福祉、医療等の関係機関が連携したチームを構築するなど、子どもた

ちの心の変化を迅速かつ適切に把握し、対応してきたところでございます。

○荒当聖吾委員 自殺の行為の実行は、突発的、衝動的なことが多くございます。もう駄目だ

と、絶望を超えて実行に移してしまう。スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを

緊急派遣していただけるとおっしゃっておりますが、何人のカウンセラーやソーシャルワーカー

が、今、道教委にいらして、どれだけの時間で学校にたどり着き、そのチームを構築することが

できるのか、そして対応できるのか、少々心配をしております。

連絡をして、では、来週の何曜日、何時に伺いますでは、緊急とは言わないし、言えないと思

います。こちらからはお願いをするしかありませんが、くれぐれも大事な命を守るためによろし

くお願い申し上げます。

次に、学校における自殺予防の取組についてであります。

子どもたちの心に共感し、寄り添うことができる周囲の存在は多ければ多いほどよいものと考

えます。学校は、児童生徒の変化に気づきやすく、心の危機を抱えるときに働きかけもできる立

場にありますことから、教職員一人一人がゆとりを持って子どもたちの心に寄り添えるようにな

ることが大切だと考えます。

道教委では、教職員が子どものＳＯＳに気づき、寄り添うためにどのような取組をしてこられ

たのか、また、今後どのように取組を進められるのか、伺います。

○鈴木一磨副委員長 教育長倉本博史君。

○倉本教育長 自殺予防の取組についてでありますが、道教委では、初任段階教員研修や管理職

研修はもとより、毎年度、国の有識者等を講師とする自殺予防に関する研修を実施するなど、教

職員の指導力の向上に努めてまいりましたほか、保健体育や道徳、特別活動での指導計画や実践

例を取りまとめた指導プログラムや、児童生徒のＳＯＳの出し方とその受け止め方に関する研修

資料を、心理、医療の専門家の方々と協働して作成し、各学校での活用促進に取り組んでまいり

ました。

今後は、道教委の自殺予防教育検討会において、専門家の御意見を踏まえて、令和４年度に作

成いたしました児童生徒の心の変化を可視化できるアセスメントツールの学校での一層の活用促

進に取り組むなどして、学校において、教職員が児童生徒のＳＯＳに気づき、児童生徒の心のケ

アなど、心の危機に組織的に対応できるよう、自殺予防教育の充実に取り組んでまいります。

○荒当聖吾委員 心の変化を可視化できるアセスメントツールを新たに作成していただいたとい

うことにつきまして御礼を申し上げます。しかし、自殺予防の取組について伺いましたが、来年

度以降は北海道における児童生徒の自殺により命を落としてしまう事例はゼロにしますと言って

いただきたかったです。

冒頭にお話しいたしましたが、2022年における小・中・高生のうち、自殺者数は514名です。
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かわいい子どもが相談もできずに独りで悩み、そして、命を絶ってしまう、これほどの不幸があ

るでしょうか。

なぜ、自分の子どもが悩んでいたことを知ることが、激励してあげることが、共有すること

が、大丈夫だよと言ってあげることが、一緒に怒ってあげることができなかったのかと、文字ど

おり、永遠に悔やみ続けるところであります。

我が国にとっても、当然、当事者の保護者の方にとっても、全ての関係のある方々を不幸のど

ん底まで突き落とすこのことについて、来年はゼロにしますと言っていただきたかったところで

あります。

うちのかわいい子どもが学校で膝を擦りむいて帰ってきた、けがをした、仲がよかった友達と

けんかをして帰ってきたようだ、随分ふさぎ込んでいたが、翌日、元気に学校に向かった。よく

あることで、本当なら、ここら辺についても学校に説明を求めたい気持ちも少々あるかもしれま

せんが、まあ、ほほ笑ましい状況だと思います。

しかし、元気がなさそうだな、何かあったのかなと思っていた矢先に、いや、それすらも周囲

に思わせることなく、突然、命を絶ってしまう、これほど、保護者をはじめ、周りに深い傷を与

えることはございません。

答弁をいただき、様々な対策や対応方法を御提示いただきましたが、教育長の名において、自

殺者をゼロにする、私の責任において何としてもやり遂げると御答弁をいただきたかったところ

であります。

御尽力をいただいているのは重々承知しております。ただでさえ少子化で、少ない次代を担う

大事な大事なお一人お一人でございます。かけがえのない命を何としても守り抜くために、あま

ねく全ての先生方と児童生徒の命を何としても守るという気持ちを共有し、徹底し、御奮闘いた

だきますようにお願いを申し上げます。

少々感情的にもなりましたが、大事な問題であります。私も応援はちゅうちょをしない覚悟で

あります。お許しをいただき、引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

○鈴木一磨副委員長 荒当委員の質疑並びに質問は終了いたしました。

議事進行の都合により、暫時休憩いたします。

午後３時９分休憩

午後３時30分開議

○佐藤禎洋委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。

教育委員会所管に関わる質疑並びに質問の続行であります。

真下紀子君。

○真下紀子委員 初めに、特別支援教育について伺います。

本道の道立特別支援学校は、2023年度時点で66校設置されておりまして、幼児・児童生徒数は

5492人となっております。20年前の2003年度は3920人だったことと比べると、1.4倍となってお
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ります。

道教委は、これまで、幼児・児童生徒数の増加に伴い、教室不足、狭隘化への対策を行ってき

たと承知しておりますけれども、実態としては対策が生徒数の増加に追いついていません。

道教委は、特別支援学校の整備の現状の課題をどう認識しているのか、まず伺います。

○佐藤禎洋委員長 道立学校配置・制度担当局長齊藤順二君。

○齊藤道立学校配置・制度担当局長 特別支援学校の教室不足についてでありますが、道教委で

は、これまで、教室不足への対応として、校舎の増築や既存施設を活用した学校の新設、通学区

域の見直しなどにより必要となる普通教室は確保できておりますが、一部の学校において、そう

した対応を上回るペースで児童生徒数が増加し、依然として教室不足が続いている状況にあり、

令和３年９月に施行された特別支援学校設置基準も踏まえつつ、早急に対応しなければならない

課題と考えております。

○真下紀子委員 学校教育法第78条では、寄宿舎を設けなければならないと規定されています。

特別な事情による例外規定はあるのですけれども、道内66か所中、寄宿舎が設置されている学校

は何校になっていますか、また、全道で寄宿舎を利用している幼児・児童生徒数は何人ですか。

○佐藤禎洋委員長 道立学校配置・制度担当課長手塚和貴君。

○手塚道立学校配置・制度担当課長 寄宿舎の設置数などについてでありますが、道立特別支援

学校66校のうち、本年５月１日現在で寄宿舎を設置している学校は41校であり、1393人の幼児、

児童生徒が入舎しております。

○真下紀子委員 教室数の不足などと併せて、今回、寄宿舎のことについて重点的に質問したい

と思っているのです。

寄宿舎は、学校から遠距離に居住する児童生徒でも学校に通うことを保障する通学困難の解消

が目的の一つであるとともに、日常の生活での支援が必要な場合に入舎して、親元から離れて仲

間との生活を通じて、社会性や自立する力を育むといった教育入舎の役割も一つして全国的に認

知されております。

道教委は、寄宿舎の教育的意義、通学保障、就学保障とともに、とりわけ児童生徒の発達を支

援するという観点からの教育入舎の必要性についてどう認識しているのか、伺います。

○佐藤禎洋委員長 特別支援教育課長大畑明美君。

○大畑特別支援教育課長 道立特別支援学校の寄宿舎についてでありますが、寄宿舎は、居住地

が学校から遠隔地にあるなどの理由で通学が困難な幼児、児童生徒等が利用しており、また、将

来の自立と社会参加に向けた基本的な生活習慣や社会性を身につけるとともに、家庭的な雰囲気

の中、集団生活を通して人格形成を図ることができるなど、重要な生活の場としての教育的意義

を有するものと考えています。

○真下紀子委員 おっしゃるとおりなのです。

そして、寄宿舎生活を体験することによって、子どもと家庭が前向きに変化したという経験は

多く聞くところでありまして、本も出版されております。寄宿舎は、単に通学を保障するための



【第２分科会 ７月11日 第４号】

手段にとどまらず、日常生活を通じて自立する力や生活していく力など、独自の教育機能を発揮

していると言えます。

寄宿舎の教育的意義は大きいものと考えるわけですけれども、こうした寄宿舎における教育実

践の姿が多くの道民、とりわけ、これから特別支援学校を進路の一つにしようと考える児童生徒

や保護者に十分に伝わっていない現状があると考えます。

寄宿舎だからこそ行える教育の姿や、寄宿舎を利用した児童生徒の発達における変化が伝わる

形で、広く広報していく必要があると考えるわけですけれども、どう取り組むのか、伺います。

○大畑特別支援教育課長 保護者等への周知についてでありますが、保護者や幼児、児童生徒の

中には、寄宿舎生活を通じ規律ある生活リズムや社会性を身につけたい、集団生活を通じコミュ

ニケーション能力を高めたい等の理由により入舎を希望する場合もあり、各学校では、これまで

も、入学前の教育相談などにおいて、寄宿舎に入舎している幼児、児童生徒の生活の様子や集団

生活の意義、成長の様子などを説明してまいりました。

○真下紀子委員 障がいを持った子どもと共に暮らしている保護者の皆さんが、少し離れること

によって人間関係が非常によくなる、客観的に子どもを見ることもできて、成長を本当に喜び合

えるという関係も生まれるというふうに聞いております。

寄宿舎を利用することで、児童生徒の発達の大きな支えになったという声がある一方で、寄宿

舎利用に当たっては、通学スクールバスの対象外の地域しか利用できないという学校も現実にあ

ります。

寄宿舎を利用したい希望があっても、スクールバスの対象範囲の中であるために利用できない

でいるとか、バス停からかなり距離があって、毎日、送迎等の負担が保護者に発生するため、家

庭状況によっては仕事を諦めざるを得ない状況もあると考えられます。

児童生徒一人一人の発達に応じた支援や就学機会の保障が求められており、画一的な対応では

なく、個々の状況等に柔軟な対応が必要と考えるところです。寄宿舎利用を希望する児童生徒と

保護者の意向に 大限応えて対応すべきと考えるのですけど、いかがでしょうか。

○大畑特別支援教育課長 寄宿舎の利用についてでありますが、寄宿舎への入舎など寄宿舎の管

理に関する事項は、北海道立特別支援学校学則において校長が定めることとされており、寄宿舎

の利用については、居住地や保護者の要望等を踏まえながら入舎の可否を検討しております。

各学校においては、幼児、児童生徒の障がいの状態や保護者の登下校の送迎に係る負担など、

個々の状況を十分考慮し、可能な限り、幼児、児童生徒や保護者に配慮した対応を行っておりま

す。

○真下紀子委員 校長の判断によるところではあるのですけれども、やっぱり、画一的な対応を

しないということが非常に重要だと思うのです。各学校においては、可能な限り、幼児、児童生

徒や保護者に配慮した対応を行っているという答弁だったのですけれども、学校においては、入

舎を断るなど、画一的な対応を行っている学校や、基本的には受け入れるということを表明しな

がら、実際には入舎できないという現状もあると聞いております。
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このような状況があるのであれば、実態の把握が必要であって、本当に保護者や子どもの発達

のためにいい方法を選択できるようにするために、実態把握をして対応していくことが必要だと

考えるのですけれども、いかがですか。

○大畑特別支援教育課長 入舎等の実態についてでありますが、今後は、入学時に入舎希望があ

る場合に応じられないケース等について、登下校送迎の負担など、個々の状況を確認することを

検討してまいります。

○真下紀子委員 必要だと判断された場合は、寄宿舎の利用が選択できるように対応すべきだと

指摘をしておきます。

道内の特別支援学校寄宿舎については、その多くが、建築時期を同じくする学校とともに老朽

化が深刻な問題となっております。

道教委では、寄宿舎の改修、改築について、どのような方針の下でこれまで対応してきたので

しょうか。

○佐藤禎洋委員長 施設課長金田敦史君。

○金田施設課長 寄宿舎の老朽化対策についてでありますが、北海道ファシリティマネジメント

推進方針では、道有建築物等の長寿命化やライフサイクルコストの縮減に向けた取組を進めるた

め、予防保全型の計画的な修繕を推進することとしておりまして、道教委では、建築後、経過年

数に応じて大規模改造工事を実施するほか、耐用年数到達前に長寿命化診断を行い、必要に応じ

て長寿命化改修工事を実施しております。

○真下紀子委員 ファシリティマネジメント推進方針では、築47年目を迎える前に長寿命化診断

を行い、必要に応じて長寿命化改修工事を実施するということになっておりますけれども、長寿

命化工事を実施した後、建て替えについての検討というのはどのように行われるのでしょうか。

○金田施設課長 寄宿舎の長寿命化の検討についてでありますが、道教委では、施設の適正な保

全のため、北海道ファシリティマネジメント推進方針に基づき、鉄筋コンクリート造の校舎の場

合、建築後47年目を迎える前に長寿命化診断を行い、長寿命化改修工事を実施することとしてお

りますが、工事後につきましては、今後、道全体の道有建築物に係る取扱いの状況を踏まえ、対

応してまいります。

○真下紀子委員 教育施設の優先順位は高いと思いますよ。それで、私どもは帯広養護学校に視

察に行ってまいりました。2015年にも会派として視察調査を行っておりますけれども、そのと

き、天井の壁が落ちて、雨漏りが何か所も起こっていたわけですけれども、なかなか修繕されて

おりませんでした。そのことを指摘して、改善を求めたところ、さすがに、今回、天井と雨漏り

の改修はされていたのですけれども、2018年の大規模改修時には、寄宿舎の古くなった畳の張り

替えが予算が足りなくて実施できなかったということが分かったのです。ささくれ立った畳が洋

服につくのですよ。そんな環境に子どもを置いているということが分かりました。

また、学校によっては、大規模改修を行ったけれども、老朽化のために雨漏りが頻繁に発生し

ていて、応急措置程度しか行えないという実態もあるというふうに伺っております。
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道教委は、こうした実態をどう把握しているのか、学校からの要望の際には、現場職員の声が

十分に反映されて、改善されることが必要ではないかと考えますけれども、いかがでしょうか。

○佐藤禎洋委員長 総務政策局長伊賀治康君。

○伊賀総務政策局長 老朽化した学校施設への対応についてでございますが、道教委では、教育

活動の基盤となる学校での安全で安心な環境を確保するため、学校が毎年度作成する施設整備計

画書などにより、改修要望を把握し、計画的及び随時の改修などを行っております。

また、児童生徒の学校生活に支障を生じている場合などにつきましては、担当職員による現地

調査を行い、今後の修繕計画を見据えながら、臨時・応急的な対策を早急に検討するなど、学校

施設の劣化などにより教育活動や児童生徒の安全面に影響を及ぼすことのないよう、学校の実情

を踏まえて、緊急性や優先度を考慮しながら、良好な教育環境の確保に向けて整備に取り組んで

おります。

○真下紀子委員 本気で良好な教育環境の確保に向けて整備に取り組んでいるというのでした

ら、せめて畳は早急にリフォームすべきだというふうに思います。

それから、予算確保については、遠慮しないで、きちっと要求していただきたい。生徒が、自

分自身が大事にされているのだということを実感できるような施設整備を行っていただきたいと

いうことを申し上げておきます。

調査に伺って改めて実感したのですけれども、寄宿舎は、原則として複数人で生活するスタイ

ルとなっていました。プライベート空間はカーテン１枚で隔てられているのみで、プライバシー

が確保されているとは言い難い状況でした。特に、思春期の多感な時期の児童生徒が利用する寄

宿舎では、プライベート空間の確保は必要不可欠ではないかと考えます。今は、きょうだいでも

個室で暮らしているのが標準になっているようなライフスタイルですからね。

また、ＬＧＢＴＱの児童生徒が入舎することも想定されたと聞いております。仮に、そのよう

な事態となった場合、自分の性自認と異なる性別の生徒と同じ部屋で暮らすことの苦しみという

ものを考えられるでしょうか。これに対して、現場でどう対応したらいいのかという率直な悩み

も寄せられました。

授業空間における対応とともに、寄宿舎を利用した際に対応できる環境整備が必要でありま

す。施設整備が障がいに対する合理的配慮に追いついていない現状をどう認識して、どう是正し

ていくのか、伺います。

○佐藤禎洋委員長 特別支援教育担当局長堀籠康行君。

○堀籠特別支援教育担当局長 寄宿舎における配慮についてでありますが、道立特別支援学校の

寄宿舎は、複数名で１室を使用する舎室となっており、現在は、一部の学校において、寄宿舎生

の減少に伴い、１人１室の使用となっている場合があるものの、幼児、児童生徒の状況に応じて

間仕切りやカーテンなどによりプライベート空間の確保に努めております。

道教委としては、幼児、児童生徒の年齢や発達の段階、障がいの状況等に応じ、可能な限り個

々に応じた支援や合理的配慮がなされるよう、他県等の事例を提供するなどして各校の取組を支
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援してまいります。

○真下紀子委員 特別支援学校の生徒数は右肩上がりで増加している一方で、寄宿舎利用生徒数

は緩やかに下降しています。現状、通学を希望したり、インクルーシブ教育を希望するなど、様

々なニーズがありますけれども、一人一人の状況に応じた選択肢が取れることが重要でありま

す。その際、寄宿舎という選択肢を選べる環境を保障することも道教委の重大な責任でありま

す。

寄宿舎の果たす教育的役割は、通学困難の解消だけにとどまらず、発達困難を有する子どもや

親御さんを支える生活支援、発達支援の役割も併せ持っていると考えますが、教育長の見解を伺

いたいと思います。

特別支援学校を利用する児童生徒数の増加は今後も見込まれておりまして、学校、寄宿舎、共

に老朽化が進む中で、これまでにない規模とスピード感を持って環境改善に取り組む必要がある

と考えますけれども、具体的対応をどうするのか、併せて伺います。

○佐藤禎洋委員長 教育長倉本博史君。

○倉本教育長 特別支援学校の寄宿舎についてでありますが、道立特別支援学校の寄宿舎は、集

団生活を通じて日常生活を送る上で必要な基本的生活習慣の確立や、社会生活において必要とさ

れる対人関係、さらには、規範意識の向上が図られるなど、幼児、児童生徒の成長にとって教育

的意義があるものと認識をいたしております。

こうした中、道教委では、子どもたちの生活の基盤となる寄宿舎に関し、安全で安心な環境を

確保するため、可能な限り改修等を行っているところでありますが、寄宿舎生活に支障が生じる

場合などについては、臨時・応急的な対策を早急に検討するなど、幼児、児童生徒が寄宿舎生活

を通して、自分の力で考え、仲間たちと協力をし、助け合いながら活動できるよう、また、生活

や安全面に影響を及ぼすことのないよう、良好な教育環境の整備に取り組んでまいります。

○真下紀子委員 障害者差別解消法ができておりまして、障がいへの合理的な配慮が明記をされ

ております。老朽化した寄宿舎や学校が、結果として、入舎を拒むことはあってはならないとい

うことを申し上げておきたいと思います。

次に、教員未配置問題についてです。

女性も男性も産休や育休を取ることが当たり前の時代を迎えます。にもかかわらず、教育現場

では、代替教員が欠員となって安心して休めない深刻な職場環境となっています。

上川教育局管内では、道立高校、特別支援学校、合わせて７人も未配置となっているわけです

けれども、全道の道立学校及び特別支援学校の未配置の現状と推移についてお示し願います。

必要な教員の確保に努めると答えていたわけですけれども、なぜ未配置が続くのかも併せて伺

います。

○佐藤禎洋委員長 教職員課長立花博史君。

○立花教職員課長 欠員の状況などについてでありますが、道立高等学校及び特別支援学校にお

ける欠員の数は、令和３年度当初は、特別支援学校で３人、４年度当初は、高等学校６人、特別
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支援学校７人で計13人、今年度当初は、高等学校17人、特別支援学校９人で計26人となっており

ます。

近年、教員志願者の減少が続いていることなどにより、休職や産休、育休などに伴う代替教員

の配置など、教員の補充が必要であるにもかかわらず、その確保ができないことで欠員が生じて

おります。

○真下紀子委員 欠員は異常事態なのですよ。緊急性をもって解消しなければならない課題なの

ですけれども、年度当初から欠員が常態化していることに慣れてしまっているのではないかと思

うのですね。そうであってはならないというふうに思います。

国は、産休や育休、病休者等の増加、特別支援学級数の増加などを未配置の要因として挙げて

いるわけですけれども、道はどう分析していますか。

○佐藤禎洋委員長 教職員局長谷垣朗君。

○谷垣教職員局長 欠員の要因についてでございますが、文部科学省が令和３年度に、各都道府

県、指定都市教育委員会を対象に実施した、教員不足に関する実態調査では、教員不足が生じた

要因について、産休・育休取得者、病休者数が見込みより増加した、特別支援学級数が見込みよ

り増加したと回答した教育委員会が多くなっております。

本道におきましても、年度によっては同様の要因が生じておりますほか、近年の教員採用選考

検査における受検者の減少により、採用予定者数に対して余裕のある登録者の確保が難しくなっ

ている教科などがあることに加えまして、地域によって欠員補充のための期限付教員として任用

できる人材を得ることが困難になっていることが、欠員が生じる主な要因となっております。

○真下紀子委員 私は、別の要因があるというふうに思いますけれども、後で伺います。

法定の産休はもちろんなのですけれども、育休取得も増えています。育休取得の期間等の変化

と理由についてお示し願います。

○立花教職員課長 育休取得期間などについてでありますが、本道の札幌市を除く公立学校教員

等の育児休業取得者数は、平成28年度は、男性が12名、女性が378名で計390名、令和３年度は、

男性が39名、女性が393名で計432名となっております。

男性職員は、いずれの年度もほとんどが１年以下の取得でありますが、女性職員の取得期間ご

との割合は、平成28年度は、１年以下が16％、１年を超え２年以下が46％、２年を超える者が38

％だったのに対しまして、令和３年度は、１年以下が22％、１年を超え２年以下が40％、２年を

超える者が38％となっており、１年以下の取得が６ポイント増加しております。

育休の取得期間について、個々の職員の事情までは把握しておりませんが、近年、育休代替教

員の確保が難しい状況が続いていることが、長期の育休取得をためらわせることにつながらない

よう努めてまいります。

○真下紀子委員 育休が42名増えています。このことは歓迎すべきなのですけれども、１年以下

の取得が６ポイント増加しているということで、長期の育休取得をためらわせている現状にある

のではないかというふうに考えます。
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教員の多忙化が解消されず、定時退勤の難しさによってなかなか職場復帰できない実態がある

のではありませんか。復帰しない職員はこれまでどのくらいいて、また、その理由をどう把握し

ていますか。

○立花教職員課長 育休取得後の復職の状況についてでございます。

個々の職員の退職理由の詳細は把握しておりませんが、道立学校において過去３年間に育児休

業取得後に復職せず退職した教員の数は、令和２年度と３年度は共に、高等学校で１名、特別支

援学校で４名の計５名ずつ、４年度は特別支援学校で３名となっております。

○真下紀子委員 やっぱり、現場の苦労を考えて、皆さんは頑張って復職されているのだという

ふうに思いますよ。でも、産休・育休代替職員の未配置というのは、子どもを持つことをお互い

に喜び合えない状況を生み出すという点では許されない事態であると私は考えております。

法定の産休、法によって取得を認められている育休を取ることに肩身の狭い思いをさせるな

ど、教育現場であってはならないことです。年度当初から正規教員がきちんと配置されていれ

ば、十分に対応できたはずではありませんか。

期限付ではなく、正規の教員採用で十分確保するなど、一刻も放置しないことが求められてい

ると考えますが、どう対応するのか、伺います。

○谷垣教職員局長 育休等の代替教員の確保についてでございますが、教員の欠員は、他の教員

の業務負担ばかりではなく、こうしたことへの懸念が産休、育休を取得する教員の心理的負担に

もなりかねないものと考えております。

そのため、道教委では、これまで、様々な媒体を活用した教員の募集や大学などの協力による

潜在的な人材の発掘に努めてきたほか、今年度から、新たに、年度中途からの産休、育休の取得

が見込まれている場合には、国の加配を活用し、年度当初から代替の教員を配置するなど、欠員

をできる限り生じさせない取組も進めてきております。

引き続き、関係機関などと課題意識を共有し、連携を強化しながら、補充のための教員の確保

に努めてまいります。

○真下紀子委員 半歩前進かなと思いますけれども、できれば正規教員の配置をしていただきた

いというふうに思います。

特別支援学校・学級の増加を理由にしていますけれども、こちらはどう推移して、欠員状況が

どうなっているのか、なぜ確保できないのか、伺います。

○立花教職員課長 学級数の推移などについてでありますが、道立特別支援学校につきまして

は、令和３年度は、67校、1294学級で、欠員が３人、４年度は、67校、1286学級で、欠員が７

人、今年度は、66校、1289学級で、欠員が９人となっております。

また、札幌市を除く道内の公立小中学校の特別支援学級数は、令和３年度は3850学級、４年度

は3960学級、今年度は4024学級と、年々増加しており、特別支援学級を設置する小中学校での欠

員は、令和３年度は35人、４年度は47人、今年度は68人となっております。

少子化の影響により、小中学校全体では、学校・学級数や教員数は減少しており、特別支援学
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級の増が欠員に大きく影響しているものではございませんが、先ほど答弁申し上げました、教員

志願者数の減少や期限付教員となる人材の不足などにより、欠員が増加しております。

○真下紀子委員 少子化の中で、本来でしたら、教員不足という状況を解消できるはずだったの

ですよ。正規雇用という安定した採用を拒んできた道教委の責任というのは、非常に重大だとい

うふうに私は考えます。

さて、病気休職者についてなのですけれども、代替採用はできているのでしょうか。病気休職

者の推移はどうなっているのか、正規教員欠員に対してどう対応しているのか、代替措置をどう

取っているのか、伺います。

○立花教職員課長 病気休職者の推移などについてでありますが、道立学校における教員の病気

による休職者は、令和３年度当初は43名、４年度当初は36名、今年度当初は60名となっておりま

す。

教員が休職する場合は、代替のための期限付教員や時間講師を配置しておりますが、人材を確

保できないことにより、令和３年度は２人、４年度は１人、今年度は４人が欠員となっておりま

す。

○真下紀子委員 現場の業務負担が増加することによって、本人も安心して療養できないのです

よね。本当にまずい人間関係になってしまうのではないかと懸念をするところです。

今ほどもずっと申し上げてきましたけれども、教員を確保できないという未配置となる公立学

校が増えている中で、佐久間亜紀慶応大学教授は、 大の要因は正規教員の少なさであるとの見

解を示して、2022年11月28日号の「ＡＥＲＡ」で紹介されておりました。

教員のうち、正規教員の未配置の人数はどう推移しているのか、また、正規教員と期限付教員

の数と比率の推移も併せてお示し願います。

○立花教職員課長 期限付教員の数などについてでありますが、道立高等学校においては、病休

や産休、育休に係る者を除き、令和３年度は、正規教員が5949人、期限付教員が76人、欠員はな

し、４年度は、正規が5779人、期限付が108人、欠員が６人、今年度は、正規が5657人、期限付

が127人、欠員が14人であり、期限付教員の比率は、令和３年度が1.3％、４年度が1.8％、今年

度が2.2％で推移しております。

また、道立特別支援学校におきましては、令和３年度は、正規が3006人、期限付が91人、欠員

が１人、４年度は、正規が2958人、期限付が105人、欠員が３人、今年度は、正規が2923人、期

限付が119人、欠員が６人であり、期限付教員の比率は、令和３年度が2.9％、４年度が3.4％、

今年度が3.9％で推移しております。

○真下紀子委員 ちょっと数字が並んで分かりにくいのですけれども、道立高等学校において

は、３年間で、実数で292人減少し、逆に期限付が51人増加しています。期限付の比率は、この

３年間で1.69倍になっています。

道立支援学校においては、正規教員が実数で83人減っておりまして、期限付が28人増加し、比

率でいいますと1.34倍になっているわけです。期限付が増えているわけですね。
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こうした状況により、不安定な職場となっていって、職場の環境を悪くさせているのです。や

はり、正規教員を増やしていくことと併せて、それを補充する形で、非正規での期限付の雇用で

補充するということをやっていかないと、どんどんと期限付を増やすという結果になっては本当

に職場は大変になるというふうに考えますし、子どもたちにとっても非常に不安定な状況が生ま

れるというふうに指摘せざるを得ません。ここのところはしっかりと改善していくということが

必要だと考えております。

それから、教職員不足の中で、道は、未配置を放置する一方で、勧奨退職で、今年度末、高校

で21人、特別支援で16人の退職を勧めております。

教職員の不足を回避しようとするのであれば、勧奨退職は今必要なのでしょうか。就業継続を

進めるよう見直すなど、教職員確保を 優先とする対策へ転換すべきではないかと考えますけれ

ども、いかがでしょうか。

○佐藤禎洋委員長 教育部長北村英則君。

○北村教育部長 勧奨退職についてでありますが、勧奨退職は、職員の新陳代謝を促進し、組織

の活性化と公務能率の増進に資するため実施しているものであり、効果的な人事施策を行うため

に必要なものと考えております。

また、退職を控えた職員の多様なライフプランを支援するための選択肢の一つとしても、引き

続き必要な施策であると考えておりまして、勧奨退職により欠員が生じることのないよう、希望

する教員の見込み数を的確に把握し、採用計画に反映するなど、引き続き、適切な人事管理に努

めてまいります。

○真下紀子委員 私は、勧奨残留という制度もつくってほしいというふうに思いますよ。

欠員が出ていないならそういう答弁でも構いませんけれども、実際には欠員が生まれているわ

けですから、ここのところはよく説得と納得で残留していただけるように、道教委としても努力

をしていただきたいと思います。

これまで、教員不足には、例えば、免許更新制による免許失効者の増加などの影響もあったも

のと考えられますけれども、教員免許更新制の廃止を踏まえ、今後どのように取り組むのか、伺

います。

○立花教職員課長 免許更新制についてでありますが、昨年７月に教員免許更新制が発展的に解

消されたことにより、旧制度の下で教員免許を失効された方や、免許がいわゆる休眠状態にある

方につきましても、欠員の解消に向けた貴重な人材になり得るものと考えております。

更新制の廃止に伴い、教員免許を失効された方は、再授与の手続を経た上で、また、休眠状態

の方は、手続不要で任用が可能でありまして、道教委では、こうした取扱いについて、ホームペ

ージ上での周知や教員募集のリーフレットへの掲載に加え、大学に対しては、卒業生への情報提

供を依頼してきました。

引き続き、市町村教育委員会や大学などの関係機関の協力も得ながら、こうした情報がより多

くの教員免許所有者に届きますよう、工夫しながら周知してまいります。



【第２分科会 ７月11日 第４号】

○真下紀子委員 道教委のネットワークを通じて、個別にアプローチできるように実態把握して

対応していただきたいということを申し上げておきます。

次に、免許外教科担任についてですけれども、中学校、高校では、専門教科を学ぶことは人格

形成においてとても重要です。ところが、北海道は、無免許と言われるような、専門免許を持た

ずに教科担任をさせられている免許外教科担任の許可件数が全国 悪であります。

未配置を解消できない教員不足の要因の一つではないかと考えますけれども、教育環境の も

重要な教員の専門性を発揮する授業を提供していないのは道教委の怠慢であります。改善してい

るのか、教員免許は研修で代替できる程度の専門性なのかということをお聞きしておきたいと思

います。

○谷垣教職員局長 免許外教科担任についてでございますが、教員免許制度は、質の高い教育の

提供を教員の資質、能力の面から制度的に担保するものでございまして、免許外教科担任は、そ

の例外として抑制的に用いるべきものであることに加え、専門以外の教科の指導は教員にとって

大きな負担を伴うものと考えております。

小規模校が多い地域性から、本道では、他都府県と比較し、免許外教科担任が多くなっており

ますが、これまで、加配教員や非常勤講師の活用のほか、複数免許所有者の効率的な配置や複数

校での兼務など、人事配置上の工夫をしながら、その解消に努めてきておりまして、平成29年度

は1066件であったものが令和３年度には815件と、近年、免許外教科担任は減少してきておりま

す。

道教委といたしましては、引き続き、その解消に努めますとともに、許可する場合にあって

は、教科指導に必要な専門性を補えるよう、研修や指導主事による助言などの支援策を講じるな

ど、教育の質の確保と教員の負担軽減に努めてまいります。

○真下紀子委員 815件残っているわけですから、胸を張って答えられる状況ではないと思いま

す。解消した時点で胸を張って答えてください。

さきに紹介した佐久間教授は、教員未配置は、正規教員の採用抑制という政策的な要因で起き

ている問題であり、公教育の学びを守るためにこの問題に立ち向かわなければいけない時期に来

ていると指摘しております。そのとおりだと思います。

教員の未配置問題は、教職員の働き方が改善されず、成り手不足の象徴となっているとも言え

ます。公教育の役割を果たしていく責任がある道教委においては、未配置問題を軽く考えている

のではないかとも感じますけれども、欠員の解消を先延ばしにしてはなりません。何としても解

決すると言明できるのかどうか、お聞きします。

○倉本教育長 今後の取組についてでありますが、子どもたちの豊かな学びを保障する上で、そ

の直接の担い手となる優秀な教員を確保することは何よりも重要であり、欠員の解消は 優先で

取り組まなければならない課題と認識をしてございます。

道教委では、これまで、様々な媒体の活用による教員の募集に加えまして、市町村教育委員会

や大学などの協力による潜在的な人材の発掘などにより欠員の補充に努めてきておりますが、い
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まだその解消に至ってはおらず、さらに取組を強化していく必要があります。

道教委といたしましては、これまでの取組の成果や課題などを検証しながら、より実効性のあ

る取組を推進するとともに、働き方改革の取組をさらに加速させ、教員がその意欲と能力を 大

限に発揮できる職場環境づくりに努め、教員の確保に全力で取り組んでまいります。

○真下紀子委員 魅力ある職場だと胸を張って答えられるようになって、ぜひ、教員の欠員を解

消していただきたいと思います。

次に、校則の見直しについてです。

2021年の一般質問で、校則の実態調査を基に見直しを求めた結果、全校で見直しが加速してい

るものと承知をしております。

道教委は、2021年、2022年と連続して校則見直しの調査結果を明らかにしており、私はそのた

びに質問してきました。見直しの結果、全校で地毛証明の提出を求めない、ツーブロックなど特

定の髪型を禁止しない、校則をホームページに公表するなど、大きな変化ももたらされまして、

子どもたちにも喜ばれています。

校則見直しによる子どもたちの変化についてどう把握しているのか、まず伺います。

○佐藤禎洋委員長 生徒指導・学校安全課長大槻直広君。

○大槻生徒指導・学校安全課長 校則の見直しによる生徒の状況等についてでありますが、令和

３年12月に、各道立学校に対し、校則見直し等に関する通知を発出し、その後、生徒が主体とな

り、校則の見直しを進めた学校においては、例えば、生徒が自ら校則を見直すための委員会を立

ち上げた事例や、生徒同士で校則について意見を出し合い、頭髪や服装検査を教職員が行う方法

から生徒同士で行う方法に改めた事例があるなど、生徒が学校のルールを無批判に受け入れるの

ではなく、生徒自身が校則の根拠や影響を考え、身近な課題を自ら解決するといった行動が見ら

れるようになったケースがあります。

○真下紀子委員 全部が全部そうなっているわけではないのですけれども、非常に前向きな変化

が見られているということです。しかし一方で、課題も多く残っています。

今年も調査を行っていると承知していますけれども、調査においてどのような点に留意された

のでしょうか。

○大槻生徒指導・学校安全課長 本年度の取組についてでありますが、道教委では、道立学校に

対し、生徒指導に関わる各種会議や校長会議等を通じ、校則の内容が生徒の実情、保護者の考え

方、地域の状況などを踏まえたものになっているか絶えず積極的に見直すこと、校則の見直しや

運用について、全教職員の理解を深め、生徒に意見を聴取するなどの必要な取組を進めることな

どを指導助言しており、本年度は、各学校における校則を見直す際の手続や、生徒が主体的に校

則の見直しに参画した取組事例について把握することとしております。

○真下紀子委員 私は、十分に頑張っている学校の事例を紹介するのも大事だと思うのですけれ

ども、やっぱり、困難なところもあると思うので、そうしたところの状況も把握していただきた

いと思うのです。
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昨年の質問で、点検は行ったが見直しをしなかったが49校ないし40校ありました。校則の見直

しの手続について、生徒や保護者に周知していないが37校ありました。不断の見直しが必要だと

する道教委と繁忙な現場では、認識に差があるのではないかと考えます。

学校は、生徒も職員も、一度として同じ状況ではありませんよね。ブラック校則と言われる事

態が幾分改善されてきたとはいえ、教育長が言うとおり、絶えず積極的に取り組む教育課題とし

てまだ現存しているわけです。一過性にとどまらず、見直しが進むように取り組む必要があるの

ではないかと考えますけれども、いかがでしょうか。

○佐藤禎洋委員長 生徒指導・学校安全担当局長伊藤伸一君。

○伊藤生徒指導・学校安全担当局長 校則の見直しについてでありますが、学校を取り巻く環境

や児童生徒の状況は絶えず変化するため、校則は、児童生徒の実情、地域の状況、保護者の考え

方、社会の常識などを踏まえたものになっているか、不断に見直すことが必要であり、校則の指

導が真に効果を上げるためには、その内容や必要性に関し、学校と児童生徒、保護者との間にお

いて共通理解を持つことが重要です。

道教委といたしましては、引き続き、各学校での校則の見直しに関する取組状況を把握すると

ともに、校則の見直しの手続や、生徒、保護者の参画など、各学校が自校の実情に応じて適切に

見直しを図るよう指導助言してまいります。

○真下紀子委員 社会の常識というものも変化してきていますので、そうしたことも含めてよく

話し合う必要があるというふうに思います。

2022年の調査では、校則を見直す意義について、教職員間の共通理解を得ることに時間を要し

ているとされていたのですけれども、その後どう取り組んで、その結果、効果を得られたのかど

うか、伺いたいと思います。

○大槻生徒指導・学校安全課長 教職員間の共通理解についてでありますが、道教委では、全て

の道立学校を対象に、令和４年５月から６月にかけて実施した校則の見直し等に関する取組につ

いての調査結果を通知し、全教職員の理解を深めるよう指導いたしましたが、その後において

も、学校によっては、校則を見直す意義などについて、教職員間で十分な共通理解が図られてい

ない状況もあります。

このため、毎年度実施する各管内での生徒指導連絡協議会において、各学校の生徒指導担当教

員等を対象に、校則の見直しに当たっては、生徒が話し合う機会を設けたり、保護者から意見を

聴取したりする機会を設ける仕組みを運用することに関し、その意義についての理解を深め、各

学校において取組が促進されるよう指導助言しております。

○真下紀子委員 2022年10月の予算特別委員会で、道教委は、児童生徒の権利を尊重した内容に

なるよう指導したと答えていたわけです。ところが、そうでない実態が寄せられました。

髪型というのは、個人の価値観、表現の自由によるところが大きいわけですけれども、今も、

入学後、髪カラーで髪の色をチェックしている高校があります。それから、縮毛の生徒は、髪を

伸ばして引っ張って、長いということで、カットするように指導されたなど、不合理な実態の相



【第２分科会 ７月11日 第４号】

談がありました。

校則の見直しと生徒指導の在り方、ここに今も乖離があるのではないかというふうに考えるわ

けですけれども、道はこうした実態を把握しているのでしょうか。

○伊藤生徒指導・学校安全担当局長 校則に関する指導についてでありますが、生徒指導は、児

童生徒が社会の中で自分らしく生きることができる存在へと自発的、主体的に成長や発達する過

程を支える教育活動であり、こうした生徒指導の狙いを各学校に浸透できるよう、道教委といた

しましては、校則に基づく指導を行う場合は、一人一人の児童生徒に応じて適切に指導するとと

もに、児童生徒の内面的な自覚を促し、自主的に守るように指導することや、教員が、形式的に

規則にとらわれて、規則を守らせることのみの指導になっていないか、注意を払うことなどにつ

いて指導助言しております。

○真下紀子委員 先生のほうも大変だと思うのですよ。でも、やっぱり、お互いに話し合って共

通理解を深めながら進めていくしかないのかなというふうに思いますので、よく実態を見ていた

だきたいというふうに思います。

校則は、健全な学校生活を営み、成長していくための行動指針だと道教委は述べているわけで

すけれども、生徒との共通理解がなければ押しつけと取られかねません。健全性とは何かという

ことも具体的に示して、共通理解に向けてどう取り組んでいくのか、伺います。

○佐藤禎洋委員長 学校教育監山本純史君。

○山本学校教育監 校則等についてでありますが、校則は、生徒が健全な学校生活を営み、より

よく成長していくための行動指針であって、学校が教育目的を達成するために必要かつ合理的な

範囲内において定められるものであり、必要かつ合理的な範囲を逸脱しているものは見直す必要

があると考えております。

道教委といたしましては、各学校において、健全な学校生活を送る上で必要かつ合理的に定め

られる校則の内容やその運用に関し、生徒が話し合う場や保護者の皆様から意見を聴取したりす

る機会を設けるなど、校則の必要性や合理性などについての共通理解が促進されるよう指導助言

しているところでございます。

○真下紀子委員 必要かつ合理的な範囲内とはどういうことかということを具体的に共通理解し

なければならないというふうに考えます。課題の一つだというふうに思います。

私は、校則を調べていく中で特に気になったのが、華美な髪型、華美な下着などは認めないと

あるのですけれども、これはなぜなのでしょうか。また、華美というものの基準とは何なのか、

合理的な理由があるのか、伺いたいと思います。

○大槻生徒指導・学校安全課長 校則の基準についてでありますが、校則は、学校が教育目標を

達成するため、児童生徒が遵守すべき学習上、生活上の規律について、社会環境や児童生徒の実

情を踏まえ、必要かつ合理的な範囲内において定めるものであります。

現在、頭髪や服装の基準の見直しを行っている学校の中には、生徒自らが校則の内容について

の考えを意見書にまとめ、その後、進学先の大学や企業からの助言などをもらいながら校則の見
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直しに取り組んでいる事例もあり、そうした多様な考え方の中から、自校の実情に合った合理的

な基準等を形成することが大切であります。

○真下紀子委員 これまでの伝統だとか誇りだとか、そういうものに縛られることなく、その時

代を生きている子どもたちらしさというものが、改めて、これからの時代の学校らしさをつくっ

ていくものだと思うのです。ですから、らしさを押しつけるのではなくて、生徒の判断に委ねら

れる指導をしていただきたいということを申し上げておきたいと思います。

児童生徒が萎縮することなく意見を述べることができて、生徒と教職員が互いにリスペクトし

ながら、生徒の能力をさらに引き出し、成長につなげることができているのだろうかというふう

に考えております。

生徒の価値観も多様となって、育ちの環境も学習環境も全く異なる生徒たちを前に、学校教育

に携わる教職員の努力は並々ならないというふうに考えますが、生徒指導はどう見直されている

のか、伺います。

○伊藤生徒指導・学校安全担当局長 生徒指導の見直しについてでありますが、昨年12月に改定

された生徒指導の基本書である生徒指導提要では、生徒指導を、自発的、主体的に成長や発達す

る過程を支える教育活動と示されていたことに加え、児童生徒が自身を個性的存在として認め、

自己に内在しているよさや可能性に自ら気づき、引き出し、伸ばすと同時に、社会生活で必要と

なる社会的資質・能力を身につけることを支える働きと示されました。

このことから、これまでの生徒指導と比べまして、児童生徒の発達を支える働きが重要視され

る、言わば、させる指導から支える指導へと見直されたものと考えております。

○真下紀子委員 しかし、実態はそうなっていないのですよね。

ある高校では、生徒は、常に就職試験や検定試験に臨むような緊張を日常的に生徒指導の下で

強いられているという状況があります。しかし、それが学校なのでしょうか。思春期の子どもた

ちが学びとともに経験を積み、人格を完成させていく上で、遊びやリラックス、学校においても

緊張から解放される時間が必要ではないかと考えます。

過度な競争的環境の改善について、国連から何度も勧告を受けている日本の国で、2022年は

514人もの子どもが自ら命を絶っていると聞いて、私は愕然としました。生徒指導の在り方につ

いても、校則の見直しと同様、見直していくべきではないかと考えますけれども、いかがでしょ

うか。

○山本学校教育監 生徒指導の在り方についてでありますが、近年、子どもたちを取り巻く環境

が大きく変化をする中、生徒指導をめぐる状況も変化していることから、国は、生徒指導の基本

的な考え方や取組の方向性などを再整理するとともに、今日的な課題に対応するため、生徒指導

提要を改定しました。

道教委としても、昨年６月にこども基本法が成立し、子どもの権利擁護や意見を表明する機会

の確保が法的に位置づけられたことなど、こうした国の動きを十分に踏まえ、各学校において、

児童生徒が社会の中で自分らしく生きることができる存在へと自発的、主体的に成長や発達する
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過程を支える教育活動が展開されるよう、本道における生徒指導の改善充実に向け、各学校と連

携協力しながら取り組んでまいります。

○真下紀子委員 校則は 終的に校長が定めるものではありますけれども、教職員のほうも、心

にゆとりを持った職場環境になっていないと、なかなか子どもたちの意見も受け止められないよ

うな状況もあると思うのですね。ですから、お互いに学校の中で話し合える環境をつくるという

ことは非常に重要ではないかと思います。

また、児童生徒が、声を上げれば校則は変えられるのだと、同時に、変えるための努力を経験

する大事な機会だと私は考えております。

自己肯定感を高め、過ごしやすい学びの場となって、教育効果が高まるように今後の取組を求

めたいと思いますけれども、教育長の見解を伺います。

○倉本教育長 校則の見直しに関し、その教育効果などについてでありますが、校則は、生徒が

健全な学校生活を営み、よりよく成長していくための行動指針として校長が定めるものでありま

すが、その見直しの過程において、生徒や保護者の方々の意見を聞くことは、生徒一人一人が校

則を自分のものとして捉え、また、生徒自身がその根拠や影響を考え、身近な課題を自ら解決す

るといった主体的、自立的に行動することができる態度を育成するなどの教育的な効果があるも

のと考えております。

道教委といたしましては、各道立高校の状況に応じて取組が一層進むよう必要な指導を行うほ

か、生徒一人一人の人権や個性が尊重され、よりよい学校生活を送ることができる体制づくりを

支援してまいります。

○真下紀子委員 道教委からの指導も、管理的な指導ではなく、教育的指導にしていただくよう

に求めておきたいと思います。

後に、学習権の保障等について伺います。

虐待や触法行為などによって、児童相談所や里親などに委託する一時保護の子どもたちが年間

1500人を超えています。一時保護所で保護する児童は、2021年度で977人となり、毎年、1000人

近くとなっている状況です。

基本は、児童相談所職員が、行動観察や生活指導のほか、学習指導も行っていると聞いており

ます。そうはいっても、私は、児童生徒の学習権の保障が必要だという考えから、一時保護所の

子どもたちにどのような対応がなされているのか、伺いたいと思います。

○大槻生徒指導・学校安全課長 児童生徒への学習指導などについてでありますが、児童相談所

などに一時保護されている児童生徒の中には、学習をするだけの精神状況にないケースや、授業

を十分に受けていないため、基礎的な学力が身についていない児童生徒がいることから、個々の

状況や特性、学力に配慮した指導を行うことが必要であり、在籍校と一時保護所が緊密な連携を

図り、どのような学習を展開することが有効かを協議し、一日の過ごし方としては、例えば、学

習支援やスポーツなどのレクリエーション、読書や音楽鑑賞などをしております。

なお、一定の要件を満たす場合には、指導を受けた日数を、指導要録上、出席扱いとするなど
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の対応をしております。

○真下紀子委員 指導要録上、出席扱いとなるような教育環境になければならないということだ

と思うのですね。だから、なおのこと、教育の充実における学校や教育委員会の責任が高まって

いくのではないかと考えます。

一時保護の担当エリアというのは、非常に広大です。例えば、旭川市の児童相談所には、上

川・宗谷管内の全域が対象となって、一時保護されます。これまでの学校には、お別れの機会も

なく、通学できなくなる例もあるというふうに承知をしております。

学習については、在籍校からテキストなどの提供などがあったというふうに承知をしておりま

すが、１人１台端末の時代、遠隔地の一時保護所でも、本人が希望すればホームルームや授業に

参加できるような取組も必要ではないかと考えます。

これまでの実績があったら、御紹介いただきたいと思います。

○大槻生徒指導・学校安全課長 遠隔授業についてでありますが、道の関係部局によりますと、

道内の児童相談所において、一時保護の間に、在籍校からのオンライン配信を受け、授業に参加

した事例があったと聞いております。

○真下紀子委員 事例があったということですが、ほとんどないわけですよ。ほとんどないので

す。だから、やっぱり、教育のほうからアプローチしていただくことが重要だと思います。

単に、勉強だけでなくて、一時保護された子どもはスマホも持てないようなので、学校や生徒

同士とのつながりも断たれてしまうこともあると推測されます。

学習権とともに、子どもの成長を見守る学校の何らかの対応が必要ではないかというふうに考

えて今回質問させていただきました。ただ、私もちょっと思慮が浅かったのかもしれませんけれ

ども、一時保護を知られたくないお子さんもいらっしゃるかもしれません。だから、子どもの状

況をよく把握して、考えを聞いた上で対応しなければならないということは重要だというふうに

感じました。

子どもたちの人生の中で、学校がどんな思い出となるのか、想像はちょっとできないわけです

けれども、教育現場としての学校の役割をいま一度考える機会にしていただきたいと思います。

改めて、一時保護された児童生徒への対応を検討していただきたいと考えるところですけれど

も、教育長の見解を伺います。

○倉本教育長 児童生徒への対応についてでありますが、厚生労働省の児童相談所運営指針や一

時保護ガイドラインでは、一時保護所への入所時には、子どもたちは精神的に不安定な状態にな

っている場合が多く、心理的ケアを行うなどにより安定した生活を送れるよう配慮することや、

個別対応しなければならない事例の場合、個別対応プログラムをつくり、対応することとされて

おります。

道教委といたしましては、児童生徒がこうした考え方の下で一時保護されていることを踏まえ

まして、児童生徒の学習機会の充実に向け、児童相談所と在籍校が十分に連携協議をし、一人一

人の子どもたちの状況に応じて適切に対応していけるよう、関係部局と連携をし、市町村教育委
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員会や関係機関に働きかけてまいります。

○真下紀子委員 先ほどの白川委員の質問に対して、教育長は、いつどこに住んでいても健やか

な成長につながる学習環境が整備されるよう取り組むと答えていらっしゃいました。一時保護さ

れた子どもたちも、それから、先ほど申し上げました特別支援教育の中で寄宿舎で過ごしている

子どもたちにも、そうした教育が保障されるように一層の尽力を求めて、質問を終わります。

ありがとうございました。

○佐藤禎洋委員長 真下委員の質疑並びに質問は終了いたしました。

以上で通告の質疑並びに質問は終わりました。

これをもって、教育委員会所管に関わる質疑並びに質問は終結と認めます。

以上をもちまして、本分科会に付託されました議案に対する質疑並びに質問は全て終了いたし

ました。

お諮りいたします。

付託議案の審査経過に関する委員長報告文につきましては、委員長に御一任願いたいと思いま

すが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○佐藤禎洋委員長 御異議なしと認め、そのように決定いたします。

１．委員長の閉会の挨拶

１．閉 会

○佐藤禎洋委員長 本分科会を閉じるに当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。

活発な議論をいただきながらも全日程を終了できましたことは、鈴木一磨副委員長をはじめ、

委員の皆様、さらには、理事者の皆様のおかげと大変感謝を申し上げます。ありがとうございま

す。

また、特に、朝早くから夜遅くまで準備していただきました議事課の皆さんにも改めて感謝を

申し上げ、委員長を退任する上での御挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございまし

た。

これをもって第２分科会を閉会いたします。（拍手）

午後４時34分閉会
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